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VUDAA Vientiane Urban Development and 

Administration Agency 

首都ビエンチャン都市開発管理
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Administration 
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【計画及びプロジェクト】 

EMSP Environmental Management Support Project 環境管理支援プロジェクト 

LPP Laos Pilot Program for Narrowing the 

Development Gap towards ASEAN Integration 

JICA-ASEAN連携ラオスパイロ

ットプロジェクト 

SEM II Strengthening Environmental Management 

Project Phase Ⅱ 

環境管理強化プロジェクト  フ

ェーズⅡ 

VIUDP Vientiane Integrated Urban Development 

Project 

首都ビエンチャン総合都市開発

計画 

VUISP Vientiane Urban Infrastructure and Service 

Project 

ビエンチャン市都市基盤整備プ

ロジェクト 

 

【技術用語】 

BOD Bio-chemical Oxygen Demand 生物化学的酸素要求量 

CBS Community Based Sanitation 〔コミュニティによる衛生管理

（施設）〕 

DEWATS Decentralized Wastewater Treatment System 分散型下水処理システム 

EIA Environmental Impact Assessment 環境影響アセスメント 

EMP Environment Management Plan 環境管理計画 

IEE Initial Environmental Examination 初期環境評価 

SBS School Based Sanitation 〔学校による衛生管理（施設）〕

SMMP Social Management and Monitoring Plan 社会環境管理モニタリング計画 

WTP Wastewater Treatment Plant 汚水処理場 

 

【他の用語】 

BOT Build, Operate, and Transfer 事業期間終了後に施設を相手国

に返却する開発方式 

C/P Counterpart Personnel カウンターパート 

F/S Feasibility Study フィージビリティ調査 

M/P Master Plan マスタープラン 

PM Prime Minister 首相 

 



 

 

事業事前評価表 
 

国際協力機構地球環境部環境管理グループ環境管理第一課 

１．案件名 

国 名：ラオス人民民主共和国 

案件名：首都ビエンチャン都市水環境改善プロジェクト 

The Project for Urban Water Environment Improvement in Vientiane Capital 

２．事業の背景と必要性 

（1）当該国における水環境管理セクターの現状と課題 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）の首都ビエンチャン（人口約78.3万人、

2011年推計）では、近年の急速な経済開発に伴う生活水準の高度化や人口の増加（2020年

推計107.4万人）に伴う未処理排水の増加により、都市部の河川水質悪化が懸念されている。

また、工業団地や商業施設等大型インフラの整備により、化学物質等を含む事業所排水も

増加していることから、今後汚染物質量（発生汚濁負荷量）の増加等も問題になることが

予想される。そこで、汚染源や負荷量を特定したうえで将来にわたる適切な汚水管理計画

の策定、工場排水等の汚染源対策や河川等の水質モニタリング体制の構築、関連法規制の

整備・運用等の汚水管理体制の改善を行うことが重要となってきている。 

本案件は開発調査「ビエンチャン市水環境改善計画調査」（2009～2011年）の成果を踏ま

えて実施されるものであるが、生活排水による水質汚濁が深刻化、及び国内外からの開発

が急速化している状況を踏まえ、本案件では生活排水への対応に的を絞り、技術協力を実

施するものである。具体的には将来人口予測に基づく環境に配慮した汚水処理施設の適切

な配置（ゾーニング）計画を含む汚水適正処理構想1の策定、同構想実施に必要な法整備及

び運用能力の向上、及び植生浄化等のパイロットプロジェクトを活用した住民に対する環

境教育を通じ、適切な汚水管理体制の構築を図るもので、「環境的に持続可能な都市2」をめ

ざす首都ビエンチャンにおける実施意義は高い。また、本案件にて汚水適正処理構想を策

定することは、将来汚水負荷が高くなったときに必要となる可能性が高い下水処理場等の

施設建設を検討するうえでも有用である。 

なお、ラオスにおける水環境管理3は計画立案と規制をそれぞれ天然資源環境省（Ministry 

of Natural Resources and Environment：MONRE）及び公共事業運輸省（Ministry of Public Works 

and Transport：MPWT）が所掌しており、首都ビエンチャンでは、その出先機関にあたる担

当部局が本件の実施を担当している。協力内容により所掌ラインが異なるため、複数の機

                                                        
1 汚水適正処理構想とは、対象地域（本案件では首都ビエンチャン）の将来人口、人口密度、用途地域指定、及び下水道施設等

の集中処理及び分散型の個別処理等の設置に係る費用（経済性）を考慮し、適切な汚水処理を行うための施設配置計画として

取りまとめたものをいう。 
2 ASEAN統合ロードマップに明記されている分野の1つで、ラオスでは首都ビエンチャンのほかに、サヤブリ県、ルアンパバン

県が登録されている。 
3 水環境管理とは、河川、湖沼、地下水等の水域を対象として、人間の経済・社会システムと環境の間の相互作用を適切に管理

し、環境資源の保護と利用のバランスを保つことである。本プロジェクトでは、この水環境管理の概念に基づいて協力対象と

するのは湿地の保全と汚水管理であり、本文中「水環境管理」と記載している箇所は、上記概念に基づいて、湿地の保全と汚

水管理が適切に行われるように支援を行うことを意味する。また、本プロジェクトで予定している施設計画の検討においては、

優先度が高い汚水管理に絞って協力を実施する。 

 



 

 

関をカウンターパートとする。 

 

（2）当該国における水環境管理セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ラオスは、適切な自然環境保全や環境管理の実現をめざして2020年を目標年次とした国

家環境戦略を策定している。同戦略では、8つの重点項目が挙げられており、そのなかの1

つである「持続可能な開発のための施策の実施」の下に水環境管理が位置づけられている。

本事業は、水環境管理のための組織・制度の枠組み強化を通し、関連政策の実施に資する

ことから上記戦略に合致している。 

 

（3）水環境管理セクターに対するわが国及びJICAの援助方針と実績 

日本政府及びJICAの「対ラオス国別援助方針（2012年4月）」では、ラオスの開発目標達

成を支援し、環境などにも配慮した経済成長の促進に一層の重点を置いた援助を展開する

ために4つの重点分野を策定している。その重点分野「経済・社会インフラ整備」の開発課

題の1つである「環境と調和した快適な社会の実現」のなかの「都市環境整備プログラム」

に本事業が位置づけられている。これまでに同プログラムの下、ビエンチャン市水環境改

善に係る開発調査や首都ビエンチャン都市開発マスタープラン策定支援プロジェクトのほ

か、基本的な交通、給水等都市機能インフラに係るプロジェクト等を実施している。 

 

（4）他の援助機関の対応 

世界銀行、アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）、韓国、フィンランドのほ

か、複数の国際NGOや民間企業が当該分野に関する支援を行っている。特に、世界銀行及

びフィンランドの支援を受けているEnvironmental Management Support Project（EMSP）では、

水環境管理に関する法規法令やガイドライン等の整備、及び天然資源環境研究所（National 

Resources and Environment Institute：NREI）ラボの水質分析能力向上を目的とした技術指導、

施設建設、関連機材の供与を実施している。このため、本プロジェクトでは、EMSPの成果

を活用し関連法規制の運用能力をより実務的、かつ効率的に向上させることを想定してい

る。 

３．事業概要 

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、首都ビエンチャンにおいて、汚水処理に必要な環境に配慮した施設の計画・

設計能力の強化、汚水管理に関する法規法令の運用能力強化、及び環境教育を通じた市民

啓発を行うことにより、首都ビエンチャンの汚水管理のための組織・制度の枠組みの強化

を図り、もって首都ビエンチャンにおける適切な水環境管理の継続的な実施に寄与するも

のである。 

 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名 

首都ビエンチャン。適切な汚水処理施設の検討は、上述のマスタープランにて提案され

ている特に生活排水による水質汚濁が深刻なホン・セン水路（約4km）及びホン・ケ水路（約

3.6km）を対象として実施する。 

 



 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：首都ビエンチャン公共事業運輸局（Department of Public Works and Transport：

DPWT）3名、首都ビエンチャン天然資源環境局（Department of Natural Resources 

and Environment：DONRE）4名、公共事業運輸省（MPWT）公共事業運輸研究

所（Public Works and Transport Institute：PTI）4名、及び天然資源環境省

（MONRE）公害規制局（Department of Pollution Control：DPC）2名の担当職員

最終受益者：首都ビエンチャン市民（推定人口約78.3万人） 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2014年7月～2017年6月を予定（計36カ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

2.5億円 

 

（6）相手国側実施機関 

・ 首都ビエンチャン公共事業運輸局（DPWT）（全体、成果1関連）：腐敗槽を含む汚水処

理設備の仕様改良及び同改良を踏まえた規制、ガイドラインの改訂 

・ 首都ビエンチャン天然資源環境局（DONRE）（成果2、3関連）：水質モニタリング支援

及び環境教育 

・ 公共事業運輸省（MPWT）公共事業運輸研究所（PTI）（成果1、2、3関連）：既存処理

設備の改善に係る調査 

・ 天然資源環境省（MONRE）公害規制局（DPC）（成果2関連）：事業所立ち入り検査、

技術的指導、及び規制、ガイドラインの改訂 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

① 長期専門家：2名（チーフアドバイザー/水環境管理、業務調整：計54MM） 

② 短期専門家：5名（総合的汚水処理管理、環境法規と運用、環境教育、分散型汚水処

理、制度強化と財務分析：計40MM） 

③ 機材供与：事務機器、研修用プロジェクター、スクリーン等 

④ 研修員受入れ：本邦研修10名×0.5カ月×2回、必要に応じて第三国研修 

2）ラオス側 

カウンターパート・支援要員の配置（プロジェクトディレクター：首都ビエンチャン

公共事業運輸局長、プロジェクトマネジャー：首都ビエンチャン公共事業運輸局環境課

長代理、他各実施機関より2～4名配置）、事務所の提供、事務所必要経費、環境教育のフ

ィールド用地の確保、事業実施上必要な情報の提供 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類：C 



 

 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010

年4月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため、カテ

ゴリCに該当する。 

2）ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減 

本事業は、特に貧困層が影響を受けやすい水環境改善を目的にした事業である。また、

環境教育等の住民を巻き込んだ活動を行う際は、女性や子どもなどの社会的弱者の参加

に留意する。 

3）その他 

特になし。 

 

（9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

① 開発調査「ビエンチャン市排水網整備計画」（1989年） 

② 開発調査「ビエンチャン市水環境改善計画調査」（2009～2011年） 

③ 技術協力プロジェクト「都市開発管理プロジェクト」（2013～2016年） 

④ 技術協力プロジェクト「JICA-ASEAN連携ラオスパイロットプロジェクト（環境コン

ポーネント）」（2010年10月～2015年10月） 

⑤ 技術協力プロジェクト「ラオス国水道公社事業管理能力向上プロジェクト」（2012年

8月～2017年8月） 

⑥ 個別専門家「公共事業省官房長付計画アドバイザー」（2011～2014年） 

⑦ 青年海外協力隊員「環境教育」（今後実施予定） 

2）他ドナー等の援助活動 

本プロジェクトにて水質検査を実施する際、世界銀行及びフィンランドが実施する

EMSPにより作成される水環境管理に関する法規法令、ガイドライン等を参照することと

する。また、同EMSPで支援している天然資源環境研究所ラボは、水質検査を実施する際

の検査ラボとして活用することを想定している。 

 

４．協力の枠組み 

（1）協力概要 

1）上位目標 

首都ビエンチャンにおける水環境管理が継続的に実施される。 

指標1：プロジェクトで構築した関係機関調整メカニズムが、定期的に会合を開催し、

水環境管理に関する重要な意思決定を行うなど、継続して機能している（開催

頻度については事業実施後に決定する）。 

指標2：プロジェクトで導入・紹介された技術やモデルが、首都ビエンチャンのパイロ

ットサイト2水路以外の地域で活用される。 

指標3：年に1回程度の定期的な事業所への立ち入り検査の頻度が増加する。 

指標4：「首都ビエンチャン汚水適正処理構想」が、重要な意思決定の協議において、

正式に活用される。 

 



 

 

2）プロジェクト目標 

首都ビエンチャンの汚水処理を中心とした水環境管理のための組織・制度の枠組みが

強化される。 

指標1：プロジェクトで実施した研修に参加したカウンターパートの少なくとも80％が

習得した技術や知識を実践している。 

指標2：関係機関調整メカニズムが市民の積極的な参加を伴って構築され、水環境管理

の仕組みのなかで制度化・主流化される。 

指標3：「首都ビエンチャン汚水適正処理構想」が首都ビエンチャン知事等の政策決定

者によって承認されている。 

3）成 果 

成果1：カウンターパート機関の汚水処理に必要な環境に配慮した施設の計画・設計能

力が強化される。 

成果2：カウンターパート機関による水環境管理に関する法規法令の運用能力が強化さ

れる。 

成果3：カウンターパートによる環境教育を通して市民の環境意識が向上する。 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

（1）前提条件 

特になし。 

 

（2）外部条件 

・ 技術移転の対象となったカウンターパートの大部分が継続的に勤務する。 

・ 水環境管理に対するラオス政府の資金的・人的資源が減少せず、行政の優先順位に大

きな変化がなく、汚水処理対策構造物の適正用地が確保されること。 

６．評価結果 

本事業は、首都ビエンチャンにおける生活基礎インフラ整備と環境対策の両立というラオス

政府の政策と合致し、日本政府及びJICAの援助方針に沿っている。また、本事業は首都ビエン

チャンの水環境が極度に悪化する前の予防的措置であり、将来必要となる本格的な下水処理シ

ステム導入の準備としても、実施の意義は高い。 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

（1）類似案件の評価結果 

ベトナム国「全国水環境管理能力向上プロジェクト」（2010年6月～2013年6月）では、ベ

トナム国における水環境保全に係る政策的優先度や水質改善・保全のニーズは高く、また

実施機関の業務所掌、及び同機関の支所を通じた地方展開というアプローチも妥当であっ

た。他方、プロジェクト開始後に、一部の支所において基本的な分析能力強化のために水

質分析機器等の機材を供与することとした。これによって全体計画額が増加したことが、

プロジェクトの効率性を下げる要因となった。 

 

（2）本事業への教訓（活用） 

水環境管理分野は多様な機関がそれぞれの役割で関係するため、各実施機関の法的な位

置づけ、役割等を明確にしつつ技術指導を行うことが重要。 



 

 

８．今後の評価計画 

（1）今後の評価に用いる主な指標 

４．（1）のとおり。 

 

（2）今後の評価計画 

事業終了3年後 事後評価 

 



 

－1－ 

第１章 詳細計画策定調査の概要 
 

１－１ 調査の背景・経緯 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）国家環境戦略（目標年次2020年）では、重点

項目の1つに「持続可能な開発のための施策の実施」があり、その下に水環境管理を位置づけてい

る。ラオス首都ビエンチャン〔人口約78.3万人（2011年推計）〕においては、1989年のJICA開発調

査「ビエンチャン市排水網整備計画」に基づき、アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）

による排水システムの整備がなされ（2002年）、首都ビエンチャンの排水施設については一定の改

善がなされてきた。 

一方、近年の急速な経済開発に伴う生活水準の高度化や、人口の増加〔2020年：107.4万人（推

計）〕、更には、工業団地、東南アジア競技大会施設、新都市開発計画などの大型インフラの整備

による都市域の拡大等により、都市域からの未処理の生活雑排水の流入による河川水質の悪化、

汚染物質量（発生汚濁負荷量）の増加が生じ、首都ビエンチャン内の衛生環境が悪化している。

このような状況のなか、JICAは2009年1月から2011年9月まで、開発調査「ビエンチャン市水環境

改善計画調査」を実施した。同調査により、首都ビエンチャンでは、屠殺場や家庭からの雑排水

が未処理のまま河川へ放流されている現状が明らかになり、今後対策を講じなければ、将来的に

都市排水路網全域で生物化学的酸素要求量（Bio-chemical Oxygen Demand：BOD）は30 mg/lを超え

る水質になるおそれがあり、その排水路網内の魚類を食する住民の健康への影響が懸念されるこ

とから、その対策が急務であることが確認された。また、課題として、同調査では水環境管理に

おける脆弱な行政管理能力や、他ドナー支援により整備された法制度を実行に移すための実施細

則やガイドラインの不足、住民への啓発活動の促進、さらには都市排水路網の水質改善、排水路

網内の水生生物の実態把握と保護、コミュニティ及び家庭レベルでの衛生状態の改善、環境管理

における脆弱な行政管理能力の強化、環境管理関連法制度整備の必要性、実用的な水質基準の必

要性、関連政府機関及びNGOを統括する実施・調整機関の強化あるいは設置、住民の意識向上の

ための情報開示と啓発の必要性が挙げられた。提言としては、構造物による水環境改善計画の早

期の実施、水路蓋掛けの防止、湿地の保全、行政指導の強化、排水路の維持管理及びモニタリン

グの強化が挙げられた。 

これら課題に対する取り組みや提言事項を実施するために、同調査では、首都ビエンチャンの

衛生環境の改善とマクヒアオ（Mak Hiao）川流域の自然浄化機能の保全を図ることを目的に、調

査対象地域における水環境の現状を把握したうえで、2020年を計画年次とした首都ビエンチャン

における水環境管理マスタープラン（Master Plan：M/P）の策定を行い、M/Pを含む同調査の最終

報告書の内容についてラオス政府と合意した。 

続いて2011年度にラオス政府はわが国に対し、同M/Pを実施し、首都ビエンチャンの水環境改善

を促進することを目的とした技術協力プロジェクト「首都ビエンチャン都市水環境改善プロジェ

クト」を要請し、わが国政府は本要請を採択した。 

これを受けJICAは、本プロジェクトの形成に必要な情報を収集･分析し、協力内容を検討し、事

前評価を行うことを目的として2012年6月及び2013年5月に詳細計画策定調査を実施した。 
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１－２ 技術協力プロジェクトに関するラオス側からの要請概要 

要請案件名 

 

首都ビエンチャン都市水環境改善プロジェクト 

Urban Water Environment Improvement Project in Vientiane 

要請機関 

 

公共事業運輸省公共事業運輸研究所 

Ministry of Public Works and Transport（MPWT）, Public Works and Transport Institute

（PTI） 

協力期間 2013年1月から2016年1月までの3年間 

上位目標 

 

首都ビエンチャンの家庭やコミュニティにおける衛生環境の改善。 

都市運河排水システムにおける失われた水環境の回復及び既存の水環境が有す

る自然浄化作用の保護。 

案件の目標 

 

ラオス国におけるモデルプロジェクトとして、改善に向けた取り組みを行うこと

によって、既存運河の良い水環境が実現される。 

カウンターパートの計画、設計、管理能力が強化される。 

政府関係機関から成る水環境管理グループを形成し、適切な管理システムを構築

する。 

期待される

成果 

 

Hong Pasak川の上流の水質が改善される。 

Pakpasak Technical Collegeの学生宿舎の衛生状態が改善する。 

水環境管理に関連する機関間を調整し水環境管理を統括する組織を設置する。 

活 動 

 

・ 水環境管理に関連する機関を巻き込んだ水環境改善アクションチームを構築

する。 

・ 簡易汚水処理施設の設計と検査を支援する。 

・ 簡易汚水処理施設の設置工事の監督を支援する。 

・ 運河における水質モニタリングを指導する。 

・ 水環境改善事業に関するガイドラインを準備する。 

・ 水質改善施設の管理システムを構築する。 

・ 技術的な助言を提供する。 

・ 更なる水環境改善のためのアクションプランを策定する。 

投 入 

 

日本側：短期専門家（総括/水環境管理、水質改善計画、設計・積算、水質モニタ

リング、参加型住民啓発）、機材、研修 

ラオス側：執務室の提供、カウンターパートの配置、関連するデータ、情報、プ

ロジェクト日常経費の負担等 

実施体制 公共事業運輸省公共事業運輸研究所、首都ビエンチャン公共事業運輸局、水資

源・環境庁水資源環境研究所等が参加。 

注：詳細は付属資料１を参照。 

 

１－３ 調査目的・内容 

プロジェクトに係る対象国の実施体制等を確認し、現地調査及び資料収集を行い、本案件の方

針や方法を検討する。また、ミニッツ（Minutes of Meetings：M/M）の署名・交換を通じ、対象国

側とプロジェクト方針を確認する。 
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１－４ 調査団構成 

（1）第一次詳細計画策定調査団 

分 野 氏 名 所  属 

総 括 野田 英夫 JICA地球環境部環境管理グループ環境管理第一課 課長

水環境管理 鎌田 寛子 JICA国際協力専門員 

協力企画 /ミニッツ

協議 

根崎 俊 JICA地球環境部環境管理グループ環境管理第一課 調査

役 

評価分析 谷島 誠 株式会社建設技研インターナショナル 環境・都市部 

 

（2）第二次詳細計画策定調査団 

分 野 氏 名 所  属 

総 括 野田 英夫 JICA地球環境部環境管理グループ環境管理第一課 課長

水環境管理 鎌田 寛子 JICA国際協力専門員 

環境法規運用 久保田吉昭 千葉県環境生活部水質保全課水質指導室 副主査 

環境教育 小川かほる 千葉県環境政策部環境研究センター 主席研究員 

協力企画 /ミニッツ

協議 

根崎 俊 JICA地球環境部環境管理グループ環境管理第一課 調査

役 

植生浄化 福嶋 健次 OYOインターナショナル株式会社 水資源・環境部長 

評価分析 辻 新一郎 日本工営株式会社環境技術部 副参事 

 

１－５ 主要面談者 

Organization/Project Position Name 

１．公共事業運輸省（Ministry of Public Works and Transport：MPWT） 

 Minister Mr. Sommad PHOLSENA 

DHUP Director General Mr. Khamthavy THAIPHACHANH 

DHUP Director, Division of Urban 

Development 

Mr. Bounthong Keohanam 

PTI General Director Ms. Vilaykham PHOSALATH 

PTI Deputy General Director Mr. Khamphut Tnthidet 

PTI Chief, Cooperation and Planning 

Division 

Ms. Maniseng DOUANGNOULACK

PTI Chief, Urban Engineering Division Mr. Vongsack MIXAY 

PTI Deputy Director, Planning and 

Cooperation Division 

Mr. Thetphathai Phanka 

PTI Technical Officer Mr. Lamkha Saingsene 

２．天然資源環境省（Ministry of Natural Resources and Environment：MONRE） 

DPC Director General Ms. Keobang A KEOLA 

DPC Director, Legislation and Information 

Division / LPP-E Project Manager 

Dr. Phengkhamla Phonvisai 

NREI Deputy Chief, Environment Center Mr. Bounpakone Phongthichit 

３．首都ビエンチャン（Vientiane Capital：VTE） 

 Governor Mr. Soukanh Mahalath 

 Vice Governor Mr. Keophilavanh Aphaylath 

 Vice Governor Mr. Saytong KEODOUANGDEE 
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Organization/Project Position Name 

DPWT Director General Mr. Detsongkham THAMMAVONG 

DPWT Deputy Director General Mr. Bounchanh Keosithamma 

DPWT Deputy Chief, Environment Division Ms. Bonavone Luang Khot 

DPWT Deputy Director Mr. Oudone NHENGVANNAVONG 

DPWT National Project Manager Mr. Bounchanh KEOSITHAMMA 

DPWT Housing, Urban Planning and 

Environment Unit 

Mr. Somchaivang DETHOUDOM 

DPWT Technical Officer Mr. Korlakanh Senbouttalath 

VUDAA Acting Vice-President Mr. Khampian Inthaluxa 

VUDAA Deputy Director General Mr. Somnaun Armavongsa 

VUDAA Administration Division Mr. Panya MANIVONG 

DONRE Head, Environmental Division Mr. Khamkhong Bouathiphanh 

DONRE Chief, Water Resource Division Mr. Phavanh Shihavong 

DONRE OIC, Environmental Eucation, 

Environmental Division 

Mr. Vilasak Venpaseuth 

DONRE OIC, Environmental Eucation, 

Environmental Division 

Ms. Daovone Sinthavong 

DONRE OIC, Analysis, Water Resource 

Division 

Mr. Kosy Simmany 

DONRE OIC of inspection, Water Resource 

Division 

Ms. Minavanh Douangmala 

DONRE JOCV Ms. Makiko INAMORI（稲森真希

子） 

DPI Director General Mr. Vixay XAOVANNA 

DPI International Cooperation Mr. Sinlabakone 

DIC  Mr. Saysangvanh VONGSA 

４．他関係機関/他ドナー支援プロジェクト 

ADB Deputy Country Director Mr. A. Barend Frielink 

ADB Senior Portfolio Management 

Specialist 

Ms. Erdene Oyunchimeg 

World Bank Water Environment Specialist Ms. Khamlar 

World Bank Country Coordinator Mr. Viengsamay VONGKHAMSAO 

LPP-E JICA Expert Mr. Naofumi SATO（佐藤尚文） 

EMSP Chief Technical Advisor Mr. Peter Gammelgaard Jensen 

EMSP National Program Coordinator of 

EMSP, MONRE 

Dr. Leevameng BOUAPAO 

EMSP International Advisor Ms. Pennipa Teerajindachol 

Slaughter House Owner Mr. Aksone 

BORDA Laos Managing Director Ms. Aurelie PHIMMASONE 

BORDA Laos DEWATS Program Manager Mr. Bounchan 

KHAMPHILAYVONG 

BORDA Laos Project Coordinator , Marketing & 

PR Officer for DEWATS 

Mr. Tobias MOLLER 

LIRE DEWATS Project Officer Ms. Phatsamalee VANNHA 
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Organization/Project Position Name 

Sunjin Lao Office Vice President, Overseas Business 

Division 

Mr. Heung Sin Park 

Sunjin Lao Office Manager Mr. Sichanh Phonesavath 

Sunjin Lao Office Coordinator Mr. Somboun Sitarath 

５．在ラオス日本大使館/JICAラオス事務所 

在ラオス日本大使館 参事官 大西 英之 

JICAラオス事務所 所 長 武井 耕一 

JICAラオス事務所 次 長 米山 芳春 

JICAラオス事務所 所 員 宮田 真弓 

JICAラオス事務所 ナショナルスタッフ Ms. Monlatda CHANTHAVONG 

 

DHUP：Department of Housing and Urban Planning（公共事業運輸省住宅都市計画局） 

MONRE：Ministry of Natural Resources and Environment（天然資源環境省） 

DPC：Department of Pollution Control（天然資源環境省公害規制局） 

NREI：National Resources and Environment Institute（天然資源環境研究所） 

DPWT：Department of Public Works and Transport（首都ビエンチャン公共事業運輸局） 

VUDAA：Vientiane Urban Development and Administration Agency（首都ビエンチャン都市開発管理

庁） 

DONRE：Department of Natural Resources and Environment（首都ビエンチャン天然資源環境局） 

DPI：Department of Planning and Investment（首都ビエンチャン計画投資局） 

DIC：Department of Industry and Commerce（首都ビエンチャン工業・商業局） 

LPP：Laos Pilot Program for Narrowing the Development Gap towards ASEAN Integration（JICA-ASEAN

連携ラオスパイロットプロジェクト） 

EMSP：Environmental Management Support Project（環境管理支援プロジェクト） 

BORDA：Bremen Overseas Research and Development Association（ブレーメン海外研究開発協会） 

LIRE：Lao Institute for Renewable Energy（ラオス再生エネルギー協会） 
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１－６ 日 程 

（1）第一次詳細計画策定調査団 

日順 日 付 時 刻 スケジュール 

1 2012年6月13日 

（水） 

18:35 

 

コンサルタント：首都ビエンチャン着 

09:00 面談：PTI局長Ms. Vilaykham 2 6月14日 

（木） 14:30 面談：DPWT副局長 Mr. Oudone 

09:00 面談：VUDAA副長官Mr. Khampian Inthaluxa 

10:30 面談：DHUP局長Mr. Khamthavy THAIPHACHANH 

14:30 面談：DONRE環境課長Mr. Khamkhong Bouathiphanh 

3 6月15日 

（金） 

16:00 面談：ADB Deputy Country Director Mr. A. Barend Frielink

4 6月16日 

（土） 

 調査結果取りまとめ 

5 6月17日 

（日） 

 

 

18:35 

調査結果取りまとめ 

**************************************************

官団員：首都ビエンチャン着 

09:00 JICAラオス事務所打合せ 

10:00 面談：世界銀行Country Coordinator Mr. Viengsamay 

11:00 VONGKHAMSAO 

6 6月18日 

（月） 

14:30 面談：LPP-E事務局 

PTI、DPWT、DONRE、NREI、VUDAA、LPP-EのC/Pと

協議 

09:00 PTI、DPWT、DONRE、NREI、VUDAA、LPP-EのC/Pと

協議 

7 6月19日 

（火） 

14:30 PTIのC/Pと協議 

09:00 面談：EMSPチーフアドバイザー Mr. Peter Jensen 

11:00 パイロットプロジェクト候補地視察（Nong Chanh Marsh）

13:00 

 

パイロットプロジェクト関連地視察〔Hong PasakのSBS

（School Based Sanitation）、Hong ThongのCBS（Community 

Based Sanitation）〕 

8 6月20日 

（水） 

14:00 排水処理施設の見学（Hong Wattay） 

09:00 面談：LIRE 

10:00 パイロットプロジェクト候補地視察（Hong Pasak） 

9 6月21日 

（木） 

14:00 

 

パイロットプロジェクト候補地視察（Hong Xeng、That 

Luan Marsh、Na Khey Marsh、Mak Hiao River） 

09:00 PTI、DPCと協議 

14:00 面談：首都ビエンチャン、DPI局長Mr. Vixay XAOVANNA

16:00 面談：首都ビエンチャン、DPWT局長Mr. Detsongkham 

16:30 THAMMAVONG 

10 6月22日 

（金） 

17:30 DPWT C/Pと協議 

団内打合せ 

11 6月23日 

（土） 

終日 調査結果取りまとめ 
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12 6月24日 

（日） 

終日 調査結果取りまとめ 

12:55 

 

官団員（野田）：首都ビエンチャン着 

**************************************************

14:30 面談：首都ビエンチャン副知事 

16:30 表敬：首都ビエンチャン知事 

17:30 面談：PTIのMs. Maniseng、Mr. Vongsack 

13 6月25日 

（月） 

18:00 LPP-O及びLPP-Eの日本人専門家と協議 

08:30 PTI、DHUP、NREI、DONREとM/M協議 

13:30 面談：Sunjin Engineering & Architectureラオス事務所 

14 6月26日 

（火） 

17:00 面談：MPWT大臣 

09:00 関係者とM/M協議 

15:30 JICAラオス事務所報告 

15 6月27日 

（水） 

20:05 帰国（ラオス発） 

 

（2）第二次詳細計画策定調査団 

日順 日 付 時 刻 スケジュール 

1 2013年4月21日 

（日） 

21:00 コンサルタント：首都ビエンチャン着 

08:30 JICAラオス事務所打合せ 

09:00 PTI及びDPWTと協議 

11:00 面談：建設会社（Saenyakone Corporation） 

2 

 

4月22日 

（月） 

14:00 EU Pond視察（PTI及びDPWT同行） 

 （福嶋） 

08:30 面談：DPC及びLPP-E 

14:00 面談：National Agriculture - Forestry Research Institute 

 （辻） 

10:00 面談：DONRE 

3 

 

4月23日 

（火） 

14:00 面談：DIC 

08:30 面談：NREI 

11:00 面談：VUDAA 

14:00 面談：LIRE及びBORDA 

 **************************************************

4 4月24日 

（水） 

21:00 官団員（小川、久保田、根崎）：首都ビエンチャン着 

08:30 団内打合せ 

10:00 JICAラオス事務所打合せ 

5 4月25日 

（木） 

14:00 EU Pond視察 

09:00 Khoualuang Primary School視察 

11:00 面談：EMSP 

6 4月26日 

（金） 

13:30 PTI、DHUP、DPC、NREI、DPWT、DONRE、DIC、VUDAA

と協議 
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09:00 Slaughter House（Thongkhankham Village）視察 

10:00 Khoualuang Village視察 

13:30 Slaughter House（Hong Wattay）視察 

7 4月27日 

（土） 

15:00 団内打合せ 

8 4月28日 

（日） 

21:00 官団員（野田、鎌田）：首都ビエンチャン着 

08:00 団内打合せ 9 4月29日 

（月） 10:00 – 

16:30 

PTI、DHUP、DPC、NREI、DPWT、DONRE、VUDAAと

協議（PDM、PO、M/M） 

08:30 団内打合せ 10 4月30日 

（火） 13:30 – 

17:00 

PTI、DHUP、DPC、NREI、DPWT、DONRE、VUDAAと

協議 

08:30 Mak Hiao川、Nakay Marsh、EU Pond、Hong Ke、Hong Xeng

視察 

15:00 DPWTと協議 

11 5月1日 

（水） 

15:45 Khoualuang Village視察 

10:00 M/M協議 

14:30 日本大使館報告 

16:00 表敬：首都ビエンチャン知事 

17:00 JICAラオス事務所報告 

12 5月2日 

（木） 

21:45 帰国（ラオス発） 
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第２章 協議結果概要及びプロジェクト実施上の留意点 
 

２－１ 協議結果概要 

２－１－１ 第一次詳細計画策定調査 

主に下記（1）の理由により、調査をいったん中断し、条件が整いしだい、調査を再開するこ

ととした。この点を含め、主な協議事項をM/Mに取りまとめ、署名・交換を行った（付属資料

２－１参照）。 

 

（1）他機関によるプロジェクトとの重複 

調査団は、現地調査中に韓国企業Sunjin社による下水道整備事業のフィージビリティ調査

（Feasibility Study：F/S）が実施されたことを知り、その報告書を入手し、Sunjin社（Mr. Heung 

Sing Park, Vice President, Overseas Business Division）と情報交換を行った。F/Sでは一般下水

道を段階的に整備すること、2015年までにホン・ケ（Hong Ke）、ホン・セン（Hong Xeng）

水路を対象とした管渠の施設及び下水処理場（処理能力3万m3/日）の建設を行うこと、2030

年までにビエンチャン全域に管渠の施設及び下水処理場（処理能力7万m3/日）の建設を行う

ことが記載されている。Sunjin社としては、F/Sを終え、ビエンチャン側の承認（approval）

を待っているところ。調査団は、ビエンチャン側の水環境管理に充てられる予算（年間400

万円程度）や住民の収入等にかんがみ、M/Pの目標年次2020年以降、経済成長が続いている

条件で初めて公共下水道の導入が検討されるべきではないか、つまりは、まずは本プロジ

ェクトを実施し、その後公共下水道の検討という流れが妥当ではないかという意見を述べ

たが、Sunjin社側は同意せず、ビエンチャン側の判断を待つのみであるとの回答だった。

Sunjin社の理解では環境分野は韓国の借款事業の優先課題であり、ビエンチャン側が承認す

れば韓国内での承認手続きは円滑に進むとの見通し。本F/Sに関してSunjin社からKOICA（韓

国国際協力団）ラオス事務所への報告は特にしていないとのこと。 

調査団はビエンチャン知事、副知事に、韓国系企業Sunjin社によるF/Sと本プロジェクト

とのどちらを行う意向であるのか確認をしたが、首都ビエンチャン側で意思決定すること

はできず、技術委員会（Technical Committee）での協議を踏まえ、大臣会合（Minister Meeting）

に諮り、その後意思決定を下す方針であるとの回答を得た。調査団は、公共事業運輸省

（MPWT）大臣、住宅都市計画局（DHUP）長はじめカウンターパート（Counterpart Personnel：

C/P）と面談し、上記経緯を伝えるとともに、同省大臣から首相に直接説明いただくことで

合意した。また調査団は、ラオス側に対して、本プロジェクトをSunjin社が提案した公共下

水道事業と同時期に実施することの懸念を示したうえで、ラオス側としてどちらのプロジ

ェクトを実施する意向であるかの意思決定を、2012年8月末までにレターで回答するよう要

求した。 

 

（2）開発調査「ビエンチャン市水環境改善計画調査」との関係 

2011年9月に完了した標記改善計画調査では、目標年を2020年として下記3点、すなわち

①持続可能な構造物対策、②環境関連法規の運用に向けた整備、及び③環境教育/住民啓発

の推進を実施することとし、2020年以降については、簡易処理施設と接触酸化型水路浄化

施設の設置を行い、それと同時に、国民所得の飛躍的向上が前提であるが、下水道施設の
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整備が提案されている。このうち、①については、特に生活排水による水質汚濁が深刻な

ホン・セン及びホン・ケ水路への維持管理が容易な浄化施設の設置や水路の直接浄化施設

の設置、②については、排水管理及び衛生改善に焦点を当てたガイドライン案を作成し、

その実践を通しての運用能力向上、③については本開発調査において特に小学生を対象に

した環境教育を実施してきた。図２－１は構造物対策、環境関連法規の運用整備、環境教

育の関係を表したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「ビエンチャン市水環境改善計画調査」最終報告書案主報告書 

図２－１ 構造物対策、環境関連法規の運用整備、環境教育の関係 

 

① 構造物対策 

首都ビエンチャンの水環境は、主にホン・センとホン・ケの両水路及びこれに流入

する各支線水路の水質の悪化が著しく、なんらかの対策を講じなければ、更に汚濁が

進むのは間違いない。一方、住民の水質汚濁に関する意識はまだ低く、ほとんどの家

庭に設置されている腐敗槽の清掃が定期的に行われていない。また、実際に水路の維

持管理をしているVUDAAの予算も非常に少なく、水路のしゅんせつを実施するには20

年以上かかるなど、財政的な余裕がほとんどない。したがって、持続性の観点から、

家庭からの汚水が水路に流下する手前で遮集して維持管理が容易かつ低廉な簡易処理

施設を設置すること、また、接触酸化処理法を用いた水路浄化施設を組み合わせてホ

ン・センとホン・ケ及び支線水路に導入することがM/Pで提案された。 

これを受けて今回のプロジェクトではパイロットプロジェクトとしてこれらの施設

の一部を予算の範囲内で実施することとしていたが、今回の現地調査の結果、先行開

Setting-up the legal system to properly manage 

sanitation in individual houses and buildings and 

wastewater treatment against industrial effluent 

（1）Structural Improvement on 

Water Environment 

（2）Institutional and Legal 

Improvement 

（3）Environmental Education 

Upgrading wastewater 

management in 

community/drainage 

system 

Request to monitor water quality 

improvement effect 

Improvement needs on 
domestic and water 

quality of public water 
body 

Public opinion raising 
on environmental 

conservation 

Disclosure of water 
quality status 

 Enhancement of Environmental Awareness 
 Knowledge Building in domestic/public sanitation 
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発調査にてホン・ケ水路の支線水路であるホントン（Hong Thong）水路に設置が望ま

しいとした接触酸化処理施設用地が、中国資本の複合型商業施設（ワールドトレード

センター）建設用地に含まれてしまい、この接触酸化処理施設を建設することが不可

能となった。したがって、接触酸化処理施設を建設する場合には、ラオス側から新た

に適切な設置場所を提示されることや、それに伴う維持管理費を負担する機関を明確

にすることが必須である。 

一方、簡易処理施設については、先行開発調査では、流入水質BOD値31mg/lが9 mg/l

に改善されるという前提で水質改善効果を算定していたが、この簡易処理施設の設計

を担当したLIREに確認したところ、嫌気処理を採用しているこの簡易処理施設におい

ては、処理水質BOD値を9 mg/lに改善するためには、後処理として曝気処理や植生浄化

を設ける必要があるとの指摘があった。そのため、処理水質BOD値が20、25mg/lとした

場合の改善効果を検討したところ、例えばホン・センの最下流の水質は2020年に

10.2mg/lとなるべきところ、13mg/lを超えることになってしまい、ラオス側が求めるよ

うな、水路に魚がすめる状態となるか否かは明確にはいえない水質となってしまう。

いずれにせよ、簡易処理施設と接触酸化処理施設についての改善効果を再評価する必

要がある。 

さらに、先行開発調査におけるこれら施設の建設費に関し、簡易処理施設について

は2,040米ドル/m3、接触酸化処理施設については、過去のカンボジアでの類似無償資金

協力案件で算定された値を基に726～1,043米ドル/m3と算定しており、いずれも実際の

ビエンチャンの建設単価などを反映したものとはなっておらず、また、簡易処理施設

と接触酸化処理施設の単位流量当たりの単価にかなり幅がある算定結果となっている。

また、維持管理費も電気代と汚泥処分代しかみていないため、人件費、補修費、減価

償却費などを勘案した維持管理費を再度、算定する必要がある。 

 

② 環境関連法規の運用に向けた整備 

これまでスウェーデン国際開発協力庁（Swedish International Development Cooperation 

Agency：SIDA）などの国際援助機関の支援により、基本法令や重要規則を含む環境関

連法制度の整備が進められてきたものの、それらを具体的に実施するための実施細則

やガイドラインなどの整備まで手が及んでいない。また、ビエンチャンの水環境管理

関連事業に従事している機関は国、市も含めて数多くあるが、それらの相互連携は必

ずしもうまくいっていない。主な問題点を以下に示すが、これらの問題を体系的に整

理するとともに、それぞれの機関の役割を明確にし、法制度の運用を効率的に行うた

めにマニュアルやガイドラインを作成し、それを実際に使って判明した点を反映した

改訂版を作り、より効率的な法制度を構築することができる能力をC/P機関に定着させ

ることが必要である。 

a）首都ビエンチャン内にある屠殺場での汚水処理においては、簡易沈殿を経たのち、

Hong Wattayに流下しているが、ラオス政府が決めている放流水水質基準（例：BOD

値＜40㎎/l）を満たしていない。放流水水質の監視については、DONREが年2回立

ち入り検査しているとのことであるが、その結果は、3年ごとに事業免許を出して

いるDICには報告されていない。またDONREは水質分析用機材を十分に所有してい
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ないため、放流水水質の監査の方法を調査する必要がある。 

b）MONREの下部機関の研究機関であるNREIでは、水質分析をすることが可能であ

るが、立ち入り検査した事業所の水質分析結果は、事業所には報告しておらず、分

析結果が水質改善のために生かされていない。 

c）上記NREIによる水質分析結果が、放流水水質基準を違反した場合でも、現時点で

は具体的な指導をしている機関が不明であり、現実にはだれも指導していないよう

に見受けられる。 

d）腐敗槽の清掃は、VUDAAとDPWTの2機関が行っているが、VUDAAが管理して

いる処分場に搬入される汚泥の流入量の記録がなく、したがって、住民がどの程度

の頻度で汚泥の引き抜きをしているのかについての正確な資料がない。また、ホテ

ルやショッピングセンターなどの大規模施設は、敷地内に独自の処理施設を設置し

ているはずであるが、この処理施設からの放流水質がどの程度か、また、そこでの

引抜汚泥はどこで処分されているのかが不明である。 

e）各家庭の定期的な腐敗槽汚泥引き抜き実施率は汚泥引き抜き・処分に費用がかか

ること（約21万キップ＝2,100円/回）から実施率は低く、また腐敗槽そのものが床

下にあり引き抜くためには床を壊さなければならないこと、腐敗槽からの汚泥引き

抜き口がふさがれており、物理的に引き抜けないことなど、多くの課題がある。こ

れについては、建物の改築・新築時に引き抜きを可能な構造にする取り組みや汚泥

業者への指導が重要となる。 

ホン・ケ、ホン・センやそれに流入する水路の定期的な水質分析がなされておら

ず、水路の水質が悪化しているのかどうか、だれも分からない。 

 

③ 環境教育/住民啓発の推進 

ビエンチャンでは、市内にあまり大規模な工場がなく、腐敗槽の定期的引き抜きは

上記 e）で示したとおり、いろいろな理由で実施率が低いことから、これらが水路の

点的汚濁源となっている。 

これを改善するためには、行政機関の指導が必要なことはいうまでもないが、住民

自身、水路汚濁源の大部分が生活排水であることを自覚すること、また、この生活排

水由来の汚濁負荷源を削減するためには何をすべきかを積極的に学び、それを実行す

る姿勢が重要である。前回のM/Pでは学校教育を通じて環境教育を実施してきたが、今

回は、新しく設置する簡易処理施設や接触酸化処理施設に汚水を排出している区域の

住民を主な対象に、この観点から、行政と住民が一体となってこの課題に取り組むこ

ととする。ただ、住民レベルになるとラオ語でなければ内容を理解できないと想定さ

れることから、青年海外協力隊（JOCV）や地元のNGOと連携して、事業を実施するこ

とが好ましいと思われる。 

 

（3）LPP-Eとの一体的な取り組み 

調査団はLPP-E（LPP環境コンポーネント）はMONREとの強い信頼関係の下に、首都ビ

エンチャンを持続可能な都市（Environmentally Sustainable City: ESC）モデルとして推進す

べく、おおむね計画どおりに進められていること、そしてLPP-Eのラオス国内でのプレゼン
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スは高く、今後もLPP-Eを主軸とした環境管理分野の支援を行っていくことが妥当であるこ

とを確認した。LPP-Eでは、首都ビエンチャンにおける水環境管理に関して、2020年までの

目標を「持続可能な汚水処理施設及びサービスへのアクセスが増加する」と定め、その目

標に達するための4つの戦略を以下のとおり定めている。 

戦略1：適正な水環境管理システムのための水環境に関する法制度及びガイドラインが強

化される。戦略2：水環境管理システム強化のための水質モニタリングネットワークが設立

される。戦略3：水環境管理システムの強化を通じて排出源に対する水モニタリング及び規

制システムが整備される。戦略4：排出源の特徴に応じた段階的な汚水処理計画が策定され

実施される。そして、戦略ごとに望ましいアプローチ、想定されるプロジェクトが記載さ

れている。それは、開発調査M/Pに記載のあるアクションプランを踏襲しており、本プロジ

ェクトの実施はおのずとLPP-Eにて定めた首都ビエンチャン水環境改善アクションプラン

に資するものとなる。 

本プロジェクトのプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）詳細については、本

調査では成果の設定までを行った。詳細な活動計画については次回調査時に行うこととし

た。したがって、次回調査時に活動計画レベルで、LPP-Eと調整を行う。 

 

（4）別要請案件「環境品質管理能力強化プロジェクト」との整理 

本プロジェクトでは、「環境品質管理能力強化プロジェクト」に要請のあった高仕様の資

器材を用いた水質分析は想定しておらず、BOD、SS（浮遊物質）といった基本的なパラメ

ーターを用いた水質モニタリングを行うことを想定している。そのため、「環境品質管理能

力強化プロジェクト」は別途行う予定はないことを、JICAラオス事務所から事前にNREIに

伝え、了承された。 

EMSPでは、NREIを対象とした、基本的な水質分析に係る能力強化及び薬剤、資器材の供

与が行われる。そのため、本プロジェクトにてJICA側から水質分析能力の強化に係る専門

家を投入する必要は想定されない。2013年から具体的な能力強化が行われる予定であり、

本プロジェクトの協力期間とは整合がとれている。EMSP側はBOD、SSといった基本的なパ

ラメーターを扱う予定であり、本プロジェクトが求める水質モニタリング項目と一致して

いる。EMSPと調査団とは、本プロジェクトにおける水質モニタリングについて、連携して

いくことを合意した。 

 

２－１－２ 第二次詳細計画策定調査 

第一次詳細計画策定調査及びその後の補足調査の結果を受け、今般、千葉県庁職員とコンサ

ルタントの参画を得て調査団を結成し、第二次詳細計画策定調査を行った。調査期間中は、ラ

オス側関係機関やドナー関係者との協議を通じ、案件の協力方針・内容等について検討を行っ

た。また、2011年の先行JICA開発調査（「ビエンチャン市水環境改善計画調査」）のパイロット

プロジェクトサイトやEU Pond1、汚染された水路、汚染源、汚泥投棄所などの視察を行った。

さらに、収集した情報に基づき、事業の概要を取りまとめたうえ、評価5項目（妥当性、有効性、

                                                        
1 かつてヨーロッパ連合（European Union：EU）により支援された「Wastewater Management of That Luan Marsh」プロジェクト

にて建設された酸化安定化池。 

 



 

－14－ 

効率性、インパクト、持続性）の観点から事前評価の案を作成した。 

ラオス側との協議の結果、協力内容の大筋について合意が得られたものの、協力相手先機関

（C/P）やプロジェクト実施体制に関しては、今後も継続協議を行い、討議議事録（R/D）の署

名（2013年6～7月予定）までに関係機関と協議して詳細を詰めることとし、予定されていた今

次調査の協議議事録（M/M）の署名・交換は、今後持ち回りで行うこととなった（その後2013

年7月に全署名を終えた）。調査団は現地調査帰国前に、首都ビエンチャン副知事を表敬、事業

概要に関する説明を行い合意を得た。 

 

（1）案件名の変更 

協力内容が明確になるよう、案件名称を変更することで双方合意した。 

【変更前（通報時）】 

和文：首都ビエンチャン都市水環境改善プロジェクト 

英文：Urban Water Environment Improvement Project in Vientiane 

【変更後】 

和文：（変更なし） 

英文：The Project for Urban Water Environment Improvement in Vientiane Capital 

原案の英文では「in Vientiane」になっていたが、ビエンチャン県ではなく首都ビエンチャ

ンを対象にすることを明確にするために、英文を修正した。 

 

（2）構造物対策 

1）水環境管理行政は多くの関係機関が関係しているため、適切な調整メカニズムが必要

であることを確認し、プロジェクトでその構築と強化を支援することを協議した。 

2）分散型汚水処理設備の適切な維持管理のために、コミュニティに対するDPWTと郡の公

共事業運輸事務所双方の所外支援活動のための能力改善が必要であることを確認した。 

3）パイロット調査として実施される分散型汚水処理設備の「持続性」と「インパクト（汎

用性）」を担保するために、コミュニティが設備を維持管理する能力の向上をプロジェク

トに含め、必要な財源を創出する仕組みの構築に関する活動を重視することが確認され

た。 

4）適正なゾーニングや汚水処理システム、制度などを含む、首都ビエンチャンの汚水処

理のための包括的な構想が必要であることが確認された。プロジェクトでは、構想の策

定に必要なデータ収集を支援することが確認された。なお、EU Pondの将来的な活用計画

に関しても構想に含める。 

 

（3）環境関連法規整備と運用 

1）家庭や屠殺場、ホテルやレストラン、商業施設などのサービス業が高い水質汚濁負荷

を与えていることから、「インパクト」を担保するために、環境関連法規整備と運用は、

これらのセクターを考慮することが確認された。 

2）関係当局による定期的な立ち入り検査と汚染モニタリングのための人的・機材的リソ

ースが限られていることが懸念材料である。近い将来にこれらが改善される見通しは立

っていないため、協働で体系的、かつ適切に調整された効率的なメカニズムが必要であ
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ることが確認された。これに関連して、「有効性」と「効率性」を最大限にするために、

肉生産協会などの業界団体の能力を、プロジェクトを通じて強化する。 

3）定期的な立ち入り検査やモニタリング、法規運用の「持続性」を担保するために、プ

ロジェクトでは主な水質汚濁発生源の自己規制を重視する。 

 

（4）環境教育/住民啓発 

1）DONREの環境課には環境教育を実施しているチームがあり、かつてはJOCVもこれに入

っていた。2013年秋にはJOCVの後任がここに入ることが決まっており、新規案件ではこ

れらのリソースを活用すべき。 

2）環境教育の「有効性」を担保するために、新規案件における啓発活動は水質汚濁発生

源を直接対象にすることが確認された。 

3）環境教育の「インパクト」を担保するために、環境教育が学校教育や社会の仕組みの

なかで制度化されて主流化することが重要で、それを新規案件で支援することが確認さ

れた。 

4）ラオス側が将来の下水処理場の建設候補地として、EU Pondを想定していることが説明

された。JICA側は、下水処理場建設時期まで、EU Pondを環境教育用のビオトープとして

整備することを提案した。さらに、EU Pondの下水処理場としての活用を新規事業で作成

する汚水適正処理構想に含めることを提案した。 

 

（5）LPP-Eとの役割分担と連携 

1）LPP-Eは固形廃棄物に特化し、新規案件は水環境管理を対象とすることで明確な役割分

担がなされていることを確認した。 

2）腐敗槽などから引き抜いた汚泥の投棄場所をLPP-Eで整備し、新規事業では腐敗槽の普

及や汚泥の引き抜きの徹底に取り組むことで、2つの事業が相乗効果を生むことを確認し

た。 

3）新規事業で作成される汚水適正処理構想は、LPP-Eで作成した水環境管理アクションプ

ランを参照することを確認した。 

4）LPP-Eで1基の分散型汚水処理設備〔コミュニティによる衛生管理施設（Community Based 

Sanitation：CBS）〕を設置したので、そのモニタリングと改良を新規事業で実施すること

を確認した。 

 

（6）EMSPとの役割分担と連携 

1）今後、JICAラオス事務所の支援などを受けて、フィンランド政府と世銀の支援を受け

ているEMSP側とJICA側で、役割分担と連携に関して更なる意見交換を行う必要がある。

原則として、EMSPで開発する水環境管理に関する法規法令、ガイドライン、手順書など

を参考にしながら、JICA新規事業でそれらを現場レベルで運用し、その経験を基に改善

などを提案する。したがって、新規事業とEMSPの関係機関間で緊密な意思疎通が重要で

ある。 

2）水質検査に関して、2つの事業が連携する。 
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（7）協力相手先機関（C/P） 

1）水環境行政は多くの関係機関が関与することから、新規事業における各機関の役割分

担（案）を協議し、確認した。 

2）各関係機関の関与が複雑であったため、今回はC/P機関に関して明確な合意は得られな

かった。ミニッツ（案）に添付されたR/D（案）にあるJICA側から提案したC/P機関は以

下のとおり： 

- 首都ビエンチャン公共事業運輸局（DPWT） 

- 首都ビエンチャン天然資源環境局（DONRE） 

- 公共事業運輸省（MPWT）公共事業運輸研究所（PTI） 

- 天然資源環境省（MONRE）公害規制局（DPC） 

 

（8）プロジェクト実施体制 

各関係機関の関与が複雑であったため、今回はプロジェクト実施体制に関して明確な合

意は得られなかった。ミニッツ（案）に添付されたR/D（案）にあるJICA側から提案した実

施体制は以下のとおり： 

合同調整委員会（JCC） 

- 議長：首都ビエンチャン副知事 

- メンバー： 

＜ラオス側＞ 

 公共事業運輸省（MPWT）住宅都市計画局（DHUP）の代表者 

 公共事業運輸省（MPWT）公共事業運輸研究所（PTI）の代表者 

 天然資源環境省（MONRE）公害規制局（DPC）の代表者 

 天然資源環境省（MONRE）天然資源環境研究所（NREI）の代表者 

 天然資源環境省（MONRE）環境社会影響評価局（DESIA）の代表者 

 商工省（MIC）の代表者 

 農業林業省（MAF）の代表者 

 首都ビエンチャン公共事業運輸局（DPWT）の代表者 

 首都ビエンチャン天然資源環境局（DONRE）の代表者 

 首都ビエンチャン都市開発管理庁（VUDAA）の代表者 

 首都ビエンチャン工業・商業局（DIC）の代表者 

 首都ビエンチャン農業林業局（DAF）の代表者 

 議長やメンバーが必要に応じて召集する招待者 

＜日本側＞ 

 日本人専門家 

 JICAラオス事務所の代表者 

 JICAから派遣される・指定される他の関係者 

＜オブザーバー＞ 

 在ラオス日本大使館職員 

 チーフアドバイザーが任命するその他の職員 
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責任者 

＜ラオス側＞ 

 プロジェクトディレクター：首都ビエンチャンDPWTの副局長 

 副プロジェクトディレクター：首都ビエンチャンDONREの水環境担当の課長 

 プロジェクトマネジャー：首都ビエンチャンDPWT環境課の副課長 

 プロジェクトコーディネーター：首都ビエンチャンDONRE水環境担当の副課長 

＜日本側＞ 

 チーフアドバイザー 

 業務調整員 

 

（9）今後の予定 

以下の予定が確認された。 

1）R/Dの署名：2014年4月～5月 

署名の前に、ラオス側は以下をJICAに提出する。 

 JCCのラオス側のメンバーのリスト 

 C/P機関の連絡担当者と事務職員のリスト 

2）プロジェクト開始：2014年8月～9月 

プロジェクト開始前にラオス側・JICA側双方が以下を行う。 

 ラオス側：プロジェクト実施に必要な予算をプロジェクト開始時から支出で

きるよう準備する。 

 JICA側： 

・ POのスケジュールどおりに日本人専門家を確保する。 

・ プロジェクト実施に必要な予算をプロジェクト開始から支出できるよう

準備する。 

 

（10）EU Pond について 

第二次詳細計画策定調査後、パイロットプロジェクトの実施に関し、対象地域及びその

内容に関しラオス側より改めて要望がなされた。このため、同パイロットプロジェクト実

施の妥当性及びR/D案の最終化を目的に、R/D協議を行ったところ、以下の協議結果に示す

通りパイロットプロジェクトとしてビオトープ建設はせず、代わりに将来的な下水道処理

施設（構造物による対策）の実施を見込んだ適地選定等の調査を実施することでラオス側

と合意した。 

・ラオス側は、EU Pondは本プロジェクトのために（また将来の下水関連処理施設の建設

候補地として）取得した土地であることから、可能であればEU Pondに水路水を引き込

んで、その水を浄化する機能を有した植生浄化施設を本プロジェクト内で建設するよう

要望した（DPWT副局長）。 

・上記要望に対し植生浄化は、①技術的に浄化効果はあまり期待できない、②建設費用が1

億円以上と高価、③既存施設を活用した場合でもO/M費用が高い（ラオス側が負担でき

ない）旨、JICAは説明した。 

・上記に加え、④建設数年後に他の施設建設計画により取り壊す可能性が否定できない、
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⑤周辺に湿地が多く自然が豊かである状況を踏まえると、ビオトープ建設による環境教

育上での効果は低いことが想定される などの理由でJICAとしては、EU Pondそのもの

の不使用を提案、加えて、不使用とした場合、建設予定費用を下記（11）の調査用費用

とすることにより、より本プロジェクトの将来的な実効性を担保することが可能となる

旨の説明を行い、ラオス側了承。本件に係る詳細な経緯は、R/D等の合意文書には掲載

せず、最終結果のみをPDMに反映することとした。 

 

（11）将来的な候補地選定等の調査 

上記EU Pondに本プロジェクト内では施設建設は行わないにしても、ラオス側は将来的

な候補地としたい旨の希望を有していた。このため、JICAはEU Pondも含め、既存のM/P

のレビュー及び同レビュー結果を踏まえたゾーニング及び汚水適正処理構想策定の際に、

下水処理施設建設のための適正用地選定及び適正処理技術選定に係る追加的な調査を行う

ことを提案し、ラオス側は了承した。 

具体的な調査内容等については、専門家派遣後ラオス側と協議したうえで決定する。 

 

２－２ プロジェクト実施上の留意点 

２－２－１ 多くのステークホルダーの巻き込み強化 

水環境行政は一般的に多くの関係機関が関与すること、また、各関係機関の関与が複雑であ

るが、本プロジェクトでも表２－１に示すとおり、関係する機関は5、部署数にすると12と非常

に多岐にわたっている。 

 

表２－１ このプロジェクトに関係する機関・部署名 

機関名 部署名 

公共事業運輸研究所（PTI） 公共事業運輸省（MPWT） 

住宅都市計画局（DHUP） 

公害規制局（DPC） 

天然資源環境研究所（NREI） 

天然資源環境省（MONRE）

環境社会影響評価局（DESIA） 

商工省（MIC） 

農業林業省（MAF） 

天然資源環境局（DONRE） 

公共事業運輸局（DPWT） 

都市開発管理庁（VUDAA） 

工業・商業局（DIC） 

首都ビエンチャン 

農業林業局（DAF） 

 

そのため、JCCの委員長に内定している首都ビエンチャン副知事の強力なリーダーシップの下、

各構成員が自分の問題として取り組むことが成功の鍵となるといえ、彼らのインセンティブを

高めることが重要である。 

一方、技術協力プロジェクト実施上で一番重要なことは、主役はあくまでもラオス側であり、

JICAの専門家は彼らのアドバイザーでありファシリテーターの役割に徹するべきであることを
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忘れてはならない。ただラオス側はJICAの開発調査のやり方には慣れているものの、技術協力

プロジェクトの経験がないため、一体どうすればいいのか戸惑っているように見受けられる。

これについては実際のプロジェクトが始まってから根気強く彼らと話し合い、実践を通して理

解してもらうことが重要である。 

また、上述したように、関係する機関も多岐にわたっていることから、とかく自分たちのプ

ロジェクトであるという認識が薄くなり、派遣された専門家が苦労することが懸念される。そ

のためにも以下の点に留意した案件管理をすることが重要である。 

① すべての具体的な活動は、JICAの専門家が示すのではなく、ラオス側C/Pが自分たちで考

え、討議して最終的に合意・納得したもののみを実施する。例えば環境教育についても、

日本側専門家が具体的方法を提示するのではなく、首都ビエンチャンの社会的・財政的

視点、さらに住民の環境に対する関心度を十分理解し、身の丈に合った計画づくりをま

ず行い、それを具体的に実践するという方法をとることが望ましい。 

② すべてのC/Pにはそれぞれの役割を与え、その役割をちゃんと果たすことがプロジェクト

の成功につながることを体得させる。 

③ それぞれの活動、更にその下の小活動ごとにグループを編成し、定期的な会合を開き事

業の進捗状況を全員が理解するようにするが、その場合の発言者もあくまでもラオス側

とし、日本の専門家はそれについてのアドバイスを与えるという立場に徹する。 

 

２－２－２ JICAが実施していている他の案件との一体的な取り組み 

（1）都市開発管理プロジェクト 

2013年10月ごろから「都市開発管理プロジェクト」という技術協力プロジェクトが3年計

画で実施される予定であるが、業務の目的、及び業務の内容は以下のとおりである。 

    

1）業務の目的 

本事業は、首都ビエンチャンにおいて、法定都市計画M/Pに耐え得る縮尺（1/30,000）

で土地利用計画図を作成したうえで、都市の中心部において規制を含めた都市計画の策

定業務及び都市開発管理業務の改善を行うことにより、首都ビエンチャンの職員の都市

開発管理にかかわる能力の強化を図り、もって首都ビエンチャンの都市開発M/Pに整合し

た都市開発に寄与するものである。 

 

2）業務内容 

① 都市計画、都市開発管理に係る各種制度の収集・分析 

② 土地利用計画（縮尺1/30,000）の作成 

③ 都市の中心部を対象とした建築規制、景観規制を含めた土地利用計画の策定 

④ モニタリング、エンフォースメント等、都市開発管理業務実施方法の改善 

⑤ 都市景観美化のためのパイロット事業の実施 

この事業のC/PはPTIであり、この機関は水環境改善プロジェクトの主要C/Pでもあるこ

と、その地区にふさわしい処理施設は何かということは、その土地利用計画や用途と非

常に密接な関係があることから、両プロジェクトとの相互作用により、効果を高めてい

くことが可能となる。 



 

－20－ 

（2）LPPプロジェクト 

2010年10月29日から2015年10月28日までの期間に、JICA-ASEAN連携ラオスパイロットプ

ロジェクト（ Laos Pilot Program for Narrowing the Development Gap towards ASEAN 

Integration：LPP）が環境管理、観光振興、農業を3本柱にして進行中であるが、環境管理サ

イトとしては首都ビエンチャン、ルアンプラバーン、サヤブリの3都市が挙げられている。

具体的には協力コンポーネントとして「ラオスにおいて『環境的に持続可能な都市』づく

りを促進するための事業を実施する」となっており、首都ビエンチャンでは、このプロジ

ェクトで最終処分場内の引抜汚泥処理施設の改修を予定している。将来的にVUDAAや民間

事業者からの引き抜き量が増大した場合にはその汚泥の処分先であるこの最終処分場内の

池の容量が不足することも想定されることから、このLPPプロジェトとも密接な連携をとっ

ていくことが望ましい。 

 

（3）草の根協力プロジェクト（千葉県実施予定） 

千葉県では、平成24、25年度の自治体国際協力促進事業（モデル事業）として「ラオス・

ヴィエンチャン市水環境改善事業」に取り組んできているが、平成24年度補正予算募集－

草の根技術協力事業（地域経済活性化特別枠）に、「ラオス・ヴィエンチャン水環境改善事

業」を応募し、ほぼ内定の通知を得たとのことであり、早ければ2013年秋から活動とのこ

とである。今回の技プロでは、首都ビエンチャン天然資源環境局（DONRE）に対する水質

モニタリング及び水質分析の技術指導を含まないことから、この草の根技プロはJICA技プ

ロと補完関係にあることや、両事業の関連性にかんがみ、ラオスに対して両事業の相乗効

果が得られるよう緊密な連携を図っていく。この計画概要は以下のとおりである。 

 

1）上位目標 

ビエンチャン都が、水質モニタリング、水質分析に関して習得した知識・技術を組織

内で承継し、同業務を、自立的、永続的に実施することができる。また、将来、同都が

同業務を含む水環境の改善、保全に関する基本的計画としての水環境基本計画を策定し、

実行することができる。更には、この分野において首都として他の16県に対し指導的、

模範的立場に立つ。 

 

2）プロジェクト目標 

ビエンチャン都水環境管理当局が、水環境管理に必要な水質分析の知識・技術を習得

し、それらの技術により自ら分析が実施できるようになる。また、自ら水環境のための

計画を立案・策定し、計画にのっとった継続的かつ定期的な水質モニタリングを実施で

きるようになる。 

 

3）成 果 

① ビエンチャン都水環境管理当局が、生活環境項目や有害物質の水質分析に必要な知

識、技術を習得する。 

② ビエンチャン都水環境管理当局が、水質分析機器を用いて、生活環境項目や有害物

質の水質分析を行う。 
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③ ビエンチャン都水環境管理当局が、適切な水質モニタリング計画を策定する。 

④ ビエンチャン都水環境管理当局が、自らの計画に基づいて、生活環境項目や有害物

質の水質モニタリングを行う。 

 

4）活 動 

① 採水及び生活環境項目や有害物質の水質モニタリング、分析技術の習熟のため指導

を行う。 

② ビエンチャン都の現状に沿った形で水質モニタリングの実施計画が立案、策定、運

用できるよう指導を行う。 

③ 分析技術の更なる向上を図るとともに、水環境分析に関する知見・技術を向上させ

る。 

④ 分析機材の設置及び使用、維持管理のため必要な指導を行う。 

 

２－２－３ 他の援助機関が実施している案件との連携 

（1）“Promoting improved sanitation leading to economic, environmental, health, and social progress 

in Lao PDR”. 

このプロジェクトは、2013年2月に開始したものであり、 the Ministry of Cooperation 

Development of the Federal Republic of Germanyの資金により、ドイツのNGOであるBORDA

が首都ビエンチャンの DHUPと協働して BORDAが開発した DEWATS（ Decentralized 

Wastewater Treatment）をビエンチャン、ルアンプラバーン、サバナケット、パクセーや周

辺の市町村に普及する能力開発を進めるものであり、MOU（覚書）では最初の協力期間は3

年（延長もあり得る）、Inception Meetingが2013年6月19日に開催されたところである。 

JICAはこのDEWATSを首都ビエンチャン内の3カ所に設置したが、電気代もかからず維持

管理は楽である半面、所定の除去率を得られていないことから、今後はBORDAと協力して

場合によってはこれらの施設の改造なども視野に入れながら、まずBORDAとの情報交換か

ら始め、JICAとしてどういう協力ができるのかを考えていくことが必要である。 

 

（2）Environmental Management Support Project（EMSP） 

フィンランドの援助により、水質に焦点が当てられたEnvironmental Management Support 

Project（EMSP）が2010年10月から2014年までの4年の期間で、996万ユーロの予算（フィン

ランド政府が950万ユーロを負担し、残りの46万ユーロをラオス政府が負担する）で実施中

である。原則として、EMSPで開発する水環境に関する法規法令、ガイドライン、手順書な

どを参考にしながら、JICA新規事業ではそれらを現場レベルで運用し、その経験を基に改

善などの提案や水質検査に関する連携が考えられることから、技プロとEMSPの関係機関間

で緊密な意思疎通が重要である。 

コンポーネント1：環境への取り組みの戦略的計画への統合 

コンポーネント2：環境に関する規制、監視及びその実施 

コンポーネント3：県レベルの環境管理能力強化 

コンポーネント4：広報広聴及び情報の提供 

コンポーネント5：NREIラボの能力強化 
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プロジェクトはMONRE、特にそのなかの環境局（Department of Environment：DOE）、環

境社会影響評価局、NREI及び県レベルのDONREを重点的な対象としている。EMSPの水環

境に関連した活動としては、NREIのラボの能力向上と水質サンプリング・ネットワークの

確立がある。ラボについては、機材の供与と水質分析の能力向上を図る計画である。なお、

ラボの建物は世銀の分担となっている。また、サンプリングについては、3つの県（ビエン

チャン県、ルアンプラバーン県、Xieng Khouang県）を対象に実際に行ってみせている。 

EMSPの予算のうちラボ関係は190万ユーロである。将来的には分析の料金収入により自

立して運営ができるようになることをめざしている。その他にはWebベースのデータベース

を構築中で、これに水質分析の結果も組み込むようにしている。なお、2013年の半ばには

ラボで信頼できるBODの検査が可能になるよう計画しており、本件の技プロが実施される

場合、必要となる水質モニタリングへの協力が可能となる。 

本件の技プロに対するEMSPからのアドバイスとして、①コミュニティからの理解を得る

こと、②ビエンチャンが急速に変化していること、③NREIとの連携を密にしてもらいたい

こと、が挙げられた。 
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第３章 現状と課題 
 

３－１ ラオス国の水環境管理に関する国家政策、戦略、計画 

第7次国家社会経済開発5カ年計画（2011－2015）（以下、NSDPE-7）では、2020年までに最貧困

国（LDC）の国連カテゴリーから脱却し、ASEAN統合を達成し、2015年までにミレニアム開発目

標を達成するための重要な期間と位置づけられ、国家の安全保障を維持して、経済成長を加速す

るとしている。そのなかで、経済成長は持続的なものでなければならず、環境保全との間のバラ

ンスを考慮して実現することを強調している。 

一方、NSDPE-7では、経済・社会インフラ整備や水資源開発の必要性を強調しているものの、

都市衛生環境や水環境管理に関しては、NSDPE-7の130ページ、144ページ、173ページにわずかに

記載がある程度で、優先課題・事業とはなっていない。 

国レベルの環境戦略としては、National Strategy on Environment to the Years 2020がSIDAの支援に

より2004年に制定されている。同戦略では環境管理の実現をめざすため、以下の8つの重点項目が

挙げられており、その1つ「持続可能な開発のための施策の実施」の下に水環境管理が位置づけら

れる。 

① 持続可能な開発のための施策の実施 

② 森林資源の保全 

③ 資源の持続可能な利用と平等なアクセスの保証 

④ 生態系が保全された土地利用 

⑤ 環境社会影響評価実施の促進 

⑥ 歴史的文化遺産の保全 

⑦ 国際協調の促進 

⑧ 環境教育の促進 

また、制定法である環境保護法（Environmental Protection Law、1999年制定）は、ラオスにおけ

る環境管理の大まかな枠組みと、関係機関の責務を規定し、ラオスにおける公共資源や天然資源、

生物多様性を管理・監視・保全し、持続可能な社会経済開発を達成するための原則、ルール、方

策を規定している。環境保護法で示されている基本原則は以下のとおりであるが、水環境につい

ては、⑤の「汚染や廃棄物の発生を最小化した資源の利用」の下に位置づけられる。 

① 環境の保全、修復、回復はいずれも重要な活動であるが、修復や回復よりも保全に高い優

先順位を置く。 

② 国の社会経済開発計画には、環境及び天然資源の保護プログラムを含める。 

③ ラオスに居住する個人、組織は環境を保全する責務を有する。 

④ 環境に被害をもたらしたものは何人も法律に基づきその責めを負う。 

⑤ 天然資源、原材料及びエネルギーは経済的な、すなわち汚染や廃棄物の発生を最小化し、

持続可能な開発に資する方法で利用されなければならない。 

 

３－２ 首都ビエンチャンの水環境管理に関する戦略、計画 

2010年に策定された「首都ビエンチャン都市開発マスタープラン」（目標年次：2030年）では、

適切な空間利用を誘導し、不適正な建築物を効果的に規制することを目的として、「歴史的保全ゾ

ーン」「インナー都市ゾーン」「アウター都市ゾーン」「サブセンターゾーン」「郊外ゾーン」「アー



 

－24－ 

バンクラスターゾーン」の6分類の都市開発ゾーニングが設定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注：「アーバンクラスターゾーン」は、コアアーバンエリアの外側でそれぞれが孤立した

小規模な都市拠点である。 
出典：JICA「首都ビエンチャン都市開発マスタープラン策定プロジェクト 最終報告書」、

2010年 

図３－１ 都市開発ゾーニング図（コアアーバンエリア） 

 

上記の各ゾーニングについて、水環境に関連して表３－１のとおり都市開発・土地利用方針及

びインフラ整備方針が策定されている。 
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表３－１ 都市開発ゾーニングと水環境関連方針 

インフラ整備方針 都市開発ゾーニ

ング 

都市開発・土地利用

方針 下水・汚水処理 雨水排水 

歴史的保全ゾー

ン 

（記載なし） セプティックタンクの

改善、もしくは分散型

下水処理システムの整

備 

既存の排水路の改善（堆積

物、ごみの除去、護岸改修

など） 

貯水池としての既存の池

沼・湿地の維持 

インナー都市ゾ

ーン 

残存自然環境の保

全（湿地など） 

セプティックタンクの

改善、もしくは分散型

下水処理システムの整

備 

洪水しがちな低地域におけ

る排水ポンプの整備 

アウター都市ゾ

ーン 

タートルアン湿地

などの自然環境保

全上の重要地域の

保全 

オンサイト処理、もし

くは新規開発地におけ

る分散型下水処理シス

テムの整備 

排水路、配水管、貯水池等

の補完による適切な排水シ

ステムの整備 

サブセンターゾ

ーン 

自然環境保全上の

重要地域の保全（保

水機能を有する水

田、高付加価値作物

に適した農地など）

オンサイト処理、もし

くは新規開発地におけ

る分散型下水処理シス

テムの整備 

排水路、配水管、貯水池等

の補完による適切な排水シ

ステムの整備 

郊外ゾーン 天然林、農地、水辺

の保全地区の指定 

インフラ施設と公共サービスの整備は必要最小限と

する。 

アーバンクラス

ターゾーン 

環境保全上の重要

地域の保全 

改良型セプティックタ

ンク及びトラップ管に

よる処理 

排水路、配水管、貯水池等

の補完による適切な排水シ

ステムの整備 

出典：JICA「首都ビエンチャン都市開発マスタープラン策定プロジェクト 最終報告書」、2010年 

 

この速度で首都ビエンチャンの都市化と人口増加が進めば、いずれは、2030年以前に本格的な

集中型汚水処理システムが必要となる可能性が高く、追加的なゾーニングと計画策定が必要とな

る。こうした状況下、韓国環境省の支援を受けて、韓国企業が下水処理システムのフィージビリ

ティ調査（F/S）を実施した。F/Sにおける計画では、2013年～2015年までをフェーズ1として、下

水処理場の建設、幹線及び枝線下水路の敷設と8,050世帯への接続を行うとしている。その後、こ

の計画の実施を2016年まで延期する連絡が、ラオス政府からJICAに送られてきた。 

 

３－３ 実施機関の現状と課題（能力開発が必要な分野） 

３－３－１ 公共事業運輸省（MPWT） 

（1）公共事業運輸研究所（PTI） 

1）組織の現状 

汚水処理に関するインフラ整備と維持管理を管轄するのは公共事業運輸省（MPWT）

で、省のなかにあるPTIは、研究機関というよりも、専門技術をもった専門家集団で、特

にエンジニアリングなどに関する技術力を有し、さまざまな事業に対する技術提供を行

っている。実際の建設などは、首都ビエンチャン政府の公共事業運輸局（DPWT）が責務
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を負う。 

PTIの組織は図３－２のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ PTIの組織図 

 

PTI内の各Divisionの主な職務内容は表３－２のとおりである。 

 

表３－２ PTIの主な職務 

Division 主な職務内容 

Personnel & Administration 

Division 

人事管理、総務、及び予算管理 

Planning & Cooperation 

Division 

啓発、広報及び公共事業や運輸交通分野での協力 

Housing & Urban Planning 

Division 

住宅関係の研究開発、あらゆるレベルの政府の都市計画の

策定 

Urban Engineering 

Division 

地形調査、地形図の作成、都市下開発関連技術の研究開発

Infrastructure & Transport 

Division 

道路、橋梁、空港等の計画、交通計画の策定 

Environmental and Social 

Division 

環境影響に係る研究、計画及び評価 

 

PTI内の各Divisionの職員数は表３－３のとおりである。 

 

表３－３ PTIのDivision別職員数 

Division 職員数 

Personnel & Administration Division 10 

Planning & Cooperation Division 7 

Housing & Urban Planning Division 11 

Urban Engineering Division 13 

Infrastructure & Transport Division 7 

Environmental and Social Division 8 

合 計 56 

Director General

Deputy Director 
General

Deputy Director 
General

Urban Engineering 
Division

Personnel & 
Administration 

Division

Planning & 
Cooperation 

Division

Housing & Urban 
Planning Division

Infrastructure & 
Transport Division

Environmental and 
Social Division

Deputy Director 
General
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予算としては、給与として年間6億8,000万キップ、光熱費等事務所管理費として平均し

て年間4億8,000万キップが配分されている。 

 

2）組織の課題 

PTIは、一部の庶務関係職員を除いて、相応の学歴と技術・経験を有するエンジニア・

専門家の集団である。これは、ラオスの他の政府機関にもいえることであるが、日本を

含め外国や国際機関からの援助によって外国での留学や研修の機会が比較的多いため、

外国の事情に詳しく、また外国語に堪能な職員が多い。PTIが他の政府機関と異なるのは、

留学や研修で得られた知識や技術を直接生かすことができる立場にあるということであ

ろう。 

組織としての独自の事業やそのための予算があるのではなく、他の政府機関ないし外

国の援助によるプロジェクトの実施について専門技術を提供することが基本的な業務形

態である。したがって、分野が適切である限り、技術協力プロジェクトのC/Pとなること

は適当である。 

 

（2）住宅都市計画局（DHUP） 

公共事業運輸省（MPWT）のなかで、都市計画を担当する局がDHUPである。汚水処理設

備、施設、システムの建設や維持管理に関する計画を策定する。 

 

1）組織の現状 

DHUPの現在の組織は、図３－３のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３ DHUPの組織図 

 

DHUPの各Divisionの主な職務内容は表３－４のとおりである。 

 

Director General

Deputy Director
General
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General
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Urban Planning
Division

Housing Division
Planning and Budget
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Urban Development
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Country
Development
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(UN HABITAT)

Sanitation Project
(UN HABITAT)

MIREP Project
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Xebangfai Towns
Water Supply and
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(KOICA)
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表３－４ DHUPの主な職務 

Division 主な職務内容 

Organization and 

Administrative Division 

人事管理、総務、営繕 

Planning and Budget Division 企画、予算管理、統計、対内及び対外協力 

Housing Division 住宅に関する事項、ラオスの伝統建築の保全、地場の建

設資材製造・使用の促進、政府/党建築物の設計・積算

の検査、危険な建築物の監視・検査、建築申請の許可 

Urban Planning Division あらゆるレベルの都市計画の管理、都市計画及び都市の

ゾーニングの検査、都市計画実施の監視・検査 

Urban Development Division 都市インフラ整備の管理、コミュニティ開発の管理、都

市域における廃棄物・汚水管理の促進 

Water Supply Division 水供給システム建設の管理、水供給システムの設計・積

算の検査、都市域における水供給事業の促進 

 

DHUP内の各Division及びプロジェクトを担当する職員数は表３－５のとおりである。 

 

表３－５ DHUPのDivision別職員数 

Division 職員数 

Organization and Administrative Division 7 

Planning and Budget Division 5 

Housing Division 8 

Urban Planning Division 9 

Urban Development Division 5 

Water Supply Division 9 

Northern and Central Region Water Supply Project and Water 

Supply and Sanitation Project 

9 

Country Development Initiative A） 1 

GMG Corridor Towns Development Project 1 

MEKWATSAN Project（UN-HABITAT） 1 

Sanitation Project（UN-HABITAT） 1 

MIREP Project（PPP） 1 

Xebangfai Towns Water Supply and Sanitation Project（KOICA） 1 

合 計 58 

 

2）組織の課題 

予算が十分に配分されていないことや専門スタッフが配置されていないことにより、

都市域の水環境、すなわち排水路の水質改善に係る具体的な改善の計画が策定されてい

ない。今後、JICAの支援で策定された水環境マスタープランと都市計画マスタープラン

を基に、分散型・集中型下水処理システムの具体的な計画を策定するために、まず専門

スタッフの育成を図る必要があるため、本技プロの関係者として適切である。 
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３－３－２ 天然資源環境省（MONRE） 

MONREは、前身である水資源・環境庁（WREA）が2011年5月に省に昇格し、できたばかり

の組織である。組織設立時に、科学技術省などにあった環境関連の局を統合したため、現在全

18の局を擁し、多くの業務所掌が重複しているといわれている。聞き取り調査によると、現在

省内で業務所掌の再整理を行っている途中であるとのことであったが、実態は不明。 

MONREの現在の組織は、図３－４のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－４ MONREの組織図 

 

（1）公害規制局（DPC） 

1）組織の現状 

MONRE内の上記の17局のなかで、汚水に関するモニタリングに最も関連性が深いと思

われる局は公害規制局（DPC）と天然資源環境研究所（NREI）であるが、Department of 

InspectionやDepartment of Planning and Cooperationも関連がある可能性がある。また、

Department of Environment Quality Promotion（DEQP）と環境社会影響評価局（DESIA）は、

フィンランド・世銀支援のEMSPの実施機関となっており、業務所掌が重複していると思

われる。 

DPCの現在の組織は、図３－５のとおりである。 
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図３－５ DPCの組織図 

 

DPC内の各Divisionの主な職務内容は表３－６のとおりである。 

 

表３－６ DPCの主な職務 

Division 主な職務内容 

Planning and Administration 

Division 

企画、予算管理、人事管理、人材育成、文書管理、総務 

Legal and Information 

Division 

法的規制、経済的規制の開発、対外関係、資料作成 

Technical Support Division 関連政府機関からの汚染情報収集、汚染関連の技術資料作

成、広報、人材育成に関する国際協力 

Air, Noise, Soil and Water 

Pollution Division 

汚染防止基準の作成、汚染の監視、開発事業許可の検討、汚

染防止に関する国際協力 

Solid Waste and Hazardous 

Chemical Management 

Division 

廃棄物及び有害化学物質の管理、汚染事故の処理、廃棄物及

び有害化学物質の規制基準の作成、国際協力、廃棄物及び有

害化学物質管理に係る検査 

 

DPCの各Divisionの職員数は表３－７のとおりである。 

 

表３－７ DPCのDivision別職員数 

Division 職員数 

Planning and Administration Division 6 

Legal and Information Division 6 

Technical Support Division 7 

Air, Noise, Soil and Water Pollution Division 7 

Solid Waste and Hazardous Chemical Management 

Division 

6 

合 計 32 

 

DPCでは、各地方のDONREに対して水質モニタリングの研修を実施しているほか、現

在水質モニタリング、排出許可などの手順書案を作成中である。DPCの今後の活動計画は、

以下のとおりである。 

① 大気汚染、騒音、土壌汚染、水質汚濁、固形廃棄物管理、有害化学物質管理に関

する法令の整備 

Director General

Deputy Director
General

Deputy Director
General

Legal and
Information Division

Solid Waste and
Hazardous Chemical

Management
Division

Planning and
Administration

Division

Technical Support
Division

Air, Noise, Soil and
Water Pollution
Control Division
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② 国家汚染管理戦略、国家有害化学物質管理戦略の策定 

③ 環境及び排出基準の整備 

④ 環境コンプライアンス監視モデルの整備 

 

2）組織の課題 

技術面については、組織内に水質管理や固形廃棄物管理に関して上級レベルのアドバ

イザーを擁してはいるものの、彼らの知識や技術が属人化したままとなっており、組織

全体で共有されていない。他方、管理面については、意思決定の仕組みが組織内のシス

テムとして整備されているが、大規模で部門横断的な問題の意思決定にあたって、その

ことがかえって迅速で柔軟な意思決定の障害となっている。 

なお、DPCには水質管理・モニタリングの担当者が3名おり、水質モニタリングに関し

てDONREとともに技術協力プロジェクトの実施に参加することは可能である。 

 

（2）天然資源環境研究所（Natural Resources and Environment Institute：NREI） 

1）組織の現状 

MONREのなかで、水質検査を担っているのはNREIである。NREIの現在の組織は、図

３－６のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

図３－６ NREIの組織図 

 

NREI内の各Division/Centerの主な職務内容は表３－８のとおりである。NREIは、

MONREの下に2012年に設立されたばかりであるため、職務内容について検討中のものが

ある。 

 

表３－８ NREIの主な職務 

Division 主な職務内容 

Admin-Planning Division 総務、企画、国際協力 

Natural Resources Research Center （検討中） 

Environment Research Center 環境関連技術に関する研究 

Environment Quality Monitoring 

Center 

環境モニタリング（大気質、水質、有害化学物質等）

Data and Information Center （検討中） 

Remote Sensing Center リモートセンシングに関する事項 

 

Director General

Natural Resources
Research Center

Data and Information
Center

Admin-Planning
Division

Environment
Research Center

Environment Quality
Monitoring Center

Remote Sensing
Center
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職員数は合計で45名である。予算は、二国間または他多国間援助に頼る部分が多い。 

NREI内のEnvironment Quality Monitoring Centerには、水質検査ラボラトリーがあり、フ

ィンランドと世銀の支援を受けたEMSP事業で強化が進んでいる。現在このラボラトリー

で検査可能な項目は、表３－９のとおりである。 

 

表３－９ ラボラトリーで検査可能な項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）組織の課題 

水質ラボラトリーは、予算のかなりの部分が援助に頼っているため、持続的な活動を

期待することが難しいという側面がある。そのため、EMSPでは、分析の料金収入によっ

て自立して運営ができるようになることをめざしている。 

 

（3）国家環境委員会（National Environment Committee：NEC） 

国家環境員会は2002年に創始され、副首相が議長を務め、MONREの大臣が副議長を務め

てMONREが事務局となっている。NECの役割は、国家レベルの環境に関する計画、管理、

モニタリングの調整を行うことである。NECのメンバーは23名で、以下のとおりである。 

 

 Ministry of Agriculture and Forestの副大臣  Ministry of Educationの副大臣 

 Ministry of Interiorの副大臣  最高裁判所の副総裁  
 Lao Front for National Constructionの副総裁  Lao National Mekong Committeeの総

裁 
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 Ministry of Financeの副大臣  Ministry of Publish and Cultureの副大

臣 

 Ministry of Defenseの副大臣  Lao Women Unionの副総裁 

 Buddhist Fellowship Organizationの副総裁  Water Resource Secretariatの副総裁 

 Ministry of Industry and Commerceの副大臣  Ministry of Labor and Social Welfareの

副大臣 

 Ministry of Foreign Affairsの副大臣  President of Federation of Trade Union

の副総裁 

 Cooperation Planning and Investment 

Administrationの副総裁 

 ラオ国立大学Development and 

Environment Education Centerの総長

 Ministry of Public Works and Transportの副大

臣 

 Ministry of Justiceの副大臣 

 国民会議のLaw Committeeの副議長  Lao PDR Youth Unionの副総裁 

 Tourism Agencyの副総裁  

 

 

３－３－３ 首都ビエンチャン政府機関 

首都ビエンチャンには、首相から任命される知事がおり、ラオ人民革命党のなかで高いラン

クの党員が選定され、その権力は大臣以上ともいわれている。法律が定める知事の権限の下、

複数の副知事の支援を受けながら、首都ビエンチャン政府は市の行政を担っている。 

 

（1）公共事業運輸局（DPWT） 

首都ビエンチャン政府のなかで、下水処理に関する設備や施設、構造物、システムの建

設と維持管理を担っているのがDPWTである。多くの職員はMPWTから出向してきている。

分散型汚水処理設備の技術に関する開発と普及に取り組む予定の本事業では、DPWTが主要

なC/P機関の1つとなる。 

DPWT内には複数の課（Division）があり、道路整備や水資源開発なども行っている。本

事業では、Environmental Divisionが主たる窓口となる予定。 

 

（2）天然資源環境局（DONRE） 

首都ビエンチャン政府のなかで、水資源開発や環境管理を担っているのがDONREで、多

くの職員はMONREから出向してきている。水環境の汚染モニタリングや環境教育に取り組

む予定の本事業では、DPWTと同様に、DONREが主要なC/P機関の1つとなる。 

 

1）組織の現状 

DONREの現在の組織は、図３－７のとおりである。 
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図３－７ DONREの組織図 

 

水環境に関係するWater Resources Division及びEnvironmental Divisionの主な職務内容は

表３－10のとおりである。なお、職員数はそれぞれ合計8名である。 

 

表３－10 DONREの主な職務 

Division 主な職務内容 

Water Resources 

Division 

国または知事の策定した水資源政策の実施、水資源管理の実施、水資

源の監視、水資源に関する啓発、水資源に関するデータの収集 

Environmental 

Division 

国または知事の策定した環境政策の実施、環境管理の実施、天然資源

及び生態系の保全、IEE/EIAの実施、水質・騒音・大気のモニタリング、

環境に関する啓発、気候変動に関するデータの収集・管理 
IEE：Initial Environmental Examination（初期環境評価） 
EIA：Environmental Impact Assessment（環境影響アセスメント） 

 

本事業において、上記のどちらのDivisionが主たるC/P・窓口となるのか、今後ラオス

側で協議して決められる。 

 

2）組織の課題 

水環境・水質についてはWater Resources Divisionの担当となっているようである。

Environmental Divisionの主な業務は環境教育や廃棄物である。MONREにおいて水質検査

業務の研修を受けた者がWater Resources Divisionで2名、Environmental Divisionで1名の、

合計3名である。 

DONREには独自の水質検査の機材もないため、先述のMONREのNREI内の水質検査ラ

ボラトリーの支援が必要であるが、検査は有料であるため、予算不足で検査ができない

とのことである。 

 

（3）都市開発管理庁（VUDAA） 

1）組織の現状 

VUDAAは、地方行政を促進させるため、ビエンチャンに1997年に設置された。同様の

組織は他の4県にも設置されている。VUDAAは、Chanthabuly、Sikhottabong、Xaysetha、

Sisattanakの4つのDistrictにまたがる189のVillageを管轄している。首都ビエンチャン知事
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Provision and
Development

Division
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Management
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の管理下でPTIが作成した都市マスタープランによって決められた各種サービス、管理、

都市計画の設計、実施を行う。水環境関連では、VUDAAの役割は主要幹線と細道の排水

溝の建設と維持管理である。以前は排水溝の役割分担が明確ではなかったが、2012年6月

にそれが明確化された。2010年まで実施されたADBによるインフラ整備事業では、

VUDAAは市内の細道の整備も担当していたが、現在それはDPWTに移管されている。

ADB事業では、17の主要な排水溝が整備された。現在、タイ政府からの借款で空港方面

の側溝を整備している。排水溝のニーズ調査の結果、新たに9つの主要な排水溝を整備す

る必要性があることが指摘されている。 

既存の排水溝の維持管理の活動は主に排水溝の清掃で、毎年、優先順位を基に、清掃

活動の年間計画を立てている。月間と週間計画もあり、苦情などに応じて緊急対策も実

施している。2013年度は10億キップ（約1,200万円）の予算申請をしたが、7億キップ（約

700万円）しかもらっていない。 

排水溝の清掃は主に植生の除去である。優先度の高い場所は重機を活用するが、人力

で実施するところが多い。コミュニティに自主的な清掃を促しているが、すべてのコミ

ュニティが実施しているわけではない。除去した植物は処理場に持ち込んでいる。 

VUDAAの現在の組織は、図３－８のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－８ VUDAAの組織図 

 

職員数は、現在88名。過去3年間の総予算は、2009-2010年度：12億4,936万1,148キップ、

2008-2009年度：56億98万1,976キップ、2007-2008年度：37億4,724万2,754キップであるが、

活動予算をドナー支援に依存しているため、年度ごとの変動が極めて大きい。 

市の中心部から32km離れたNa Pa SoukというVillageに首都ビエンチャンの固形廃棄物

処分場があり、VUDAAが管理している。固形廃棄物処分場内には、トイレから引き抜い

た汚泥の投棄場（処分池）も併設されている。処分池は200m四方の大きさであるが、機

械的な処理施設は設置されていない。市内で営業を行っている民間の汚泥引き抜き業者

は9社あり、業者が引き抜いた汚泥はこの投棄場に投棄しなければならない。投棄場の使
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用料は、バキュームカー1台当たり25万～30万キップである。 

 

2）組織の課題 

VUDAAからは、予算や職員、特に熟練した技術者の不足が訴えられている。予算に関

しては、上述のとおり配分額が年ごとに大きく変動するため、数年にわたって一貫した

事業の継続を困難にしている。また、その額も十分でない。予算が不足しているため、

職員の訓練や保有する機材も十分でない。機材については保有しているものについても

十分な維持管理を行うことを困難にしている。 

 

（4）工業・商業局（DIC） 

1）組織の現状と課題 

DICにおいて工場排水を担当しているのはIndustry and Handicraft Divisionで、工場の操

業許可も出している。ここには2009年当時10名の担当者がいた。首都ビエンチャンには

市が管轄する2,060の中・小規模工場があり、工場排水の検査は、操業検査時に同時に行

われる。工場の操業検査は、操業許可の更新時に実施されるが、操業許可の有効期限は

製品の種類により1年から3年となっている。排水を出す工場かどうかについては営業許

可申請に記載されている。 

首都ビエンチャン政府内の局レベルの会議は毎週実施されている。また、工業省工業

局との協議も毎週実施されている。ただし、DONREとの定期的な協議は行われていない。 

ここでも人員は不足しており、また人材育成の基本計画は策定されていない。なお、

全職員の40％程度は、英語で意思の疎通が図れるとのことである。 

 

３－４ 他ドナー、NGO、民間企業による当該分野支援の現状 

３－４－１ フィンランド（Environmental Management Support Project：EMSP） 

SIDAが支援した環境管理強化プロジェクトフェーズⅡ（SEM Ⅱ）が2010年9月にプロジェク

ト完了報告書を発行して5年間の実施期間を終了した。これを受けてEnvironmental Management 

Support Project（EMSP）が10月に開始された。援助国がスウェーデンからフィンランドに変わっ

たが、このプロジェクトはSEM Ⅲと考えられる。このプロジェクトでは水質に焦点が当てられ

ている。プロジェクトの期間は2010年から2014年までの4年間であり、予算は996万ユーロであ

る（フィンランド政府が950万ユーロを負担し、残りの46万ユーロをラオス政府が負担する）。

本プロジェクトは以下のコンポーネントから成っている。 

コンポーネント1：環境への取り組みの戦略的計画への統合 

コンポーネント2：環境に関する規制、監視及びその実施 

コンポーネント3：県レベルの環境管理能力強化 

コンポーネント4：広報広聴及び情報の提供 

コンポーネント5：NREIラボの能力強化 

プロジェクトはMONRE、特にそのなかのDepartment of Environmental and Social Impact 

Assessment（DESIA）とDepartment of Environment Quality Promotion（DEQP）、NREI及び県レベル

のDONREを重点的な対象としており、産業排水関連では、MICを対象としている。 

EMSPの水環境に関連した活動としては、NREIの水質検査ラボの能力向上と水質サンプリン
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グ・ネットワークの確立がある。ラボについては、機材の供与と水質分析の能力向上を図る計

画である。なお、ラボの建物は世銀の分担となっており、資金は15万米ドルである。用地が確

定していないため、現存の古い施設でラボ開発が進んでいる。EMSPの予算のうちラボ関係では

190万ユーロである。将来的には分析の料金収入により自立して運営ができるようになることを

めざしている。そのほかにはWebベースのデータベースを構築中で、これに水質分析の結果も組

み込むようにしている。なお、2013年の半ばにはラボで信頼できるBODの検査が可能になるよ

う計画しており、本件の技プロが実施される場合、必要となる水質モニタリングへの協力が可

能となる。 

また、EMSPではコンポーネント2において、環境に関する規制と監視の強化を行っている。

フィンランド人のコンサルタントなどが入り、EIAに関する法規法令の強化を中心に、以下のス

ケジュールで作業が進んでおり、JICA新規案件との役割分担と連携が必要である。 

 

表３－11 EMSPコンポーネント2のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４－２ BORDA/LIRE 

BORDAはドイツのブレーメンに本部をもつ国際NGOである。1977年より環境に適した方法で

社会的弱者の生活環境の改善に従事してきた。その主要な活動の1つが、分散型汚水処理設備

（Decentralized Wastewater Treatment System：DEWATS）を普及するプロジェクトの実施である。

現在までに、東南アジアでは、インドネシアを中心に、BORDAによるDEWATSが約400基以上設

置されている。ラオスには現在7基のDEWATSが設置されている。2013年2月にBORDAはラオス

政府と協定を結び、正式にラオスに事務所を開設し、今後DEWATSの普及を本格的に実施してゆ

く。 

GUIDELINES    PROCESS TIMEFRAME (2013)   

Note 
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 draft preparation 

(Noel) 

Translation to Lao 

 

  Internal cons. + 3
rd
 

draft preparation 

Ext. cons.

 

Approval / adoption  Reflects 

prep. delays

EIA review 

general 

2
nd
 draft (Noel) 

preparation 

Review 1
st
 draft by 

monitoring center + 

inter. cons.   

2
nd
 draft finalization

(Noel) 

Lao translation 

External cons.   

Approval / adoption   

Agriculture 

& forestry 

  Work on the text (country specific issues and impact in 

terms of env., climate change and social aspect) 

Guide 

writing

Transl. / 

int. cons.

Finalization, ext. cons., 

approval / adoption?? 

General 

guide delays

IEE review 

general 
  Study the IEE process and text preparation  Guide 

writing

Transl. / 

int. cons.

Finalization, ext. cons., 
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guide?? 
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LIREは、ラオスで活動している非営利団体で、ラオスにおける再生可能エネルギーの基点と

して、ラオスの多くの会社、組織、機関によって2006年に設立された。BORDAはエネルギー供

給の分野でLIREと協力関係を構築し、2009年には、DEWATS適用を目的とした両者の協力プロ

グラムを開始した。 

ビエンチャン市水環境改善開発調査において、JICAとBORDAが連携し、首都ビエンチャン内

のコミュニティ1カ所と小学校1校にDEWATSを設置した。両プログラムにおける処理設備は家庭

下水（し尿及び家庭雑排水）の処理を目的としたものである。また、2011年11月～2012年3月に

は、JICA-ASEAN連携パイロットプロジェクト環境コンポーネント（LPP-E）の一環として、寺

院僧侶の宿舎から排出される家庭下水の処理を目的として、DEWATSの建設（1基）及び関連の

プログラムを実施した。 

さらに、主にDPWTと協力してCITYBLUESというプロジェクトを実施する計画がある。この

目的は、下記のとおりであるが、排水路浄化についてのデモプロジェクトの対象として、開発

調査においてPre-F/Sの対象としたホンパサック排水路を計画している。 

① トイレの汚泥引き抜きと簡易処理施設の設置による排水路の浄化 

② 水生植物による更なる排水路水質の向上 

③ 本格的なバイオガス生成・利用に関する啓発 

④ コンポストによる汚泥リサイクルに関する啓発 

⑤ 都市及び都市周辺における水界生態系利用に関する啓発 

 

３－４－３ 韓国環境省 

韓国環境省の資金によりSunjin社は、2011年9月～2012年4月に首都ビエンチャン下水道施設の

The Feasibility Study of the Vientiane Layout Drainage Pipe and Wastewater Treatment Plantを実施し

た。Sunjin社（Sunjin Engineering & Architecture Co., Ltd.）は韓国における大手のコンサルティン

グ会社で、従業員は約1,000人、設立は1975年である。国外では中国、インドネシア、ベトナム

等に実績を有する。 

ラオス側のC/PはDPWTである。フェーズ1の事業費は7,800万米ドルであるが、韓国のEconomic 

Development Cooperation Fund（EDCF）による極めて好条件の融資を想定している（金利0.01～

2.5％、返済期間40年、返済猶予期間15年）。 

上記のF/Sにおける計画では、2013年～2015年までをフェーズ1として、下水処理場の建設、幹

線及び枝線下水路の敷設と8,050世帯への接続を行うとしている。この計画はまさに本件技術協

力プロジェクトが開発調査によるマスタープランをベースに想定している施設計画と重なるた

め、ラオス側の関係当局に対して意思の確認をしているところである。 

 

３－４－４ ADB 

ADBが支援した関連プロジェクトとしては、都市施設と都市機能の改良・向上を通して、首

都ビエンチャンの都市環境の改善と都市部門の組織強化を図ることを目的に実施された「ビエ

ンチャン市総合都市開発プロジェクト（Vientiane Integrated Urban Development Project：VIUDP）」

が挙げられる。プロジェクト期間は1996年～2001年であり、プロジェクトは次の4つのパートか

ら構成された。 

パートA：環境改善（排水、ごみ処理管理、下水） 



 

－39－ 

パートB：道路施設の改良 

パートC：社会貢献活動 

パートD：事業実施や組織強化に関するコンサルティングサービス 

上のパートAのなかで、表３－12に示す市内排水路が改修（既存の排水路をしゅんせつ・拡幅

して排水能力の向上を図る）された。プロジェクト完了報告書によると、当初計画されていた

Nong Chanh Marshを貯水池として改修する案は、洪水低減効果が小さいとの理由によりキャンセ

ルされた。 

 

表３－12 VIUDPの対象水路 

Drainage Channel Length（km） 改修方式 

Hong Ke 3.40 
最下流の幹線道路橋より下流はコンクリート護岸。それ

より上流区間はコンクリート三面張り 

Hong Thong 1.75 
下流の約1/5の区間はコンクリート三面張り。上流の約

4/5の区間は暗渠 

Hong Khoua Khao 2.55 コンクリート三面張り 

Hong Ouay Louay 1.80 コンクリート三面張り 

Hong Phone Thanh 0.95 コンクリート三面張り 

Hong Kai Keo 1.36 コンクリート三面張り 

Hong Thong Sang Nang 1.31 （不明） 

Hong Pasak（Downstream） 1.68 コンクリート三面張り 

Lateral & secondary drains - - 

出所：ADB 

 

さらに、2001年にADBとラオス政府との間で「ビエンチャン市都市基盤整備プロジェクト

（Vientiane Urban Infrastructure and Service Project：VUISP）」に関する借款協定の署名が交わされ

た。その後、VUDAAが実施機関となり、2002年から2006年まで同プロジェクトが実施された。 

プロジェクトは、首都ビエンチャン市街地における生活の質の改善と生産力向上、経済成長

を目的とし、Xaysetha、Sisattanak、Chanttabouly、Sikhottabongの4地区を対象とした。プロジェ

クトは以下の3つのパートから構成された。 

パートA：首都ビエンチャンの社会基盤施設と環境の改善 

パートB：村落地域の改善 

パートC：能力強化と事業実施支援 

パートAには、道路・排水ネットワークの改良やごみ処理、交通管理などが含まれており、そ

のなかで、表３－13に示す排水路が改修（既存の排水路をしゅんせつ・拡幅して排水能力の向

上を図る）された。 
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表３－13 VUISPの対象水路 

Drainage Channel 
Length

（km） 
改修方式 

Hong Xeng 4.19 
コンクリート護岸（ただし、最下流部は開発調査時

に拡幅工事を行っていた） 

Hong Wattay（Upstream） 1.65 コンクリート三面張り。上流の空港付近は暗渠 

Hong 

Khaonhot-Simeung-Phapho 
0.95 （不明） 

Hong Khoualouang 0.16 （不明） 

Hong 

Souanmon-Chimcheng-Khotninh 
1.65 （不明） 

Hong Phonpapao 2.45 （不明） 

Hong Thongsangnang 0.50 （不明） 

Hong Ouaylouay 0.99 コンクリート三面張り 

Hong Sisavath Kang 0.58 （不明） 

Hong Hongkha Tai 0.78 （不明） 

出所：ADB 

 

３－４－５ WWF 

国際NGOである世界自然保護基金（World Wide Fund for Nature：WWF）が、首都ビエンチャ

ンのDepartment of Science and TechnologyをC/Pにして、湿地保全活動の一環として人工湿地計画

を計画している。人工湿地は、ホン・ケとホン・センの2つの排水路がそれぞれマクヒアオ川に

流れ込む前の所に合計2カ所を予定している。大きさはそれぞれ32haと60haあり、建設コストは

合計で200万ユーロで、4年間で実施の計画である。人工湿地が実現すれば、これら人工湿地は、

ホン・ケやホン・センの最下流端に下水処理場を建設することと同様な処理機能をもつことが

期待され、マスタープランで提案された中期計画と矛盾なく、水質改善効果を高めることがで

きると判断される。しかしながら、計画に対して知事の承認が得られず、実施に至っていない。 

 

３－５ JICAによる関連事業 

JICAは以下の関連事業を完了・実施中・実施予定であり、新規案件ではその成果の活用や役割

分担、連携が必要である。 

プロジェクト名 事業概要 新規案件との役割分担と連携 

LPP-E（実施中） ラオス4県での廃棄物処理シス

テムの強化のための技プロ 

LPP-Eでは32KMで汚泥引き抜き投棄所の

整備を行っているので、新規案件では、

汚泥引き抜きの徹底を促進するととも

に、投棄所までの運搬と適正な投棄を強

化することで、両プロジェクトが相乗効

果を発揮する。 

ラオス国水道公

社事業管理能力

向上プロジェク

ト（実施中） 

ラオスの上水システム強化の

ための技プロ 

下水処理費用の徴収の可能性に関して、

上水プログラムと情報や知見の共有を行

う。 
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MPWT へ の 個 別

専門家派遣（実施

中） 

MPWTへの政策策定指導と意

思決定者の能力向上 

新規案件の実施と成果の主流化を政策レ

ベルで支援する。 

DONREへの青年

海外協力隊派遣

（職種：環境教

育）（実施予定） 

草の根レベルの環境教育活動

の実施と関係者の能力向上 

新規案件で実施する環境教育活動やビオ

トープ建設を現場レベルで支援する。 

首都ビエンチャ

ン都市開発計画

強化プロジェク

ト（実施予定） 

先行したマスタープラン調査

を受けて、M/Pで提言している

計画の実現・実施に必要な能力

向上のための技プロ 

新規案件で作成する汚水適正処理構想

は、首都ビエンチャンの総合的な都市開

発計画と合致している必要があるため、

両プロジェクトは密に連携する必要があ

る。 

ビエンチャン市

水環境改善計画

調査（完了） 

首都ビエンチャンの水環境向

上のための総合的なマスター

プラン策定とプレF/S・パイロ

ット事業の実施 

調査では、下水処理に関するさまざまな

情報収集やゾーニングを行い、各ゾーン

に関する計画を策定しているので、計画

の適性を再検証するとともに、新規案件

が策定する汚水適正処理構想でその計画

を参照する。 

首都ビエンチャ

ン都市開発マス

タープラン策定

プロジェクト（完

了） 

首都ビエンチャンの総合的な

都市開発計画マスタープラン

の策定 

調査では、下水処理に関する計画も策定

しているので、新規案件が策定する汚水

適正処理構想は、この調査結果を参照す

る。 

なお、ハノイでJICAパートナーシップ・プログラムにより汚水処理施設の維持管理に関して技

術指導をしてきた千葉県（窓口：国際課）が、今度は（財）自治体国際化協会の資金援助により、

市内の河川・排水路を対象とした水質分析・モニタリングについて2012年7月から技術指導を行っ

ている。年間予算は100万円～200万円であり、それらは主に専門家の派遣費用、本邦研修の受入

費用に使われている。 

 

３－６ 環境社会配慮 

環境影響評価（EIA）規則の改正は2010年3月に最終的に首相により承認を受けた（No.112/PM.）。

ラオス国で実施されるすべての公共、民間事業は、国内、国外投資とも、持続可能な開発に向け

た環境影響の最小化のため、本規則に従わなければならない。本規則の主要な点は以下のとおり

である。なお、本規則の英訳（仮訳）は、開発調査のData Bookに掲載されている。 

 

（1）スクリーニング 

対象事業における初期環境影響調査（IEE）、環境影響評価（EIA）の必要性は、2010年3月

の大臣令No.697/PM.WREAで定められたスクリーニング基準に従い、事業のタイプと規模に応

じて決定される。環境社会影響が小さい小規模な事業（カテゴリー1）の場合はIEEが要求さ

れ、複雑または重大な影響をもたらす大規模な事業（カテゴリー2）の場合はEIAが必要にな

る。スクリーニング基準のうちインフラ開発事業関連について表３－14に示す。なお、スク

リーニング基準の全文は開発調査の主報告書のANNEXに掲載されている。 
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表３－14 スクリーニング基準（インフラ開発事業関連） 

 Category 1 Category 2 

Type of investment project 

Required to undertake 

Initial Environmental 

Examination（IEE） 

Required to undertake 

Environmental Impact 

Assessment（EIA） 

4.1 Reclamation of ponds, rivers, canals 

and drainages system that will affect 

the public 

 All scale 

4.5 Oil storage construction 600-60,000  bushel  

4.6 Industrial zone development and 

construction 

 All scale 

4.7 Special economic zone development 

and construction 

 All scale 

4.8 Waste water drainage canal 

construction 

All scale  

4.9 Urban, hospital and processing 

factory Waste water treatment plant 

construction project 

 All scale 

4.10 Road construction through national 

preservation, and a preserved 

wildlife area 

 All scale 

4.11 Railway construction project  ≥100 km 

4.12 New road construction（National, 

provincial, district, rural road, and 

special high way） 

 All scale 

4.13 Road improvement（National, 

provincial, district, rural road, and 

special high way） 

All scale  

4.14 Reconstruction （National, 

provincial road） 

All scale  

4.15 Airport runway construction project 1,000-2,500 m ≥2,500 m 

4.20 Waste recycle plant construction 

project 

 All scale 

4.21 Incinerator construction project  All scale 

4.22 All kind of waste incinerator 

construction project 

 All scale 

4.23 A project that uses part or whole 

areas which have negative impacts 

to natural preservation area, national 

park, historical cultural and natural 

trace zone, and range view that 

preserved by provincial and local 

authorities who belong to central 

 All scale 

4.24 Telecommunication network 

construction project 

All scale  
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4.25 Water way construction project

（improvement water way 

navigation along Mekong River） 

≤200 Ton >200Ton 

4.26 Port construction   

4.26.1 Passenger port ≤500 Ton（exclude boat 

weight） 

>500 Ton（exclude boat 

weight） 

4.26.2 General cargo port ≤500 Ton（exclude boat 

weight） 

>500 Ton（exclude boat 

weight） 

4.26.3 Hazard substance cargo port; 

chemical, petrol, coal, etc. 

 All scale 

4.27 Embankment construction project  >1km 

4.28 Community Landfill construction 

project 

<50 ha >50 ha 

4.29 Landfill for hazard waste 

construction project 

 All scale 

4.30 Landfill for industrial waste 

construction project 

 All scale 

出典：大臣令No.697/PM.WREA 

 

対象事業がスクリーニング基準に当てはまらない場合でも、累積的、広域的な影響の可能

性がある場合や、保全地域に影響する場合などは、事業者（公的機関または民間の自然人な

いし法人で開発計画の調査研究、設計、建設または運用の許可を受けたもの、以下同じ）は

MONRE〔具体的にはMONRE内の環境社会影響評価局（DESIA）が担当する、以下同じ〕に

スクリーニングの申請を行う。MONREはスクリーニングを行い、IEEもしくはEIAの必要性を

15就業日以内に回答する。 

 

（2）住民参加 

環境影響評価法令は、影響を受ける住民とその他のステークホルダーに対し、事業や影響

評価のプロセスについて知る権利を保障している。また、住民とステークホルダーは、IEEま

たはEIAのプロセスに係る会議への参加も保証されており、その議題としては、IEEないしEIA

報告書、補償、移転、生計の回復、環境社会的措置の実施、環境管理監視計画（Environmental 

Management and Monitoring Plan：EMMP）及び社会管理監視計画（Social Management and 

Monitoring Plan：SMMP）が含まれる。 

地元行政機関（首都ビエンチャンの場合はDONRE、以下同じ）と事業者は、IEEまたはEIA

のデータ収集の段階で、事業及び可能性のある影響の周知のため、村単位の普及会議を開催

しなければならない。また、IEEまたはEIAの報告書作成、審査の段階で、MONRE、地元行政

機関、事業の責任機関及び事業者は、影響を受ける住民とステークホルダーに対し、報告書

への意見を述べる機会を保証するため、協議会を開催しなければならない。 

 

（3）初期環境影響調査（IEE） 

スクリーニングの結果IEEが必要となった場合には、事業者は影響を防ぎ最小化する方法を

含めたIEE報告書を作成し、事業の責任機関に提出しなければならない。責任機関は地元行政
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機関、関連機関と協働して報告書を50就業日以内に審査し、MONREに審査結果を文書で報告

する。必要事項を満たしていれば、MONREは事業の実施を認める環境適合証を発行する。 

 

（4）環境影響評価（EIA） 

スクリーニングの結果EIAが必要な場合には、事業者はEIAのスコーピングを行い、Terms of 

Reference（TOR）をMONREに提出しなければならない。MONREはTORを15就業日以内に審

査し、事業者に受理の可否を通知する。 

TORの承認後、事業者はEIAを実施し、EMMPとSMMPを含むEIA報告書をMONREに提出し

なければならない。MONREは地元関連機関及び行政機関と協働し、報告書を95～120就業日

以内に審査する。審査後、MONREは事業者に対し、地元行政機関と連携して、県または都単

位の協議会を開催するよう通知する。事業者は、協議会の結果に従って報告書を修正し、環

境適合証の発行の検討のためMONREに提出する。 

事業が複雑で特定分野の専門家が必要な場合には、MONREは報告書の審査のため専門委員

会を設置する。 

 

（5）承 認 

MONREは、IEE報告書、EIA報告書、EMMP、SMMPの承認にあたり、環境適合証を発行す

る。承認日から2年以内に事業が開始されなかった場合には、適合証は自動的に失効する。 

 

（6）環境管理・監視 

IEEを必要とするカテゴリー1の事業では、事業者は環境監視と保全策を自ら実施し、

MONRE、事業の責任機関、関連機関、地元行政機関に報告しなければならない。事業の責任

機関は影響の保全策の実施状況を監視し、それをMONREと地元行政機関に定期的に（規則に

は具体的な頻度の記載はない）報告しなければならない。 

EIAを必要とするカテゴリー2の事業では、事業者はEMMP、SMMPの実施のための事務所を

それぞれ設置し、MONRE、事業の責任機関、関連機関及び地元行政機関にEMMP及びSMMP

の実施状況を報告しなければならない。地元行政機関もまた、EMMP、SMMPの実施を検査す

るため、環境管理の部署（Unit）を設置しなければならない。MONREは地元行政機関に設置

された部署（Unit）に対し、技術的な助言を行うとともに、能力強化、トレーニングの義務を

負う。事業が複雑で重大な影響を引き起こす可能性がある場合には、政府はEMMPとSMMP

の実施を監視する国家ステアリングコミッティを設置する。 

なお、施設の完成後も、運用を行う事業者（政府機関の場合も同じ）は、引き続き上記の

環境監視と緩和策の実施及び関連する機関への報告を行う。 
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第４章 調査結果詳細 
 

４－１ 構造物対策 

４－１－１ 先行開発調査における構造物対策の基本的考え方とこれまでの検討の変遷 

（1）概 要 

ビエンチャンの都市排水路における表流水は主に家庭からの有機汚濁物質によって水質

が悪化しており、特に市街中心部の排水を受け持ち、 も水質悪化の著しいホントン（Hong 

Thong）とホンパサックにおいて、BODは現状でも20～30mg/lである。これが、将来におい

ては、ホン・ケ等を含むほぼ排水路網全域で、30mg/lを超える水質となることが予測されて

いる。ただ、マクヒアオ川の下流端では、自然流域からの流入量による希釈を含む自然浄

化作用が機能しているため、水環境の改善対策を何らとらない場合でも2020年で約3mg/lに

とどまっていることがM/Pでのシミュレーションの結果から判明している。 

これまでの構造物対策は、これらの水路に焦点を当てたものであり、これまでEU及びデ

ンマーク国際開発援助機構（Danish International Development Assistance：DANIDA）の援助

によりEU Pondを利用した構造物対策が実施されてきた。しかしながら、いずれの計画も、

住民の理解・協力の不徹底や、電線やポンプの盗難、更には揚水ポンプ用電気代が払えな

かったことなどの理由により、EU Pondではわずか3カ月、DANIDAプロジェクトでも3年程

度と、かなり短期間運転しただけで、現在は、全く利用されていないEU Pondだけが残され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ 首都ビエンチャン市街地の排水路網 
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表４－１ 市内の主要排水路諸元 

 
名 称 

流域面積

（km2） 

長さ 

（km） 
 名 称 

流域面積

（km2） 

長さ

（km）

 Hong Xeng system  Hong Ke System 

1 Hong Xeng 56.57 4.01 5 Hong Ke 9.54 3.65 

2 Hong Kai Keo 3.09 1.36 6 Hong Phone Than 0.48 0.95 

3 Hong Pasak 2.24 3.20 7 Hong Ouay Louay 1.66 1.8 

4 Hong Wattay 9.23 4.20 8 Hong Khoua Khao 2.60 2.56 

    9 Hong Thnog 2.09 1.79 

 

（2）これまでの水環境改善計画 

1）Waste Water Management of That Luan Marsh 

Europe Commissionの支援により、ホントン流域住民を対象に、下水管、3カ所のポン

プ場及び酸化安定池で処理する事業を実施した。施設設計を担当したSETAが1993年10

月にまとめたこのプロジェクトの報告書から設計に関する記述を要約すると以下のと

おりとなる（ただし、これはあくまでも計画であり、実際の施設の値ではないが、竣

工図などを入手することができなかった）。 

なお、この計画で実際に汚水がEU Pondに流入したが、わずか3カ月程度で運転を停

止してしまった。また、この施設を再度、活用しようということで、次のDANIDAの計

画が策定され、EUが敷設した管のリハビリやポンプの再設置がなされたところである。 

 

表４－２ 設計条件 

項 目 内 容 

基本条件 1）Hong Thnogの人口：32,300人 

2）2003年から2005年までの成長率：30％ 

3）2005年の人口：44,590人 

4）発生BOD：44,590人×45g/capita＝2,006kg 

5）発生量の半分がNong Chanhに到達：流入BOD量は1,000kg/日 

6）乾期の 低流量：0.023m3/秒（1993） 

7）2005年の 低流量：0.023×1.3＝0.03m3/秒＝2,592m3/日 

8）BOD濃度：（1,000×106）/（0.03×103×24×3,600）＝387 mg/l 

通性池 1）流入量（Q）：2,592m3/日 

2）流入BOD（Li）：387 mg/l 

3）処理BOD（Le）：70mg/l 

4）温度：26℃ 

5）深さ：1.75m（有効水深1.5m＋汚泥蓄積厚さ0.25m） 

6）必要面積：2,592×（387－70）/（18×1.5×（1.05）（26－20））＝22,700m2 

7）池数：2 

8）滞留時間：22,700×1.5/2,592＝13日 

9）通性池：11,350m2×1.5m×2池 
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熟成池 1）Kb（T）：2.6×（1.19）（26-20）＝7.38 

2）Ni：4×107と仮定 

3）2つの熟成池の滞留日数を7日と仮定 

4）Ne：4×107/｛（1＋（7.38×13））×（1＋（7.38×7））2｝＝149糞便性大腸

菌群数/100ml→OK 

5）池の容量：14×2,592＝36,288m3 

6）池面積：36,288/1.2＝30,240m2（水深を1.2mと仮定） 

7）熟成池：7,560m2×1.2m×4池（滞留時間：7日） 

 

表４－３ 下水施設事業費 

施 設 事業費（ECU） 割合（％） 

流入渠 2,637 0.4 

建 物 15,822 2.3 

機械・電気 19,338 2.8 

その他 5,274 0.8 

ポンプ場 

小 計 43,071 6.2 

パイプ敷設 101,525 14.6 

流入渠 4,395 0.6 

土木工事 193,820 27.9 

接続管＋放流管 53,180 7.6 

その他 58,014 8.3 

酸化安定池 

小 計 309,409 44.5 

直接工事費計 454,005 65.3 

設計（3カ月） 44,000 6.3 

施工監理（9カ月） 130,000 18.7 

予備費（10％） 58,493 8.4 

訓 練 8,790 1.3 

合 計 695,288 100.0 

注：1993年の為替レートは1米ドル＝700キップ、2013年のそれは1米ドル＝約7,900キップ 

 

表４－４ 維持管理費 

項 目 経費（ECU/年） 割合（％） 

人件費 2,640 34.7 

管理費（人件費の50％） 1,320 17.4 

電気代 2,640 34.7 

機材費 1,000 13.2 

計 7,600 100.0 
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図４－２ DANIDAによる支援対象地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－３ EU Pondの設計概要 
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図４－４ DANIDAプロジェクト

対象地域 

2）Improvements of Vientiane Urban Sanitary Environment 

2000年から2005年にかけてDANIDAの支援により、

上記プロジェクトが実施された。実際の施設設計はや

はりデンマークのコンサルタントであるCOWIが担

当している。このプロジェクトは、表４－５に示す5

つの活動から構成されている。しかしながら、 終的

にどの部分が施工されたのか、また総事業費はいくら

だったのかは不明である。 

この改善プロジェクトは、共同腐敗槽、幹線管渠、

下水管網の建設を進め、2005年から2007年まで3年稼

働したのち、運転を停止した。その理由はポンプの電

気代の支払いが滞って延滞金が非常に大きな金額と

なり、さらに、電線の盗難なども頻発し 終的には支

払いができず電気がストップしてしまったことに起

因する。これとは別に、住民も自分の腐敗槽を撤去し

て共同腐敗槽に接続を強いられ、しかも接続料を支払

う必要があったことから説明会を何回も実施したが、

終的には完全な協力は得られなかった。また、管網

や幹線の管理機関が明確でなかったとの説明もなさ

れた。 

DANIDAプロジェクトが休止したのち、民間業者が許可をとらずこのEU Pondを魚の

養殖池として2007年から2012年まで利用していた。したがって、そのときの餌が池底

に蓄積している可能性があるが、無許可で実施していたこともあり、詳細は不明であ

る。 

 

表４－５ DANIDAプロジェクトのコンポーネント 

コンポーネント 内 容 

1）組織能力向上 このプロジェクトでは 初の段階で、住民組織と協議し、環境衛生に

ついての概念を共有することとしている。これらの対話により、人々

はプロジェクトの内容を理解し、プロジェクトスタッフがより効果的

に管網計画や設計することが可能となる。さらに、VUDAAを含む他

の機関とも連携していく。 

2）ノンチャン湿

地の汚染源の

特定化 

Khouadine Marketからの汚水はこの湿地に流入しているが、これ以外

にもこの湿地に流入する工場排水を徹底的に調査した。その結果、短

期的及び長期的解決法を提案した。 

短期的解決方法としては、一時的に土の排水路を設計し、さらに、し

尿及び生活排水を集めて、小口径管を経て、既存のEU Pondで処理す

る。具体的には6つの地区（Dongpalane Thg、②Nonghan、③Saylom、

④Thongkhankham Tai、⑤Thongkhankham Num、⑥Sisavath Kang）の管

網を計画・設計したが予算が減少したため、セクション1と2、及び3

の半分のみを実施した。 
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3）ノンチャン湿

地とホントン

緑地復元 

ノンチャン湿地の入り口に3カ所の木製の堰を設け、浮遊物が湿地に流

入するのを防ぐとともに、この湿地に幅1.8m、長さ3㎞の歩道を水路沿

いに設置し、さらに、湿地の風景を改善するために、在来種の木を植

樹した。 

一方、ホントン緑地は3haあり風景改善のために植樹するとともに水路

を石張りにして浸食を防ぎ、逆に以前の工事で残されたままのコンク

リート塊を除去した。 

4）デモンストレ

ーション地区

として、 適

な衛生施設の

建設 

1,187の家庭からの接続、20-30世帯で1カ所の共同腐敗槽（8m×3m×

3.5m）、小口径管7.2kmと114カ所のマンホール、840カ所の二次煉瓦/

コンクリートマンホール、地区下水管10km、13カ所のポンプ場、114

カ所のマンホールから成る下水道施設を経てEUが敷設したポンプ場

に接続し、 終的には、EU Pondで処理されることとなったが、 終

的にすべてが完成されなかったと聞いているが、詳細は不明である。

5）接続、維持管

理のための財

政メカニズム

確立 

各家庭は、自由意志で、小口径下水管に接続することとし、下水管敷

設前に家の持ち主とプロジェクト側が契約を結んだ。財源の引き出し

を記録するための総合的財政システムが 優先で開発され、透明性を

確保するためその結果は住民組織と共有することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－５ DANIDAプロジェクト概略図 

 

3）開発調査 

2009年1月から2011年9月までの33カ月をかけて「ビエンチャン市水環境改善計画調

査」が実施された。この計画は、以下に示す3つのコンポーネントから構成されている。 

① 構造物による水環境改善計画 

② 法制度整備計画 

③ 水環境/衛生教育推進計画 
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図４－６ 構造物対策代替案2の概要 

図４－７ 韓国プロジェクト対象地域 

特に構造物による水環境改善計

画では、予測される急激な都市開

発を踏まえ、2020年の目標年まで

にどのように水環境を改善してい

くかの将来の開発シナリオを検討

した。特に、構造物対策について

は、分散型の簡易型処理施設と接

触酸化型の水路浄化施設の組み合

わせが選択されたのであるが、従

来の集中型下水処理施設に比べた

場合のメリットとして以下の点が

挙げられた。 
① 中継ポンプ場を含めた下水 

管渠網の整備の必要がない

ため、建設費用を抑えるこ

とができ、かつ、その整備

に要する期間も短くなる。

また、整備期間が短くなる

結果、整備効果の発現も早

くなる。 
② 流域の水質改善のモニタリ

ングに沿った順次柔軟な対

応が可能となる。 
③ 下水管（暗渠）によって汚水を収集しないため、特に乾期においてビエンチャ

ン内の開水路が干上がることがなく、肝心の水環境、すなわち多様な水生植物

や魚類が繁殖する良好な水環境を回復することが可能である。 
④ 施設が比較的小規模であるため、施設そのものに要する建設・維持管理コスト

が少なく、また、システムを維

持するためにそれほど高い技術

力が要求されない。 
実際には、2つの代案が提案されたが、

費用対効果、事業費、維持管理のしや

すさなどを検討した結果、代替案2が採

用された。しかしながら、ここで提案

された分散型簡易処理施設と接触酸化

処理施設は、およその設置場所とその

概算事業費は明示しているものの、こ

の計画がM/Pであったということもあ

り、明確に候補地を具体的に確定し、

その所有者、確保可能な面積がどの程
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度などか等を個々に検討していない。さらに、接触酸化処理施設は曝気用電気代も含

めて維持費は3万ドル/年かかるとされたが、実際に維持管理するVUDAAの年間維持費

が変動はあるもののおよそ4万2,000米ドルであることを考えると、この維持管理費を

VUDAAが負担することは非常に難しいことが想定される。 

なお、下水道整備については、2020年以降の長期計画のなかに位置づけられている。 

 

4）Sunjin（韓国の水コンサルタント会社） 

Sunjin社が韓国環境省の支援で2012年4月に“The Feasibility Study of the Vientiane Lay 

out Drainage Pipe & Wastewater Treatment Plant”を実施した。この計画の概要は以下に示

すとおりである。なお、2012年6月の第1回詳細計画策定調査で初めてこの計画が策定

されていたことが判明したため、ラオス側に日本の水環境改善計画と韓国の下水道整

備計画とは相入れない性格であるためどちらの計画を採用するかと確認したところ、

ラオス側から10月に「下水道整備計画は2016年以降とし、それまでは日本に実施をお

願いしたい」旨のレターが出されたところである。 

 

表４－６ 設計概要 

  2015 2020 2025 2030 

市全体 3,920 3,920 3,920 3,920 
面積（km2） 

下水道整備地区 17.37 17.37 40.19 40.19 

市全体 910,232 1,065,388 1,248,021 1,463,184 
人口（人） 

下水道整備地区 183,118 208,332 429,753 489,536 

原単位 136 136 136 136 

処理場処理能力（m3/日） 30,000 30,000 70,000 69,808 

 

表４－７ 事業費 

（単位：1,000米ドル） 

  合 計 2015 2020 2025 2030 

管 渠 62,404 29,562 21,323 0 11,519 

処理場 55,251 25,039 0 30,212 0 

建 

設 

費 小 計 117,655 54,601 21,323 30,212 11,519 

コンサルティングサービス 12,837 5,853 2,460 3,280 1,244 

直接工事費計 130,492 60,454 23,783 33,492 12,763 
VAT（10％） 13,048 6,045 2,378 3,349 1,276 

関税（外貨分の10％） 4,730 2,175 450 1,883 222 

税金

など 

小 計 17,778 8,220 2,828 5,232 1,498 

予備費（直接工事費の3％） 2,607 1,208 475 669 255 

物価上昇分 10,165 4,714 1,981 2,401 1,069 

管理費（2％） 2,610 1,209 476 670 255 

サービスチャージ 140 66 25 36 13 

用地補償・立ち退き料 2,310 2,310 0 0 0 

間接費計 35,610 17,727 5,785 9,008 3,090 
合 計 166,102 78,181 29,568 42,500 15,853 
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表４－８ 維持管理費 

（単位：米ドル） 

項 目 2015 2025 備 考 

人件費 36,000 55,500 20人×150米ドル×12カ月 

電気代 709,560 1,506,720 16,200kWH×0.12$/kW×365 

構造物 65,800 149,100 0.8％×事業費 

管 渠 148,000 255,000 0.5％×事業費 

修繕&維持費 

機械・電気 482,000 1,114,000 4.0％×事業費 

汚泥処理 23,900 63,236 26.2t/日×2.5$/t×365日 

機器交換/更新 428,000 1,004,000 15年ごとに更新 

一般経費 189,326 414,756 上記合計×10％ 

合 計 2,082,586 4,562,312  

 

5）EU Pond改修計画 

図４－８に示すとおり、既存の池をそのまま利用することを原則とし、ホン・ケか

らの水をポンプにより導水し、その後、この池で処理した処理水を再度、ホン・ケに

戻す計画である。事業費については2社（Seaanyakone CorporationとLuang Praseuth 

Construction）から見積もりをとっていたが、そのうち回答のあったLuang Praseuth 

Constructionの見積もり結果は、総額110万2,450米ドルとなった。また、年間の維持管理

費は、114万3,600米ドルである。実際の工程であるが、準備工（測量、基本設計、詳細

設計、事業費積算）に9カ月、実際の工事に1.5年かかると想定され、全体では2年3カ月

程度がかかることが想定される。 

一方、この池を酸化安定池として利用した場合、どの程度、水質浄化効果が見込ま

れるかを下記の前提条件で試算した。 

① 流量は、ホン・ケの乾期の流量が1万m3/日であることから、この流量をすべて導

水する場合と、半分のみを導水する場合の2通り。 

② 流入水質は、2020年のホン・ケのBODの推定値が30mg/lとしていることから、こ

の値を用いるが、腐敗槽の汚泥引き抜き指導などによりホン・ケの水質が改善

した場合として20mg/lの2通り。 

③ 底泥はしゅんせつで完全に除去するため、底泥からの有機物の溶出はないもの

とする。 

すなわち、流量2通り、流入水質2通りの組み合わせで合計4通りの場合の結果を表４

－９に示す。BODは通性池の処理水で11～22mgの間であり除去効率は25％から45％と

低いものとなっており、この程度の除去率ではあまり実施する意味がないと思われる。 
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表４－９ 処理水質想定値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懸念される課題は以下のとおりである。 

① 流入水質は、M/Pでは2020年に

BOD 30mg/l程度になるとされて

おり、この程度の低濃度BODをど

こまで下げることができるかは

判断が難しい。もちろん、浄化係

数をかけて計算上求めることは

可能であるが、一方、酸化安定池

は藻類で浄化することから、細か

い藻類が処理水と一緒に流出す

るため、その細かい藻類に起因す

るBODやSSが高くなるという特

徴を有している。したがって、実

際の水質を分析すると結果的に

はその成分が生活排水から藻類

に代わるものの、BODやSSの値が

目に見えて下がる結果にならな

いことが懸念される。 

② 事業費が膨大なものになる可能性がある。例えばしゅんせつとそのしゅんせ

つ土の処分費を1,000円/m3とすると、その費用は5,500万円を超える巨額となる。

しかも、どの程度の厚さの泥を除去すればいいかは明確には分からないため、

しゅんせつ事業費が更に高額になるおそれがあり、この状態で水路水を引き

込み浄化することはかなりリスクが高いといわざるを得ない。 

③ 仮にEU Pondで浄化されたとしても、EU Pondからの処理水の放流地点がホ

ン・ケの下流となるため、図４－９の赤線箇所は改修されるものの、市内中

図４－９ EU Pond改修効果 

図４－８ EU Pond改修計画 

cultative

Pond 

Matura

tion Pond 

Matura

tion Pond 

   

Hong Ke:BOD=16mg/l 

 

BOD（mg/l） 
Case 

Q
（m3/day） 流入水 処理水 

1 5,000  30 17 

2 5,000  20 11 

3 10,000  30 22 

4 10,000  20 15 
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心部の水路の浄化は期待できない。また、仮にEU Pondで処理しなくとも、現

状では、That Luan Marshでの浄化効果が期待できる。 

 

6）今後の対応 

a）過去の経験からの教訓 

これらの経験から得られた教訓は以下のとおりである。 

① 過去にEUの援助で実施された事業は、聞き取り調査の結果によると3カ月程

度で運転を停止しているが、その理由は3カ所のポンプ場の電気代の不払い

と周辺住民からの苦情といわれている。 

② その後の2000年から2005年にかけて設計されたDANIDAが実施した改善プロ

ジェクトは、共同腐敗槽、幹線管渠、下水管網の建設を進め、2005年から2007

年まで3年稼働したのち、運転を停止した。その理由はポンプの電気代の支

払いが滞って延滞金が非常に大きな金額となり、さらに、電線の盗難なども

頻発し 終的には支払いができず電気がストップしてしまったことによる。 

③ これとは別に、住民も自分の腐敗槽を撤去して共同腐敗槽に接続料を払って

接続することを強いられた。住民に対しては説明会を何回も実施したが、

終的には完全な協力は得られなかった。また、管網や幹線の管理機関が明確

でなかったといわれている。汚水処理施設を建設しようとする意図は間違っ

ていなかったが、それに対して、住民が高い関心をもっていたとはいい難い。 

 

b）今後実施するうえでの留意点 

上記教訓から、今後、構造物対策を実施するには以下の点に留意することが望ま

れる。 

① 維持管理事業主体がどこになるのか、また、施設の維持管理費用（電気代、

人件費、薬品代、汚泥引き抜き代等）の予算がきちんと配分されるかどうか

を確認することが必須である。 

② 住民が本当にその施設を欲しているかを確認する必要がある。DANIDAプロ

ジェクトでも住民を対象にした説明会を何度も開催したが、腐敗槽撤去費用

は住民負担であるため、なかなか理解が進まず、結局、計画そのものが頓挫

してしまった。 

③ とはいいながら、住民の協力なくしては事業は成功しないことから、住民にビ

エンチャンの水環境に関心をもってもらうことが第一である。ただし、その場

合、単なる環境教育を実施するのではなく、住民と行政が一体となって取り組

み、住民が主体となる実際の活動をすることが求められる。そういう意味で、

何をするのかを決める 初の段階から住民を巻き込むこと、住民が活動する際

のインセンティブを与えること（表彰制度、メディアへの紹介、地域のリーダ

ーとしての活躍の場提供）を考え、一方通行でない双方向の活動をすることが

重要である。 
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４－１－２ 植生浄化による構造物対策の検討 

（1）背景と目的 

2012年6月に実施された第一次詳細計画策定調査及び2012年11月、2013年1月の補足的調

査では、かつてEUが「Waste Water Management of That Luan Marsh」プロジェクトにより建

設した酸化安定化池（以下、EU Pond）の用地を活用した植生浄化（M/Pで提案されたもの）

について、技術協力プロジェクトのなかで実施が可能と判断された。このため、第二次詳

細計画策定調査では技術プロジェクトの構造物対策の一環として、「植生浄化によるパイロ

ットプロジェクト」に関して以下の情報・資料を収集し現状を把握する予定であった。 

① ラオス国で入手可能な植生とその水質浄化能力に係る情報 

② パイロットプロジェクトサイトの自然条件 

③ ラオス政府関係機関、大学、民間の植生浄化に係る知識、実績の確認 

④ EU Pond及びEU Pond周辺の用地確保状況の確認 

⑤ EU Pondにおける植生浄化による水質浄化に関するパイロットプロジェクトの実施

に関し、費用対効果の観点から支援を行う。 

a）現地で入手でき、パイロットプロジェクトにて使用できる植生の確認 

b）パイロットプロジェクトにて使用する植生の選定基準（案）の検討 

c）パイロットプロジェクト実施に必要な土木工事の確認 

d）パイロットプロジェクトに必要な資機材の確認 

e）パイロットプロジェクトにてEU Pondすべてを対象にした場合及び一部を対象と

した場合のパイロットプロジェクトの概算 

第二次詳細計画策定調査の現地派遣に先立つ2013年4月5日、構造物対策における植生浄

化とEU Pondの活用に関して、事例調査（千葉県印旛沼）及び団内検討会議が行われた。そ

の結果、以下の内容が対処方針案として確認された。 

① 本プロジェクトの構造物対策では、ホン・ケ、ホン・センの水路の水質改善をめざ

すものである。補足調査によると、EU Pondの水質はBOD＝70mg/l以上が確認されて

おり、仮にこのような水質の池で植生浄化を実施しても、ホン・ケ水路の水質（現

状BOD＝20mg/l）の改善はあまり期待できない。さらにEU Pondを酸化安定池として

機能回復させるためには土木工事、ポンプ・電源等の再設置などが必要で維持管理

等の費用についてはかなり高額になることが予測されることから、対費用効果から

みても実施は困難である。 

② ビエンチャンのホン・ケ水路、ホン・セン水路は、豪雨時にオーバーフローする。

そのため水路内の植生浄化工法として水耕栽培法（千葉県の印旛沼やハノイ市のタ

ンコン湖で実施されている「野菜いかだ」）の適用については、雨期の高水時に水路

の流水を阻害するため常時設置は難しい。そのため野菜いかだを設置するとすれば

EU Pond内となるが、上記の理由により植生浄化による水質浄化の効果は期待できな

いため導入は難しい。 

③ しかしながら、野菜いかだを含む植生浄化は、環境教育の一環・ツールとしては分

かりやすく、またインパクトも期待できる。水路の水質改善をめざした本プロジェ

クトの目標とは一致しないが、ラオス側が将来の下水処理場建設のためにEU Pond用

地を確保しておきたいという意向もあるので、環境教育の場としてEU Pondを活用す
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るなど、別途何らかの手立てを打つ必要性は認められる。 

結論として、本技術プロジェクトでは「EU Pondにおける植生浄化による水質浄化に関す

るパイロットプロジェクト」は実施しない方針の下で現地調査を実施することとなった。

そのため第二次詳細計画策定調査における当該分野の内容は、EU Pondと周辺の自然条件等

についての補足的な調査、及びEU Pondの活用方策の検討を行うこととした。 

 

（2）EU Pondの自然条件調査 

1）EU Pond整備の経緯 

EU Pondの整備については、2013年1月に実施された「ラオス国首都ビエンチャン都市

水環境改善支援プロジェクト事前調査（その2）」の報告書に記載されたものが今のとこ

ろ唯一の資料となる。EU Pondについてラオス側から得られた情報は極めて限られ、第二

次詳細計画策定調査でも追加情報を得られていない。上記の資料を基にこれまでの経緯

を整理すると以下のようである。 

・ 2000年代、ADB資金によりホン・ケ等の都市排水路網がコンクリート三面張りで整

備される 

・ 2000-2005年、EU資金によりDANIDAがポンプ場、下水管網、酸化安定池等を建設す

る 

・ 2005-2007年、ポンプ場及び酸化安定池が稼働（一部の工事は未完成） 

・ 2007年、EU Pondに隣接する北側敷地でAsian Shopping Centerの建設工事が始まる 

・ 2007年以降、盗電などで運転停止、放置される 

・ 2007-2012年、EU Pondを魚の養殖池として民間業者が無許可で利用 

・ 2010-2011年、JICAによる開発調査「ビエンチャン市水環境改善計画調査」のM/Pの

なかでホン・ケ水路の水質改善のためにEU Pondに接触酸化処理施設の導入を検討 

・ 2012年4月、韓国Sunjin社が首都ビエンチャンの下水道整備のF/Sを作成 

・ 2012年6月、韓国Sunjin社が下水処理場の用地としてEU Pondの利用をラオス側に打診 

・ 2012年9月、EU Pondに隣接してAsian Shopping Centerが完成 

・ 2013年1月、JICA専門員によるEU Pondの改修に係る補足調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICA M/Pで接触酸化施設を提案 韓国Sunjin社が下水処理場を計画 

図４－10 EU Pond跡地の利用計画 
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図４－11 EU Pondと隣接地の土地利用の変遷（2006年-2012年、Google Earth） 
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2）EU Pond周辺の現状と土地利用 

EU Pondが位置する首都ビエンチャン市街地の東側に広がるThat Luan湿地は、近年埋め

立てを含めた都市化が急速に進み、特にEU Pond周辺では商業・娯楽施設や宅地造成など

の開発が盛んに行われている。第二次詳細計画策定調査で実施された現地踏査（2013年4

月末現在）を基にEU Pondとその周辺の現状を整理すると以下のようである（図４－12参

照）。 

・ That Luan湿地は、首都ビエンチャン市街地の西側を南北に流れるマクヒアオ川の

支流に沿って広大な湿地を形成している。EU Pond周辺は、近年特に開発が進み国

際産業博覧会場をはじめとして商業・娯楽施設などが次々と建設されている。2013

年に入りEU Pondの南側では湿地の埋め立て工事が始まり大規模な都市開発が行

われようとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－12 EU Pond周辺の土地利用状況（2013年4月末現在） 
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・ That Luan湿地は土地の私有化によりそのほとんどが民有地によって占められ、水

路や河川を除き公有地として残されているのはEU Pondだけである。将来首都ビエ

ンチャンが下水道整備を実施するときに必要となる汚水処理施設の建設候補地と

して唯一残された土地である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－13 EU Pondの現状 
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・ EU Pondの面積は約10haで、6つの池（上流、中流、下流に各2面）から成り、それ

ぞれの池はEU、DANIDAのプロジェクトで造られた樋門によりつながっている。 

・ EU Pondの北側にはAsian Shopping Centerが隣接し、西側は幹線道路沿いにアパー

トが建設されており、現在アクセスできるのは西側のアパート間の狭い通路と門

扉、及び下流から新設の水路に沿った畔道からのみである。 

・ EU Pondの西側敷地内に、首都ビエンチャンがDistrict Officeを建設する計画がある

が詳細は不明である。 

 

3）EU Pondの自然条件 

EU PondはEU資金によってDANIDAが汚水処理のための酸化安定池として整備した「人

工池」である。DANIDAが整備する以前のEU Pondは「ビエンチャン市街地から運ばれた

汚泥の廃棄処分に使われた不毛の低湿地であったらしい」との情報もあるが詳細は不明

である。 

1980年代以前のEU Pond周辺は、過去（有史以前）にメコン川の河道変遷がもたらした

氾濫原（後背湿地）として大小の池や沼が点在し、雨期には湿原に広大な水面と化すThat 

Luan湿地の一部を形成していたものと想像される。以下に、現地踏査によって得られた

EU Pondの自然条件に関する知見を推測を加えて整理した。 

・ EU Pondは、現在ホン・ケ水路等の周辺水路からの流入は全くない状況で、いわゆ

る「閉鎖水域」となっている。乾期の終了間際の4月末は、外部からの水の供給が

ないことに加えて、池底が周辺の地下水位より浅い場合は、蒸発散によって池は

完全に干上がった状態となる。 

・ 干上がって露出した池底の堆積物は貝類を含むシルト分の多い粘土で構成され、

し尿を起源とする有機汚泥とは明らかに異なった様相を呈している。このことは、

DANIDAの酸化安定池が機能していた当時は、市街地からポンプを通して運ばれた

汚泥の量が少なかったか（あるいは固形物はほとんど運ばれなかったのか）、ある

いは水深が浅いため酸化安定池の機能停止後（2007年以降）は汚泥等の有機物の

分解と排出（特に雨期）がスムーズに進んだこと、などが原因と想像される。 

・ 当初予想していた「違法な養殖による餌等の有機物の堆積、あるいは雑排水の流

入」の痕跡は現場では確認できず、有機質の汚泥堆積によるメタンガス等の腐臭

なども観察されなかった。雨水による水の供給と循環が水草などの植物の成長を

調節し、植物や微生物の自浄作用によって魚類等の生息が可能な程度に水質が保

たれているようである。 

・ 上流側の通性池の水深は乾期は50cm以下で、雨期には1m前後まで上昇するものと

推測される。通性池が乾期でも枯れないのは池底が地下水位よりも深いためと推

測される。下流側の熟成池の水深は、乾期の終わる3月～4月は干上がり雨期でも

50cm前後と予想され極めて浅い。 

・ EU Pond及び周辺の地質は、砂あるいは礫などの堆積物は見られず、未固結のシル

トないし粘土の二次堆積物で構成される。 
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図４－14 EU Pondの自然条件（断面は概念図） 
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4）EU Pondへの植生浄化施設導入の検討 

EU Pondにおける植生浄化による水質浄化のパイロットプロジェクトについては、以下

の理由により実施が困難であると判断された。 

・ 植生浄化は、富栄養化対策としては窒素、リンの除去に対して有効である。BOD

値の低減については、植物それ自身が有機物を除去することはないが、植物体の

存在により微生物量が増え、それによりBOD除去も促進されるため、水質改善に

対しては副次的な効果しか期待できない2。BOD値の低減を目的に実施するならば、

ろ材を用いた接触酸化の方がより有効である。 

・ 植生浄化に用いる原水の水質はBOD＝20mg/l以下で、かつ前処理としての接触酸化

により有機体の窒素、リンを無機化（イオン化）して植物に吸収しやすくするの

が望ましい。ホン・ケ水路の水質は、BOD＝16mg/lで上記の設計条件を満たすが、

接触酸化処理施設については用地難で新設は難しいこと、さらにEU Pondの池の水

質はBOD＝70mg/lと高いため池の底質（堆積物）の浄化（大がかりな土木工事を伴

う）が必要となり、植生浄化の導入に適した設計条件ではない。 

・ 植生浄化は、限られた用地内で実施する場合その水質改善効果は限定的と考えた

方がよく、むしろ環境学習や汚染への関心を高めるための手段、実験施設として

の効果を期待した方がよいとの考えもある。日本の経験では、植物の管理（廃棄

処分を含めて）に手間がかかり対費用効果を考慮すると必ずしも水質浄化に有利

な方法ではなく、何よりも植生の維持管理が難しいことが指摘されている。 

今回の現地調査によると、EU Pondでは植生浄化に使われるクウシンサイが既に池内に

自生しており、ホン・ケ水路についても護岸が未整備の下流部ではホテイアオイやクウ

シンサイ等の水草類が旺盛に繁茂し、水面のほとんどが覆われるほどの状況を呈してい

ることが観察された。首都ビエンチャンは気候が温暖で1年を通して稲作に適する気象条

件のためバイオマス生産はかなり活発である。このような自然条件の下では人為的に植

生浄化を導入することは容易であるが、維持管理が適切に行われない場合、以下の問題

（弊害）を引き起こす可能性もあるので植生浄化の導入は慎重を期す必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４－１ 首都ビエンチャンの水環境と植生浄化 

 

                                                        
2 植物による水質浄化（大阪大学工学部環境工学科藤田研究室） 
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・ 市街地の三面張り水路で植生浄化を実施する場合、水路にたまった汚泥が植生ベ

ースとなる。植物が繁茂し刈り取りなどの管理が行われない場合、雨期の増水時

には流水を阻害し氾濫を助長する可能性がある。水耕栽培法による「野菜いかだ」

についても、雨期の増水時の管理が難しい。 

・ 首都ビエンチャン市街地より下流部の水路は護岸が整備されていないため水生植

物が密に繁茂し、現状でも水路の植生による自浄作用は十分に機能している。た

だし、窒素、リンなどの栄養塩を吸収した植物を生態系の外へ出さない限り水質

浄化機能は完結しない。繁茂した水生植物を定期的に刈り取って処分場へ移送し

埋め立て処分するシステムが確立していない現状では、植物をこのまま水路内に

放置すると洪水時の氾濫を助長するおそれが大きく長期的にはThat Luan湿地その

ものの水質浄化の機能低下を引き起こす可能性も高い。 

 

植生浄化施設の提案 
植生浄化施設を試験的に導入する場合、例えばEU Pond敷地内における小規模な環境学

習施設、あるいはホン・ケ等の水路沿いで用地確保が可能な条件の下では、以下の提案

が可能である。 

・ EU Pond下流側でThat Luan湿地内のホン・ケ水路等に隣接した数ha程度の用地を確保

する。公有地以外の民有地の場合、一定期間の借り上げ（借地）についても検討する。 

・ ホン・ケ水路から取水・排水のための取水パイプ（暗渠）を設置する。排水は段

落としで連結した以下の3つの池（各50×30m程度の規模）で処理する。 

－上流池（通性池、水深1.2-1.5m、通性嫌気性安定池によるラグーン処理法） 

－中流池（自然湿地法、表面流れ方式、抽水植物等） 

－下流池（幅1-2mの流路を数本設置、水深の確保、野菜を使った水耕栽培法） 

・ 雨期・乾期の水量調節、雑草刈り、収穫等の人力作業は、通常の稲作農業に類し

た維持管理が必要で特に植物の刈り取り（だれが）と処分（場所）が植生浄化の

成否のポイントとなる。 

・ 初期投資として、簡易測量/土木工事（必要に応じ）、樋管〔ポリ塩化ビニル（PVC）〕、

植生苗購入費、水耕栽培用の簡易フレーム（発泡スチロールと枠）作成費、案内

サイン、借地代（必要に応じ）等が必要となる。 

・ 維持管理の実施主体は地元住民、ボランティア、NGOなどを想定し、技術指導は、

環境教育または農業・野菜栽培分野のJOCV、シニアボランティア等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－15 水生植物による水質浄化のイメージ 
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出典：中国太湖水環境修復モデルプロジェクト、生態工学実験施設（植生浄化水路）基本設計報告書（2002年8月）、

短期専門家（生態工学システム設計） 

 

図４－16 日本における植生浄化水路の事例及び中国における実験施設の設計事例 

インパチェンス クレソン ゼラニウム 
（水耕生物ろ過方式） （湿地型表面流方式） （水耕生物ろ過方式） 

（香川県豊稔池、2002年7月撮影）

アシ（湿地型表面流方式） 実験施設全景 
 （手前は接触酸化槽及び分流槽） 
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表４－９ 植生浄化に使われる植物（ラオスに適用可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Species Common name
Food

plant

Nitrogen

removal

capability

(g/m2/day)

Phosphorus

removal

capability

(g/m2/day)

Emergent aquatic plants 1 Ipomoea aquatica Water spinach ✓ 0.51 0.062

2 Nasturtium officinale R.Br. Watercress ✓ 0.48 0.120

3 Oenanthe javanica DC. Water Fennel ✓ 0.05 0.004

4 Cyperus papyrus L. Papyrus 1.01 0.290

5 Phragmites communis Trin. Bog Reed 0.28 0.028

6 Oryza sativa L. Rice ✓ 0.46 0.062

7 Juncus effusus L. var. decipiens Buch. Rush 0.37 0.056

8 Typha latifolia L. Cattail, Cattail Flag 0.40 0.065

9 Typha angustata Bory et Chauberd Raupo 0.21 0.032

10 Zizania latifolia Turcz. Canadian Rice 0.54 0.100

Floating leaved plants 11 Trapa japonica Flerov Jesuit's Nut 0.63

12 Nelumbo nucifera Gaertn. Deer Vetch 0.36 0.080

13 Nymphoides indica Water snowflake - -

14 Nymphoides peltata Fringed Water-lily - -

Submerged aquatic plants 15 Hydrilla verticillata Esthwaite Waterweed - -

16 Potamogeton crispus　L Curly-leaf pondweed - -

17 Myriophyllum verticillatum L. Feather Pondweed 0.62 0.260

18 Salvinia natans (L.) All. Floating Moss 0.26 0.100

19 Egeria densa (Planch.) Casp. Brazilian Waterweed 0.34 0.182

20 Elodea Nuttalli Florida Waterweed 0.41 0.110

Floating aquatic plants 21 Lemna paucicostata Hegelm. Duck-meet 0.24 0.048

22 Azolla pinnata R.Br.var.imbricata Bonap Carpanthus 0.18 0.055

23 Wolffia arrhiza Wimm. Rootless Duckweed 0.01 0.003

24 Spirodela polyrhiza Schleid. Duckweed 0.35 0.120

25 Lemna minor L. Common Duckweed 0.40 0.084

26 Pista stratiotres L. Water Lettus 0.89 0.150

27 Eichoria crassipes Waterhyacinth 0.95 0.170

Vegetables 28 Coriandrum sativum L. Coriander ✓ - -

29 Solanum lycopersicum Tomato ✓ 0.88 0.310

30 Mentha L. Mint ✓ 0.95 0.062

Flowering plants 31 Tagetes erecta African marigold 0.41 0.160

32 Pelargonium hortorum Geranium - -

33 Begonia semperflorens Begonia semperflorens - -

34 Kalanchoe Kalanchoe - -

35 Impatiens sultanii Impatiens 0.45 0.260

36 Euryops pectinatus Cass Gray-leaved euryops 1.70 0.500

37 Alyssum L. Alyssum - -

38 Calendula officinalis L. Nasturtium - -

39 Carthamus tinctorius L. Safflower 0.24 0.090

40 Mattiona incana R. Br. Stock 0.32 0.030

41 Iris sanguinea Hornem Iris 0.19 -

42 Iris ensata Thunb. var. hortensis Mak. et Nemoto Japanese iris 0.40 0.140

Others 43 Hibiscus Cannabinus.L Ambry hemp 1.20 0.180

44 Panicum dichotomiflorum Michx. Panicum dichotomiflorum 0.46 0.019

45 Brassica oleracca L. var. botrys L. Cauliflower ✓ 0.78 0.100

46 Dactylis glomerata L. Orchard grass ✓ 0.26 0.050

47 Triticum aestivum L. Wheat ✓ 0.53 0.070

48 Hordeum vulgare L. var. hexastichon Aschers Berley ✓ 1.42 0.170

49 Coix Ma-yuen Roman(C. Lachryma-Jobi. L. var. Ma-yuen Stapf) Adlay 0.22 0.190

50 Lolium multiflorum Lam. Italian ryegrass 1.70 0.250

51 Ipomoea Batatas Lam. var. edulis Makino Sweet potato 0.42 0.015

52 Colocasia antiquorum Schott var. esculenta Engl. Taros 0.37 0.031

53 Sorghum vulgae Pers. Sorghum 1.10 0.200

54 Crortalaria juncea. Crortalaria 0.60 0.100

Classification

Terrestrial plants

/Marsh plants

*Applicable species to

hydro culture plants
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5）EU Pondの水質と水質モニタリングについて 

EU Pondの水質分析については、2013年に実施されたJICAによる補足調査により表４－

10の結果を得ている。予想外に高いBOD値については、数年前にこの池を使って不法に

魚の養殖を行っていたことや豚小屋があったため、そのときの餌やふんなどが池底部に

堆積しており、それが徐々に分解・溶出していることが原因であると考えられた。 

 

表４－10 EU Pondにおける水質分析結果 

（単位：mg/l） 

場 所 BOD COD 採水時期 

EU Pond 76 182 乾期（2012.12.25） 

EU Pond 93 216 乾期（2013. 1.23） 

 

一方、市街地の排水路の水質については、BOD値の大雑把な目安（平均値を丸めたも

の）について、上流部（家庭雑排水とトイレからの流入と処理施設からの排水）、中流部、

下流部の順に並べ、これらを雨期と乾期に分けて整理した（表４－11参照）。 

 

表４－11 市街地の排水路の水質（平均値を丸めた大雑把な目安） 

（単位：mg/l） 

場 所 BOD COD 採水時期 

170 800 雨 期 処理施設へ

の流入水 130 300 乾 期 

35 80 雨 期 
上流 

処理施設か

らの排水 90 190 乾 期 

中 流 40 90 乾 期 

下 流 16 38 乾 期 
出典：「ラオス国首都ビエンチャン都市水環境改善支援プロジェクト事前調査（その2）報

告書」の分析値を加工 

 

2つの表を比べてみると、EU PondのBOD値は市街地の排水路の上流部でし尿や家庭雑

排水が直接流入する地点と同程度の水質（BOD値）を示している。表のデータについて

は、採取した試料の数が限られ、採取時期も偏っていること、さらに試料採取時・地点

の状況が不明なことなどから、これらの数値だけからEU Pondで高いBOD値が検出された

理由を類推するのは難しい。なお雨期と乾期ではBOD値に大きな違いがあるように見え

ることから、今後多くの試料を分析して検証する必要がある。COD値については、ほと

んどの試料についてBOD値の2.5倍程度の範囲を示している。BOD値については分析精度

（誤差）や試料採取による分析値のばらつきに関して見直しが必要かもしれない。 

一般論として、有機質に富む湖沼やし尿や家庭雑排水などの高濃度排水のBODを分析

する場合、通常の環境水とは条件が異なるため分析結果の取り扱いについては十分な注

意が必要である。BOD値は本来は低濃度の河川水を対象とした水質指標である。BODの

分析結果の精度検証のためには、既知（参照）試料や希釈試料を加えて同時分析を行っ

たり同一試料を2カ所の分析機関で検査するなど信頼性確保のための方策を考える必要
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がある。ラオスではMONRE、農業省灌漑局におのおの分析ラボが設置され環境水、上下

水等の水質検査の実績は十分に積んでいるとのことである。 

 

（3）EU Pondの活用方策 

1）EU Pondの活用 

EU Pondに関してラオス側は、将来の下水処理場建設のためにEU Pond用地を確保して

おきたいという意向をもっている。そのため、本プロジェクトの目標として当初想定し

ていた成果1の構造物対策として「水路の水質改善をめざしたEU Pondの活用」とは一致

しないが、成果3の「環境教育」の場としてEU Pondを活用することを念頭に検討を行っ

た。 

EU Pondの整備については、利用目的に応じてさまざまなオプションが考えられるが、

施設導入に際しては将来の下水処理場建設の障害とならないように構造物や樹木植栽な

どは避ける必要がある。また敷地の改変を伴わない現状維持が基本となることから、環

境教育の場として必要最低限の整備がより現実的な選択肢と考えられる。このような制

約条件の下、第二次詳細計画策定調査におけるM/M協議（副知事他との会議）では、EU 

Pondをビオトープ3として整備することをラオス側に提案し、おおむね理解を得ることが

できた。他方、その後の協議により、パイロットプロジェクトとしてビオトープ建設は

せず、代わりに将来的な下水道処理施設（構造物による対策）の実施を見込んだ適地選

定等の調査を実施することでラオス側と合意した。参考までに協議内容を本報告書に記

載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Wetlands of Slovak Republic 

写真４－２ ビオトープ湿地のイメージ 

 

図４－17は、EU Pondのビオトープとしての整備方策、考え方を示した。 

                                                        
3 ビオトープ（Biotope）とは、もともとギリシャ語で「bio＝生き物＋top＝住むところ」という意味の造語。人工的に植物や魚、

昆虫が共存する空間として作り出したものを「ビオトープ」と呼ぶことが多い。 
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図４－17 EU Pondの活用方策（ビオトープ湿地としての整備） 
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2）EU Pond整備の費用 

EU Pondの整備に関しては、2013年1月実施の「ラオス国首都ビエンチャン都市水環境

改善支援プロジェクト事前調査（その2）」の報告書に改修工事の見積もり費用が記載さ

れている。この改修工事はEU、DANIDAが施工した酸化安定池とポンプ施設などのすべ

ての機能を元通りに復旧させるもので、測量及び底泥のしゅんせつ・処分の費用がやや

高く見積もられている。今回の場合はフェンス設置と付帯工事･施設（案内サイン等）か

ら成り、費用の比較表は表４－12に示すとおりである。今回のビオトープ案では付帯工

事･設備（案内サイン他）を加えた総額は、およそ1,500万円程度である。 

 

表４－12 EU Pondの整備費用（比較のための見積もり金額の概算値） 

（単位：千円、1米ドル＝100円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－１－３ 首都ビエンチャン汚水適正処理構想 

首都ビエンチャンでは国内外からの開発が急速に進んでおり、2012年6月の第1回詳細計画策

定調査において、Nong Chanh Marshの湿地が中国・韓国資本により商業施設としての利用が確定、

一方、タートルアン湿地内に中国資本により巨大なコンベンションホールやそれに関連するホ

テルなどの建設が進んでいる。現在、市内排水水質はタートルアン湿地とマクヒアオ川の自然

浄化によりメコン川への流入地点のBODは3mg/lを保っているが、このまま更に開発が進むと、

いつまでこの自然浄化機能が保持されるかは不明である。 

一方、下水道処理施設は人口稠密地の汚水処理施設としては効果的であるが、そのためには

巨大な事業費と長い年月がかかること、及び住民が汚水管に接続したり使用料を払って財政面

での支援をするという住民の理解と協力がなければ、下水道施設が本来有している機能を発揮

できないのも事実である。 

現在の首都ビエンチャンには、上述のとおり、内外の開発事業者がいろいろな開発計画を

DPWTに持ち込んで市の承認を得ようとしているが、その施設の建設を認めるに際して開発事業

者にどのような責務を課すか、それとも、そのままでは水環境が悪化すると予想される場合に

は、計画の縮小や処理施設の強化をアドバイスすべきかなどについての能力を有していないの

が実情であり、このままではタートルアン湿地も虫食い状態に開発が進み、貴重な自然や浄化

整備案
ポンプ場(2箇所）の復旧と

フェンス設置他
ビオトープ

見積もり
想定建設費

（ラオスの事業単価）
Luang Praseuth

Construction
Seaanyakone
Corporation

Seaanyakone
Corporation

測量 - 23,300 - -

酸化安定池の土木工事
（伐開、浚渫、運搬）

41,500 49,400 - -

ポンプ場設備（3か所）と配管
等の土木工事

9,000 4,100 14,900 -

フェンス設置（1500m） 7,500 32,100 9,000 9,000

その他付帯工事(設備） 2,500 1,400 7,900 （未定）

合計 60,500 110,300 31,800 9,000

酸化安定池の復旧工事
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機能が失われてしまう危険が大である。 

一方、日本では、平成13年度に国土交通省・環境省・農林水産省の統一的マニュアルに従っ

て、各都道府県は、全県域汚水処理構想を策定することが定められているが、このなかで、集

合処理と個別処理それぞれの手法で整備した場合の費用を算出し、整備区域の人口密度に応じ

て経済的な手法を選定することとしている。すなわち、人口密度が大きければ集合処理が、小

さければ個別処理が経済的に有利となるが、この関係を図４－18で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－18 集合処理と個別処理の分岐点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－19 汚水適正処理構想の考え方と千葉県における汚水適正処理構想 
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今回、作成を予定しているこの「首都ビエンチャン汚水適正処理構想」とは、この手法を首

都ビエンチャンにも当てはめるものであり、具体的には、市内から発生する汚水は、下水道施

設などの集中処理をするのが好ましいのか、それとも分散型の処理もしくはコミュニティべー

スの処理がいいのかを、将来の人口増や人口密度、用途地域指定を考慮して、市内をゾーニン

グするものである。この作業を通して、首都ビエンチャン職員は、首都ビエンチャンの水環境

保全の観点から市に持ち込まれた各種開発計画を評価する能力が身につき、技術的にその計画

の妥当性の判断や開発業者への適確な指示が可能となることが期待できる。 

なお、この作業においては、ほぼ同時期に開始予定の「ビエンチャン市都市開発プロジェク

ト」と連携して用途地域の見直しや、逆に下水処理場用地を都市計画上明確に位置づけ、他の

目的に使えないよう、制約を設けることができるかどうかも検討したい。 

 

４－１－４ セプティックタンク、簡易型汚水処理施設の改善 

（1）セプティックタンクの改善 

首都ビエンチャンでは、下水道が整備されていない一方、フラッシュトイレが普及して

いるが、し尿を含むこれらのトイレ排水は、腐敗槽を経由して地下浸透もしくは水路を経

て河川に流入する構造である。図４－20に首都ビエンチャンで標準的に設置されている腐

敗槽の構造部を示すが、処理槽を経由した処理水はソークピットの側壁から地下に浸透す

るタイプであり、特に雨天時には地下水位が高くなることや、隣地の腐敗槽のとの間隔を

一定以上空けないと十分浸透しないおそれがあるが、この点が徹底されているとは思えな

い。 
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図４－20 腐敗槽平面図・断面図 

 

 

そもそも腐敗槽はし尿のみを受け入れ処理する構造となっており、台所やシャワーの排

水は流入しない構造である。一方、日本では実際にはこれらの負荷の方が大きく、この生

活排水を処理することが水質改善上の大きな課題である。図４－21に日本の標準的な項目

別し尿と生活排水負荷量を示すが、BOD、COD、SSの3項目でいずれも生活雑排水の負荷量

の方が高く、例えばBODをみると、全体の58gのうち、し尿の占める割合は18g（31％）で

あり、残り40g（69％）は生活雑排水に起因している。もちろん、日本とビエンチャンとの

生活様式が異なるためこの値がそのまま適用できるわけではないが、生活雑排水の負荷量

はし尿と同等程度に高いのは間違いない。 
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出典：流域別下水道整備総合計画調査指針と解説（日本下水道協会） 

図４－21 生活雑排水とし尿の負荷量比較 

 

さらに、し尿のみを処理する腐敗槽においても、汚泥引き抜きに費用がかかることもあ

り住民は場合によっては10年近くも汚泥を引き抜かないため、処理水質が流入水質とあま

り変わらない水質にしかならないこと、また、市内の地下水位が高いため十分に浸透せず、

側溝などに溢流するなどの現象がみられ、これらが現在の水路の水質悪化の一番大きな原

因となっている。一般家庭での1回の引抜量はおおよ

そ1.5m3程度であるが、住民が支払う料金は、表４－

13のとおりである。 

腐敗槽の構造も以前はバラバラのものが使われて

おり、また汚泥の引き抜きを前提としていないため

汚泥の引き抜き口がなく、汚泥引き抜きのためには床を壊すなどしないと引き抜けないも

のもあるのが実態である。 

これに対して、生活排水対策は下水道整備を待つしかしないが、その前に実施すべきこ

と、また将来下水道が整備されたとしても必要な作業として以下の項目が挙げられる。 

① 建物を建設する場合に市に提出する書類の中に、腐敗槽の構造図を必ず含める。 

② DPWTはこの届出を整理し、建物が完成後、書類どおりの腐敗槽が設置されているか

どうかを確認する。 

③ この届出をコンピュータで管理し、腐敗槽台帳を作成する。 

④ 一方、汚泥引き抜き業者（民間及びVUDAA）がどの家にいつ行ってどの程度の汚泥

を引き抜いたかを上記、腐敗槽台帳に記録する。 

⑤ これらの作業を通じて、現在の腐敗槽設置状況及び汚泥引き抜き状況を把握する。 

⑥ その結果を各District別に集計し、その結果を区長に示し、どういう方法を採用すれ

ば住民が汚泥引き抜きに積極的に参加するかを一緒に考える。 

⑦ 引き抜いた汚泥は、市内にある最終処分場内の池に投棄されているが、現在、LPP

プロジェクトの一環としてこの池の改善を図っているところである。もし、現在の

状況が改善されて多くの家庭が積極的に参加し汚泥の引き抜きが進んだ場合に、こ

表４－13 汚泥引き抜き料金 

 料金（Kip）

1.5-3 m3 150,000 家庭用 

3-5m3 250,000 

商業用 3-5m3 500,000 
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の池の容量がどこまで増加に対応できるかを検討し、もし、不足する場合には、そ

の対策を考える。 

これらの活動により、水路に流入する処理水質が改善され、結果的に水路も改善される

のは間違いないが、それを定量的に説明することは非常に難しい。しかし、住民がトイレ

排水はどのように処理されているのか、また、生活排水が水質汚濁上、大きな要因となっ

ていることを知ることは、将来的に下水道を整備した場合に、住民の理解と協力が得やす

くなり、下水道を整備するうえでの最大の障害となる各戸の排水設備の設置促進や下水使

用料支払いをより円滑にする効果を期待することができる。 

 

（2）簡易型汚水処理施設 

1）設置済み施設概要 

この処理施設は、先の開発調査のパイロットプロジェクトで2カ所〔Thongkhankham 

Village（TKK CBS）及びKhoualuagn小学校（KL SBS4）〕と、LPP-Eプロジェクトでこの学

校に隣接する僧坊（KL CBS）に1カ所設置したところである。それぞれの施設の設計諸元

及び配置図を表４－14、４－15及び図４－22、４－23に示す。 

 

表４－14 TKK（CBS）とKL（SBS）の施設概要 

項 目 単位 Thongkhankham Village Khoualuagn小学校 

着工－完成  2010.9.7－2010.12.25 2010.9.1－2010.12.20 

裨益者 人 146 116 

滞留時間 日 2 2 

日平均処理水量 m3 11.2 7 

流入CODCr mg/l 97.0 940 

流入BOD mg/l 540 540 

処理CODCr mg/l 80 65 

処理BOD mg/l 28 23 

用地面積 m2 30 21 

施設容量 m3 23.76 20.77 

概算事業費* $ 38,127 41,593 
CODCr：ニクロム酸カリウムによる酸素要求量 
*：建設費の15％に相当する設計費、施設保証、3カ月分の施設運用費を含む。 

 

                                                        
4 SBS：School Based Sanitation〔学校による衛生管理（施設）〕 
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表４－15 KL（CBS）の施設概要 

項 目 Thongkhankham Temple 

着工－完成 2012年3月から運転開始 

裨益者 小学生90名、小学校教師4名、寺院僧侶80名、僧侶学校生徒300名、

近隣コミュニティ15世帯 

日平均処理水量 26m3 

施設容量 沈殿槽2槽15.1m3、嫌気性処理槽6槽30.2m3、嫌気性ろ過槽3槽22.1m3

概算事業費 80,626$（本体建設費60,621$、設計 /施工監理 /環境教育 /3カ月保証

20,005$） 

 

一方、この施設は構造上、以下の課題を有している。 

① いずれの施設も、流入口にスクリーンが設置されていないという構造的な問題を

抱えており、このままでは維持管理要員が確保できたとしても適切な維持管理を

行うことは難しい。 

② これまで一度も汚泥の引き抜きをしていないが、どのタイミングで汚泥を引き抜

くべきかについての明確な指標がない。 

 

  

図４－22 TKK（CBS）の平面図と立面図 

  

図４－23 KL（SBS）の平面図と立面図 
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 2）現在の維持管理状況 

TKK CBSでは、当初、住民から徴収したお金で清掃

員を雇用していたが、今は清掃員がいなくなり、次の

候補者をみつけることができないため、パイプ詰まり

やスカムの除去ができていない。また、KL SBSでは、

当初の利用者は116名としていたが、現在の利用者は

45名に減っている。 

 

3）水質分析結果 

KL SBSとKL CBSは開発調査の期間中の2011年5月

25日にJICAの費用で、また、TKK CBSはこの施設が完

成した6カ月後の2012年10月19日にBORDAが独自に、

それぞれ水質分析を実施した。採水地点を図４－24に、

またその結果を図４－25に示すが、除去率はいずれの

施設も高い値を示していたことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－25 3カ所の水質分析結果（2011） 

 

一方、2012年12月25日に分析した図４－24に示す同じ採水地点でのBODとCODの水質

分析結果及び除去率を図４－26に示すが、2011年の結果に比較すると、例えば処理水BOD

が66～102mg/lと高く、除去率も20-30％台に低迷しており、処理施設を経由しても顕著な

改善効果はみられない。 
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図４－24 採水地点 
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図４－26 3カ所の水質分析結果（2012） 

 

4）本プロジェクトでBORDA/LIREとの連携にあたっての留意点 

BORDA/LIRAが設置した分散型簡易型汚水処理施設は、嫌気性処理法を採用している

こともあり、BODを30mg/l以下にすることはほとんど不可能であるといわれている。一方、

この処理施設は腐敗槽とは異なり、台所やシャワーの生活排水を一緒に取り込んでいる

方法であることから、将来的に下水道施設整備を進めるうえでは、住民に事前に生活排

水がいかに水質汚濁上の大きな要因であるかということを理解してもらう環境教育の点

では良い教材となっている。本プロジェクトでは、この分散型簡易型処理法を開発した

BORDA/LIREと協力して、この簡易施設について改善ができないかを一緒に検討するこ

ととしている。ただその場合も、これらの施設の維持管理主体は住民・学校・寺院など

であり、首都ビエンチャンではないことから、いかに住民の理解を得られるかがこの活

動の鍵となることはいうまでもない。 

 

４－２ 環境関連法規の整備と運用強化 

４－２－１ 環境関連法規等の体系 

ラオスでは、現在諸外国の支援で水環境関係諸法の整備が進められているところである。ま

ず、日本の状況を整理すると、日本では、環境が達成すべき状態として環境基本法に基づき環

境基準が定められ、それを達成・維持するために水質汚濁防止法・下水道法・浄化槽法等で、

事業場排水や家庭排水などに規制が行われている。 

規制の内容は、水質汚濁防止法を例にすると、排水の濃度基準等を設定するとともに、その

基準を達成できる排水処理施設を事業所や家庭に設置するよう、施設の事前届出を求めるとい

うものである。 

そのほかに、基準の達成については、適切な根拠の下で判断できるよう、分析手法や分析体

制についても法で定めがあり、また、各事業者が環境に配慮するよう、公害防止組織を社内に

もつ義務があるなど、法令による補完がなされているところである。 

また、排水規制を運用するにあたって、事業場排水がこれらの法規制を順守するよう、排水

処理技術が開発・販売され事業者が導入を図っている。 
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事業場排水を監視する行政においても、検査マニュアルの整備、研究所を設置し、検査や助

言を行える職員を養成するなど、監視能力向上に努めつつ、事業者の監視・指導を行っている。 

現在のラオスにおいては、法規制に関しては、MONREの下で諸外国の支援を受け、基本法で

ある環境保護法の下で環境基準の設定がなされ、MONRE（前身のWREA時代）が排水基準を設

定している。また、EIA規則や、MIC（商工省）の工事排水規則で工場の設置許可に関する法規

制が行われている。 

DONREへのヒアリングでは、工場への立入検査はDONREもDICも行っているとのことで、類

似法が制定されていることから、検査権限等が整理されていないことが示唆された。 

MONREへのヒアリングでは、MONREではEMSPの支援を受けて排水基準の運用に向け、補完

する規則などを現在作成していることが把握できた。その内容についてはヒアリング時点では

公開できないとのことであったが、今後、首都ビエンチャンにおいて立入検査を行う人材の育

成を進めるにあたっては、その規定の内容をまず把握する必要がある。 

 

４－２－２ 分析技術・分析精度に関する現状と課題 

分析機関は、まず、政府機関内に整備を進めている段階である。分析技術が一般化しておら

ず、事業者に法規制等による分析の義務等がないため、民間の分析機関が出現する様子はなか

った。 

そのためか、計量管理については、日本の計量法やJISに相当するような分析方法の規定整理

が行われているか不明であった。 

MONREのヒアリングのなかでは、MONREの分析機関（NREI）では研究所の標準作業手順書

を作成し、NREIにおいて分析をどのように行うかマニュアル化を進めていた〔行政の他の機関

（水道部局や農業部局の研究機関）の分析手法は不明〕。 

ほか、一部の大工場（ビアラオ等）で自主的に分析を行っている模様であったが、その手法

や分析結果等も確認まで至っていない。 

今後、分析結果を用いた排水指導を行う際、特に事業者自らに分析を行わせる場合には、行

政も事業者も同様な手法で分析を行うよう、分析手法等にも法等の裏付けを与え、統一化を図

っておくことが望ましいと考えられる。 

よって、この部分の法令の整理がEMSPの支援の下、MONREで行われない場合、JICAの本業

務で排水検査の技術支援を行う際には、何かしらの整理を行う必要があると感じられた。 

また、分析技術については先の調査などより、残念ながら、どの分析機関も安定して結果を

出せる段階まで至っていないと感じられた。 

予算の制約がなければだが、河川等の定期的な環境監視を行うなど、常に検体を取り扱うこ

とで、研究所の分析能力を高めておくことが望ましい。 

 

４－２－３ 規制対象事業者への指導に関する現状と課題 

日本においては、河川等の公共用水域の汚濁の程度は、都道府県知事が監視し公表すること

が義務づけられている。それを踏まえ、地域の実情に応じ、環境基準を達成して水環境を保全

するために、排水基準が設定されているところである。 

ラオスでは、これらの値は諸外国の支援で設定されており、環境基準・排水基準とも先進国

寄りで、特に排水基準は処理施設があることが前提の小規模の事業者には厳しい規制値ではな
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いかと感じられた。 

いずれにせよ、立入検査においては、規制対象の事業者が基準を守れるよう指導していくこ

とになる。 

首都ビエンチャンのDONREに対するヒアリングによると、現在の首都ビエンチャンにおいて、

工場の立入検査の実施内容は、目視での排水の性状確認にとどまっている模様である。 

排水規制を順守させるためには、行政側に①排水の分析による基準の適否の確認、②違反事

業者への改善指導、ができる体制を整える必要がある。 

①の分析については、前述のとおり分析機関（NREI等）が国の機関内にしかないところであ

る。現状、NREIは分析費用面や機材の問題から、地方行政機関からの分析依頼をすべて受ける

に至っていないため、分析件数を拡大する場合は、その分の分析を担当する機関を確保する必

要がある。 

②の改善指導に関しては、現状、実施できていない。 

排水基準の達成には、発生した汚水を処理できる能力をもった処理施設等が設置され、処理

施設が適正に管理されることが必要である。そのためには工場等の設置許可時に、工場の工程

内容をかんがみて、発生する汚水の性状を把握し、汚水を処理できる処理施設が設置されてい

ることが審査のなかで確認できていることが重要である。 

また、排水の検査時においても、排水の様子や必要な場合には処理施設の状況を職員が確認

し、排水の分析結果と併せて事業者への改善指導を行う必要があることから、生産工程や排水

処理に関する知見をもった職員を育てる必要がある。 

また、大工場の設置審査（EIA）の際には、許可を担当する商業部局と排水規制を担当する環

境部局で必要な情報を交換しているとのことであったが、通常の立入検査などにおいても、施

設に関する情報をもつ部署と規制を行う部署で、より連携する必要がある。 

検査等を担当する人員は、関係する部署に排水を担当する職員が数人ずついるが専任で配置

されているわけではない様子であった。そのうえ、ラオス自体で排水処理施設というものが一

般的でないため、知見をもった職員を養成し、組織のなかで継続して教育していくことのハー

ドルは高いと考えられた。組織体制面でラオスの各行政機関の協力が不可欠である。 

 

４－２－４ 家庭排水・規制対象外事業者に関する現状と課題 

日本では、家庭等から出る排水は主に浄化槽や下水道により処理され、河川へ放流されてい

る。し尿処理後の排水は、地下浸透は土壌や地下水汚染の観点から原則禁止されている。現在、

し尿はおおむね100％の処理率を達成しており、し尿以外の生活排水の処理率（現在約87％）の

向上をめざし、都道府県が汚水適正処理計画を作成・推進しているところである。 

ラオスでは、し尿はセプティックタンクによる処理のうえで地下浸透、その他生活排水は放

流が一般的であった。首都ビエンチャン内の家庭のし尿処理については、近年は更に処理を行

うよう規制されたとのことであったが、多くの市民には生活で使用する電気代で高い負担を感

じており、浄化槽等の導入・管理費用の高い処理方式の普及は非常に難しいと感じられた。 

生活排水は都市内水路に直接放流されている。現在はまだ調理等に油を使うことが一般的で

ない様子であったが、今後、都市部の経済的な発展とともに、生活排水の負荷が急激に高まる

おそれがある。 

見学した街中の屠殺場では、家畜がさばかれ、皮や内臓もほぼすべて食品へ加工されるとの
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ことであり、血もある程度回収されている模様ではあったが、洗浄による血水が道路側溝へ流

されていた。 

街角の飲食店でも、一部で固形残渣物の回収等を行ってはいたが、廃液（スープ等）はその

まま放流されている様子であった。 

これらの排水が集まる都市内水路は、水が灰色に濁っており、強い下水臭があった。乾期で

水量がないことを差し引いても、現状の改善には流入負荷の低減が必要である。 

負荷の低減については、小規模な事業者でも処理施設をもつことが最も望ましいが、油や固

形残渣物、BODの高い“血”などを回収し廃棄物等として処理することの周知など、将来的に

下水道化した以降でも必要な対策を徹底することが重要と思われる。 

 

４－２－５ 環境関連法規の運用強化 

前項までで、現状と問題点を整理したが、排水規制の運用のためには、ラオスの行政機関が、

各工場等の排水の性状を分析し、基準の適否を判断できるようになることが必要である。この

ためには、①排水分析に関する法令の整理と、②各機関で排水の検査を行い、分析結果につい

て、その適否や違反のレベルに応じた指導（含む罰則）を行うための規定の整備が必要である。 

①に関しては、可能な限りMONRE等の国の機関により整理される必要がある。MONREによ

る整理が行われない場合でも、行政の指導を事業者が納得できるように、分析手法等を明確化

しておく必要がある。 

②については、同様な指導を人によらず行っていくために、採水や施設検査のマニュアルや

チェックリスト（検査票）などの立入検査で使用する資料や、違反の程度に応じて排水処理施

設の改善や工場の操業停止を命じるための規定の整理などを、現地の実情に応じて設定する必

要がある。 

これらについて、JICAが首都ビエンチャンのDONREに対して支援を行う場合、その結果を他

県のDONREへ普及し、全国で統一した指導となるように、MONREの意見も取り入れておく必

要がある。 

将来的には、施設の届出審査や改善指導のため、行政機関が施設の内容について理解を深め

ることが求められる。具体的には施設の設置の前に、排水基準を守れる計画内容であるか審査

できるようになること、及び基準を守れない事業者に対し改善内容を指導できるようになるこ

とである。 

こちらは、計画内容の審査のマニュアルを整備することなどで職員をバックアップすること

はできるが、それぞれの事業場で内容が異なるため、最終的には職員が知見を基に審査する部

分が大きく、担当職員だけでは審査しきれないことも想定される。民間に分析業者やプラント

の専門家がいないため、相談先が乏しいことが想定される。そのため、可能であれば、日本で

のように行政の研究機関内に排水処理の知見をもつ職員を養成し、必要に応じて審査担当職員

の相談に乗れるようになることが望ましいと考える。 

また、関係部署間で必要な情報・権限を整理・共有し、指導に役立てる体制をとれるように

しておくことが必要である。 

一般家庭や規制対象外の事業場については、処理施設の設置費用や維持管理のための電気代

等を負担することが、しばらくは経済的に厳しいことが想定される。 

家庭のセプティックタンクの汲み取りの普及や、小規模工場等でも汚水をすべて放流するの
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ではなく、事業場内で汚水を排水溝に集め、スクリーンやオイルトラップで、負荷が高く分解

に時間がかかる固形物や油を除去することを、建物の設置申請の際に担保を取るなど、負荷の

低減に向けて排水規制法以外の規制を利用していくことが必要と思われた。 

 

４－３ 環境教育の強化 

４－３－１ これまでの取り組み 

ビエンチャン市水環境改善計画調査において、パイロットプロジェクトPhaseⅡの一環として、

PTI-JICAとLIRE-BORDAが共同で、副読本「Let’s Learn Water Environment, Hygiene and Sanitation」

（ラオス語、英語版）（以下、副読本）が開発され、市内の全公立小学校353校に配布されてい

る。副読本開発と、教員及びコミュニティ住民が環境教育の指導ができるようになるために、

学校TOT（Training of Trainers）ワークショップがKhoualuang小学校で、コミュニティTOTワーク

ショップがThongkhankham村で開催された。さらに、都心4郡の小学校長対象の副読本活用ワー

クショップとラオス国立大学環境科学部での特別講義が実施された。 

 

４－３－２ SBSが設置された小学校の環境教育の状況 

Khoualuang小学校の教員1名（教員は全員で4名、生徒数45名）とDEWATSプラントの管理者（住

民）1名からヒアリングを行った。 

副読本は、本が配布されたときには生徒に配布したが、現在は配る本がない。現在は校長が

保管しているのみである。 

環境教育の教科はないが、社会のなかで教えている。副読本のなかにある活動「Let’s check 

where polluted water is around you」については小学校3年生以上では校外での活動を実施し、生徒

はマップを作れるとのことであった。教員4名とも環境教育の指導はできる。 

この学校にはDEWATSプラント（SBS）があり、管理者がプラントの清掃（2週間に1回）をし

ているときに、生徒が関心をもって見に来るとのことであった。管理者と生徒とのコミュニケ

ーションにより、生徒たちの理解が深まることが期待できる。 

子どもたちのきれい汚いの判断基準については、ごみがあれば汚いと認識しているそうであ

る。「水質汚濁と浄化の機構を理解するのは小学生には大変難しい学習内容であり、単に望まし

い行動のみを教えるのか、あるいはその機構を理解したうえで行動を教えるのか」を教員に尋

ねたところ、「子どもたちは知ることを喜ぶので、機構についても教えている」とのことであっ

た。この問いに関しては、“機構”のレベルが質問者と回答者で一致していなかったと思われる。

子どもたちは水環境の問題を指摘できるものの、その問題を改善するための子どもたちからの

提案はないとのことであった。また、水環境に関する啓発ポスターの作成の有無を聞いたら、「環

境に高い関心のある子どもは少なく、親がもっと勉強させたいので、そういうことはしていな

い」という回答であった。副読本の内容を子どもから親に伝えることが期待されていたが、子

どもたちから親に伝えたことを確認しているとの回答であった。この学校はモデル学校であっ

たため環境教育を実施しているが、他の学校が環境教育を実施しているかどうかは分からない

とのことであった。 

空き教室が目立ったが、首都ビエンチャンの公立学校の在籍生徒数が減少し、私立学校の生

徒数が増えているとのことである（カムラ氏による）。公立小学校に配布した副読本はほとんど

生徒に配られたとすると、公立小学校教員を対象にしたTOTワークショップの開催と教材の開発
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を継続するだけでなく、私立学校への環境教育の普及も課題であると思われる。 

 

４－３－３ CBSが設置された地域の環境教育の状況 

CBSが設置されたThongkhankham村の住民2名にヒアリングを行った。トイレの改善が行われ

たこと、下水が暗渠になり生活環境が改善されたことなどCBS設置に満足していることがうかが

われた。また、BORDAが配布したトイレ利用に関する諸注意のパンフレットを大事にし、その

内容について十分に理解し行動していると同時に、他者に説明しているとのことであった（写

真４－３）。CBS使用料についても、その支払いは1人の意見ではあるが、当然のことと考えてい

た。CBS設置のために住民との事前のワークショップが実施されたことが、住民の理解を促した

といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４－３ トイレの戸に貼られたパンフレット（左）と、ラミネートされたパンフレット 

 

４－３－４ ワークショップ 

（1）ワークショップ実施の目的 

本プロジェクトのC/Pは、国及び首都ビエンチャンの水環境に関連する多様な機関が参加

している。今後プロジェクトでは協働が必要なことから、参加プロジェクトメンバー間の

信頼関係をつくるきっかけとすると同時に、参加体験型の環境教育プログラムの体験を提

供することを考えた。実際には、参加者はお互いによく知っていたことから、参加体験型

の環境教育プログラムの体験の提供となった。 

 

（2）活 動 

時間：13:00から16:15 

内容：① 環境教育についての簡単な紹介 

・ 環境教育の目的：持続可能な社会の構築のために行動する人間づくり 

・ 行動するためには、その人が自ら発見することが重要であり、その人が発見

するように支援することが重要。 

② アイスブレーキング（他己紹介） 

③ ブレインストーミングのルール（批判しない/質より量/大胆な意見を歓迎/アイデ

ア触発/キーワードで）を確認したあと、ビエンチャンの水環境の問題を各自カ
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ードに書き出す。その後全員でホワイトボードを使って分類・整理。 

④ 4人ずつの2つのグループに分かれ、出された課題を選んでその課題が解決され

たときの首都ビエンチャンの水環境の状況（夢）を自由に話し合う（バックキ

ャスティング）。 

⑤ 振り返り 

 

（3）ビエンチャンの水環境の課題と夢 

出されたカードを整理したものを図４－27に示す。家庭及び事業場排水が原因で、下水

排水路の悪臭・ごみ・水質汚濁が問題との認識が共有されていた。その原因として、責任

機関がない、排水処理の将来構想、排水処理のシステムの知識と技術がない、排水処理シ

ステムがないことを挙げている。下水排水路の問題だけでなく、メコン川の水量減少、湖

沼の渇水、洪水（遊水地不足）、ため池の埋め立て、魚の減少が問題とされている。「市内

の池で子どもが遊んでいない」の指摘は、水環境を体験的に理解する機会が減少している

ことを意味している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：（ ）内の数字は、その問題を指摘した人数 

図４－27 首都ビエンチャンの水環境の問題 

 

問題を整理したのち、2グループに分かれて自由に話し合った。 

1つのグループは、首都ビエンチャンの水環境の状況として、【排水】、【雨水】、【水道】

ごとに発表した。【排水・下水】では、排出者に対しての教育が行われ、排水処理システム

があり、そのシステムの管理・規則が整っている。責任をもつ部署があり、予算があり、

すべての事業に機材が揃っている。【雨水】についても、下水とは別の雨水の排水システム

があり、モニタリングを組織、管理する部門、維持管理の人、予算、設備・機材、よい管

理システムがある。【水道】は水源が重要であり、水源の水質が良好である。水源に関する

責任機関がない（1） 

排水処理の将来構想がない（1） 

排水処理のシステムの知識と技術がない（2） 

排水処理のシステムがない（2）

心（ハート）（1）

排水（11）：家庭、事業場排水、トイレ 
直接的な原因 

水道水不足（3）

下水排水路の悪臭（5） 
下水排水路のごみ（2） 
下水排水路の水が汚い（1）
排水の悪影響（1）

排水不良（3） 市内の水路に魚がいない（1） 

自然の池で子どもが遊んでいない（1）

湖沼の渇水（干上がり）（1）

雨期の洪水（2）：遊水池不足

メコン川の水量減少（1）

ため池の埋め立て（1）

本質的な原因

問題
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責任をもち、予算、給水システム、効果ある管理システムがある。このグループに対して、

湿地が残っているかどうか、湿地を保全する枠組みがあるかどうか質問した。湿地保全の

規則、政策はあるが、関係する機関は権限をもって守ろうとしていないという回答であっ

た。 

もう1つのグループは、水道に関する夢を語ってくれた。水道公社では、2015年にはすべ

ての市民が水道水を利用できるようにするという目標がある。浄水場を建設しているが、

水源の水が不足している。水道水の確保のためには、水源の確保が必要であり、森林破壊

が懸念される。将来は、水源が保全され、その責任機関がある。浄水場と配水システムが

あり、予算があり、設備も機材もある。よい管理システムもある。また、人の気持ちが重

要であり、故郷を思う愛国心があり、環境を汚染したものは罰金を払うなど責任感を有し

ている。節水は貴重な水資源、家庭経済、国の経済によい影響を与えるだけでなく、排水

処理の負荷を下げることにも効果的である。 

終わりに、これらの活動をして感じたこと、考えたことを一人ひとりに発表してもらっ

た。 

・ みんなが理解しているということを共有できた。 

・ 予定にはなかったワークショップだったので、上司への報告に困った。 

・ ワークショップのやり方は初めての経験だった。一人よりも、このような活動では、

たくさんの意見が出る。教育では、排水に関する教育にプラスして、愛国心や責任

感をもつようにすることが重要。 

・ 意見交換することができた。夢があればできる。今後、どういうことを協力しなけ

ればいけないと意識することが重要。 

・ 各機関が揃ったことに意味がある。これからは協力関係をつくる必要がある。 

・ 排水処理には、経験、知識、協力が必要である。 

問題解決型のワークショップを実施した。参加者は行政機関の担当者であり、首都ビエ

ンチャンの水環境の課題を十分に把握している人たちであり、しかも皆が知り合いであっ

たこともあって、和気あいあいと進行することができた。グループワークの意味を、今後

のC/Pとなるであろう組織の職員に経験してもらうことができたことが評価できる。 

 

４－３－５ EU Pondを活用した環境教育の活用について 

第二次詳細計画策定調査時には、EU Pondを活用した環境教育のプログラムを検討していたも

のの、最終的にはEU Pondを使用せずに環境教育を実施することとした。 

 

４−４ プロジェクトの枠組み 

今回の現地調査を通じて、以下のプロジェクトの基本計画に関し、プロジェクト・デザイン・

マトリックス（PDM）と活動計画（PO）の案を合意した。 

 

（1）プロジェクト目標 

首都ビエンチャンの汚水処理を中心とした水環境管理のための組織・制度の枠組みが強

化される。 

指標1：プロジェクトで実施した研修に参加したカウンターパートの少なくとも80％が習
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得した技術や知識を実践している。 

指標2：関係機関調整メカニズムが市民の積極的な参加を伴って構築され、水環境管理の

仕組みのなかで制度化・主流化される。 

指標3：「首都ビエンチャン汚水適正処理構想」が首都ビエンチャン知事等の政策決定者

によって承認されている。 

 

（2）成果（アウトプット）と活動 

【アウトプット1】カウンターパート機関の汚水処理に必要な環境に配慮した施設の計

画・設計能力が強化される。 

活動1-1 関係機関同士を調整するためのメカニズム（組織）を構築・強化する。 

活動1-2 腐敗槽式のトイレと分散型汚水処理設備に関する標準仕様を改良し、それを新

たな標準仕様として決定する。 

活動1-3 既存分散型汚水処理設備の改善に関する調査を実施し、研修プログラムを実施

する。 

活動1-4 分散型汚水処理のために、コミュニティグループとそのグループを支援する仕

組みを強化する。 

活動1-5 分散型汚水処理設備の水質検査を含むモニタリングを支援する。 

活動1-6 首都ビエンチャンの主要産業・汚水排出源のインベントリーを実施し、汚水適

正処理構想に必要なその他のデータを収集・創出する。 

活動1-7 汚水処理のための実行可能な財務機序を計画し、汚水適正処理構想のなかで整

理する。 

活動1-8 下水処理施設建設に向けた候補地選定、プレF/S等を考慮しつつ汚水適正処理構

想を策定する。 

活動1-9 汚水適正処理構想に係る公聴会の開催及び承認を支援する。 

 

【アウトプット2】カウンターパート機関による水環境管理に関する法規法令の運用能力

が強化される。 

活動2-1 アウトプット1にて標準仕様が決まった腐敗槽や分散型汚水処理設備の適切な

設置、維持管理のガイドライン・法規法令の作成と運用を支援する。 

活動2-2 EMSPとその関連機関との緊密な連携を通じて、定期的な事業場立ち入り検査や

水質モニタリング、汚水排出許可申請、行政的・技術的指導、法規制執行に関

するガイドラインや規則を作成・改善する。 

活動2-3 パイロット産業と業界団体・協会を選定し、法規法令の運用に関する能力向上

活動を行う。 

 

【アウトプット3】カウンターパートによる環境教育を通して市民の環境意識が向上す

る。 

活動3-1 環境教育プログラムを実施している組織間のネットワークを構築・強化する。 

活動3-2 環境教育の担い手となるファシリテーターや講師、教材を開発する。 

活動3-3 対象住民の積極的な参加を通じて、水生生物を指標として活用する水質調査の



 

－87－ 

パイロット事業を実施する。 

活動3-4 雨期に配慮しながら、コミュニティによる水路しゅんせつ活動と首都ビエンチ

ャン都市開発管理庁（VUDAA）によるしゅんせつ土砂などの処理を、彼らの

モチベーションを引き出す工夫をしながら支援する。 

活動3-5 汚染負荷軽減のキャンペーンを実施し、コミュニティへのモチベーションを引

き出しながら、腐敗槽や分散型汚水処理設備の汚泥引き抜きや維持管理を支援

する。 

活動3-6 環境教育を首都ビエンチャンの学校教育や社会制度のなかで主流化する。 

 

（3）上位目標 

首都ビエンチャンにおける水環境管理が継続的に実施される。 

指標1：プロジェクトで構築した関係機関調整メカニズムが、定期的に会合を開催し、水

環境管理に関する重要な意思決定を行うなど、継続して機能している（開催頻度

については事業実施後に決定する）。 

指標2：プロジェクトで導入・紹介された技術やモデルが、首都ビエンチャンのパイロッ

トサイト2水路以外の地域で活用される。 

指標3：年に1回程度の定期的な事業所への立ち入り検査の頻度が増加する。 

指標4：「首都ビエンチャン汚水適正処理構想」が、重要な意思決定の協議において、正

式に活用される。 

 

（4）外部条件 

アウトプットがプロジェクト目標の達成につながるための外部条件は、能力強化される

C/P職員がプロジェクトにとどまることである。また、プロジェクト目標達成が上位目標の

達成につながり、それが更に継続されるために必要な外部条件は、水環境管理に対するラ

オス政府の資金的・人的資源が減少せず、行政の優先順位に大きな変化がなく、汚水処理

対策構造物の適正な用地が確保されることである。 

 

（5）協力期間 

2014年7月～2017年6月を予定（36カ月） 

 

（6）投 入 

1）ラオス側 

① C/P 

・ プロジェクトディレクター 

・ プロジェクトマネジャー 

・ その他のC/P 

② 施 設 

・ プロジェクト事務所（DPWTの建物内） 

・ 事務所の光熱費などの維持管理費 

・ 環境教育用のフィールド 

③ 現地事業費 
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・ C/Pの活動費 

・ その他必要となるコスト 

2）日本側 

① 日本人専門家の派遣 

・ チーフアドバイザー/水環境計画と改善（直営長期を想定） 

・ 業務調整員（同上） 

・ 環境法規と運用（直営短期を想定） 

・ 環境教育（同上） 

・ 分散型汚水処理（同上） 

・ 総合的汚水処理管理（コンサルタント短期を想定） 

・ 制度強化と財務分析（同上） 

② 本邦または第三国での研修実施 

③ 機材供与 

・ 事務機器 

 

４−５ 事業事前評価（5項目評価） 

本調査結果を基に、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）に沿って、事

前評価を実施した。評価（案）については、現地調査終了後更に検討を重ねるが、現時点での評

価（案）の概要は以下のとおり。 

 評価項目 結 果 備 考 

1 妥当性 適度に高い ・ 本事業は、開発と環境保全のバランスに留意した、ラオス政

府の持続的な経済成長戦略に則している。 

   ・ 首都ビエンチャンの都市環境整備政策や水質保全対策などと

合致している。 

   ・ 日本政府及びJICAの援助方針に沿っている。具体的には、援

助重点分野「経済・社会インフラ整備を通じたバランスの取

れた経済成長の促進」、開発課題「環境と調和した快適な社会

の実現」、協力プログラム「都市環境整備プログラム」に位置

づけられる。 

   ・ 都市化が急速に進むとの前提で、先の開発調査では、無対策

のまま進行すれば、将来的に市内全域で水質汚濁が深刻化す

ると想定されている。将来の本格的な下水対策への準備とし

て、現地のニーズを考慮した事業である。 

   ・ また、将来必要となる下水処理施設の敷設に対する認識が政

府内にあることから、本事業で汚水適正処理構想を作成する

ことも、ニーズに一致している。 

   ・ 本事業で得られる計画策定能力、法執行能力、関連組織間で

の連携、監視体制強化などの成果は、将来下水道が整備され

た場合においても、適切な下水道整備事業運営のためには必

須である。 

   ・ 一方、ラオス側は構造物に対する期待が強い。水環境管理行

政能力全般が不足しているラオス政府のニーズには一致して

いるので、技術協力の意義を粘り強く説明する必要がある。
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 評価項目 結 果 備 考 

   ・ 経済インフラの整備などのニーズも高く、政府の汚水処理対

策に対する優先度に不透明さが残る。 

2 有効性 不透明さは

あるが、適

度に高いと

見込まれる 

・ ラオス国は、汚水処理や水環境管理の経験が少なく、包括的

で具体的な汚水適正処理構想もないなか、この分野での技術

協力は有意義である。 

・ 日本の汚水処理技術や、水環境管理における制度・法整備、

住民の啓発などの経験を活用する事業計画となっており、事

業効果が見込まれる。一方、既存の分散型汚水処理システム

は嫌気処理であり、利用者の負担できるコストや維持管理の

容易さ等にかんがみた技術的な改良方法を今後開発する必要

がある。 

・ フィンランド政府と世銀による関連事業が実施中であるが、

そのなかでは、特にMONREの水質検査ラボが開発されてお

り、その成果を有効に活用できることが見込まれる。 

・ 能力強化対象のC/P機関の人材不足が懸念材料ではあるが、関

係機関の協力の意思が表明されている。構造物対策に対する

期待が強いという悪条件のなか、技術協力への関心を維持し、

今後更に彼らの主体性を引き出せれば、効果のある事業とす

ることができる。 

・ 環境関連の政府関係部局が複雑で、業務所掌に重複がみられ

る。関係機関の協働による調整機構の構築や、法規制や制度

強化の分野での技術協力に留意することが事業実施上で必

要。 

3 効率性 不透明さは

あるが、高

いと見込ま

れる 

・ 水環境管理や首都ビエンチャン都市開発に関するマスタープ

ラン調査がJICAによって先行実施されており、その成果を活

用できる。 

・ 廃棄物処理や上水道に関連するJICAの技術協力事業や青年海

外協力隊事業が併行して実施されており、これらの事業と適

切に役割分担を行い、相互補完しながら連携することで、効

率的に事業が実施できることが見込まれる。 

・ フィンランド政府と世銀による関連事業が、水環境に関する

法規制と制度の改革を進めている。十分に意見交換をしなが

ら慎重に役割分担することが肝要。 

・ 構造物建設や設備設置などは、その効果や持続性を十分に検

証してから実施する計画となっており、効率性が担保されて

いる。 

 

 

   ・ 汚水適正処理構想策定にあたっては、本事業とほぼ同時期に

実施予定の、首都ビエンチャン都市開発管理計画技術協力プ

ロジェクトと連携を図り、将来的な排水処理施設用地の確保

についても留意する。 

4 インパク

ト 

結論づける

には時期尚

早 で あ る

・ 主要な水質汚濁物質の発生源とみられている一般家庭や屠殺

場、商業施設などを対象とした分散型処理技術の開発と普及

には、一定のインパクトが見込める。 
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 評価項目 結 果 備 考 

が、相当の

工夫が必要 

・ 一方、下水道網が未発達の現状で取り得る対策として、本事

業で推進する分散型汚水処理システムの技術的、財務的、社

会的実行可能性と汎用性を担保する工夫が重要。汚泥引き抜

きから最終処分までの過程が適切かつ持続的に実行される仕

組みの構築が必要。 

・ 本事業で作成する汚水適正処理構想が将来実施されるために

は、集合処理の整備手法としていずれは必要となる処理場用

地や公共下水道整備のための事業費等の確保が必要である。

・ マクヒアオ川流域を含む水環境保全、生物多様性保全につな

げるための工夫が求められる。 

・ 他の都市（国）にとって、予防的対策のモデルとなる潜在性

がある。 

5 持続性 結論づける

には時期尚

早 

・ 法規制や制度、人材育成など、普遍的な分野に対処する事業

計画となっており、一定の持続性が期待できる。これらの成

果は、将来実施されるであろう下水事業の整備や運営にも不

可欠かつ十分生かすことが可能である。 

・ 行政側の能力に限界があるなか、水質汚濁物質の発生源とな

っている家庭（コミュニティ）や事業者、工場などによる自

主規制と処理を重視し、住民参加や啓発の活動を取り込んだ

アプローチとなっているため、一定の持続性が期待できる。

・ ただし、自主規制や分散型処理が継続するためには、行政側

が技術・管理運営を支援することも必要であり、廉価に設定

されている上水道料金でさえ十分に支払いがなされていない

現状では、処理費用の更なる負担を家庭や事業者に課するこ

とにハードルが高く、持続的な体制と仕組みの構築が可能か

不透明。 

・ パイロット的に分散型汚水処理施設などを建設する場合は、

特に施設の維持管理の観点から、その持続性が担保できるこ

とを確認したうえで実施すべき。 
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第５章 調査団所感 
 

５－１ 第一次詳細計画策定調査団所感 

今次調査を通じ、本プロジェクトに対するラオス側の期待が一様に高いことを確認したが、他

方で、特に首都ビエンチャン上層部では、韓国の支援による類似プロジェクトを検討しているこ

と、さらには、水環境管理以外の洪水制御の分野でのJICAの支援を強く求めていることが明らか

となった。 

 

（1）DPWTが実施したF/S調査との重複 

今次調査中に最大の課題となった点は、韓国支援による類似プロジェクトとの重複である。

韓国環境省からF/Sの実施を委託された韓国系コンサルタントによると、本F/Sの実施にあたっ

ては、ラオス側から、JICA支援によるマスタープラン（M/P）に十分整合するように、との強

い要望があった由。しかしながら、結果としては、M/Pで提言している3つの項目のうちの1

つの構造物対策のみ、かつ、2020年までに必要な簡易な分散型汚水処理施設ではなく、2020

年以降の高度な集中型下水道整備を前倒しで実施するものとなっている。なお、下水道整備

については、2030年までの4フェーズに分けた段階的整備を提案しており、これについては、

M/Pに配慮したと思われる。 

この課題については、ラオス側で十分に検討のうえ、JICAプロジェクトとの重複を回避す

る決定を下すことが、JICAプロジェクトを進めるための条件となると判断し、調査を一時中

断し、ラオス側からの回答しだいで、調査の再開を検討することとした。 

なお、本件については、事前に情報を収集しておくことが望ましかったものの、ラオス側

も、韓国プロジェクトについて関係者間で情報が共有されていないこと、また、必ずしもJICA

プロジェクトと重複しているとの理解がないこと、などから、やむを得なかったともいえる。 

 

（2）JICAプロジェクトを実施する場合の留意点 

1）M/Pで提言されていたNong Chanh Marshでの接触酸化処理施設の設置については、その後、

中国企業が同地での再開発事業を支援することになった関係で、具体的な移転先の用地確

保を余儀なくされた。これについても、ラオス側が早急に検討する必要があるが、上記（1）

と合わせ、M/Pの具現化においては、中国、韓国、その他の支援による関連事業の動向に細

心の注意を払い、ラオス側に十分に調整してもらう必要がある。 

 

2）また、M/Pで提案されていた分散型汚水処理施設に関し、一定程度の水質改善効果がある

のか、今次調査で再確認したところ、BOD値において、例えばM/Pで想定したような31mg/l

の下水を9mg/lに削減することは構造上困難で、20mg/l以上となってしまう可能性があると

判明した。したがって、今後、日本側で早急に流入水質、処理水質を見直し、この施設に

よる水質改善効果を適切に評価する必要がある。その他、施設の設置コストや当該施設が

EIAの対象となるのかなど、本プロジェクトを実施するうえで重要な点についても、再度、

評価及び確認することが必要である。これらの評価及び確認の作業について、過去のM/P

作成時では人的、資金的な制約から限界があったとも考えられるが、今後の教訓とすべき

である。 
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５－２ 第二次詳細計画策定調査団所感 

今次調査で調査団は、前回調査以降の経緯を踏まえ、効果及び効率の観点から最も妥当と思わ

れる協力内容（特にプロジェクト目標、成果、活動）及び実施体制（特にラオス側関係機関の役

割分担）を検討したうえで、ラオス側関係機関に提案した。 

協力内容についてラオス側関係機関からは、調査団の提案を受け入れるものの、調査団からそ

の技術的根拠を説明したにもかかわらず、先のJICA開発調査で策定したM/Pに記載のある構造物対

策（接触酸化型及び簡易分散型汚水処理施設の建設）が含まれないことに対する強い不満が表明

されたが、これについては、最終的に首都ビエンチャン副知事の判断に委ねられることとなり、

その後の同副知事との面談にて、調査団の提案が受け入れられる予定。 

また、実施体制に関しては、本プロジェクトに参加する13機関の役割分担について一応の案が

作成されたが、これらの機関を適切に調整・管理するためのJCC議長、プロジェクトディレクター、

プロジェクトマネジャー等責任者をはじめとするC/Pの選定については、ラオス側で更なる検討が

必要となった。 

その結果、調査団としては、以下（2）～（4）のとおり主要な課題を整理したうえでM/Mを最

終化したところである。 

まず、本プロジェクトの実施が必要とされる最も重要な背景として、首都ビエンチャン内の水

環境の汚染問題が挙げられるが、先のJICA開発調査で調査されているとおり、一部、衛生環境の

悪化が顕著な地域を除けば、総じて、現時点では汚染はそれほど深刻ではなく（2010年11月時点

では市内のBODは15mg/l程度）、むしろ、このまま何の対策もとられなければ、今後の人口増加や

開発進行の観点から、2020年までに市内全域がBOD 30mg/l程度にまで汚染されると予測されてい

る。 

したがって、本プロジェクトは、首都ビエンチャン市街地の水質汚濁進行の予防策としての意

義が大きいわけであるが、これに対し、ラオス側関係機関は、どの程度水質汚濁を予防または改

善すべきなのか具体的なイメージをもっていないことが確認され、本プロジェクトをもって何を

達成すべきなのか（プロジェクト目標）については双方の議論がかみ合わなかった。 

調査団としては、ラオス側関係機関の関心の高さに合わせ、活動レベルでの協議を優先的に行

ったところ、今後、プロジェクト目標の双方による共通理解について、ラオス側関係機関に適宜、

確認していく必要がある。 

次に、協力内容について、首都ビエンチャン幹部が本プロジェクトによる構造物対策（特に接

触酸化型汚水処理施設の建設）を大きく期待しているとしてラオス側関係機関は、構造物対策を

重視し、いわばこれを目的化していることが確認された。 

これに対し調査団から、現時点で考え得る4つの構造物対策〔接触酸化型、分散・簡易型（DEWATS）、

植生浄化、公共下水道〕については、いずれも、処理効率及び費用対効果の観点から、おおよそ

不適であることを説明したうえで、調査団に参団した千葉県の経験に基づく「汚水適正処理構想」

の策定やビオトープなど環境教育の活動を提案したところ、依然として構造物対策への期待は高

く、ラオス側関係機関からおおむね理解を得られるまでに、相当の労力が必要であった。 

ところで、上記公共下水道に関し、JICAのこれまでの経験によると、マレーシア、ブラジル、

タイなどの中進国も含めて施設建設後の維時管理が適切にできていない例が多いが、その大半は、

組織・法制度整備、財政、そして住民からの十分な理解が得られていないことに起因している。

住民が下水道の重要さを十分に理解して、下水管へ積極的に接続し、また、下水道使用料を払う
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ことが、下水道事業運営の基本である。その意味において、このプロジェクトで取り扱う汚水処

理計画の策定能力、法の執行能力、関連組織間での連携、監視体制の強化は、将来の下水道整備

にあたって必須の準備といえる。 

さらに、実施体制については、調査団の提案に基づき、13の関係機関を3つのカテゴリーに分類

（実施機関、支援機関、関係機関）し、また、実施機関と支援機関については、PDMの活動ごと

に役割分担を明確にしたが、これらを円滑に管理するための責任体制（JCC議長、プロジェクトデ

ィレクター、プロジェクトマネジャー）と具体的なC/Pの選定については、本プロジェクトの中核

的な機関と想定される首都ビエンチャンを中心に今後、ラオス側関係機関が更なる検討を行うこ

ととなった。他方、先の技術協力（開発調査）の中核的な機関であり、かつ、本プロジェクトの

要請元でもあるPTIは、今次調査団提案の協力内容との関係では、汚水処理施設の建設が含まれな

いことから、もはや中核的な存在ではなく、首都ビエンチャンが主たる実施機関となることに対

する不満が見受けられた。しかしながら、上記役割分担では依然としてPTIの関与が必要な活動が

多くあることから、PTIの積極的な参画を促す必要がある。 

なお、本調査を通じ、以下の点も観察されたところ、補足する。 

 

（1）首都ビエンチャン副知事との面談において、本調査団の提案する案件の枠組みについては

おおむね了解される予定。ただし、技術的な観点から構造物対策を実施しないことについて、

構造物対策用の公用地であるEU Pondを他に転用されるリスクや、EU Pond周辺に建設中の中

国系ディベロッパーによる宅地開発地からの汚水が処理できないのではないかとの懸念が述

べられる可能性があり、調査団からは、本プロジェクトで策定する汚水適正処理構想ではEU 

Pondの活用を念頭に置くこと、また、宅地開発の件があれば併せて汚水処理構想に盛り込む

ことを説明し、おおむね了解される予定。 

 

（2）ラオス側との一連の協議において、技術協力に対するラオス側の理解を得るには、更に十

分な時間をかけて説明する必要があると判明した。開発調査と技術協力プロジェクトとの目

的の違いや、本プロジェクトの実施主体者はラオス側であり、JICA専門家は能力強化の支援

者であるという協力の方法に関して調査団が説明をしたものの、最後までJICAは何をしてく

れるのか、という態度が払拭されなかった。これについては、実際にプロジェクトが始まっ

てから根気強く、彼らと話し合い、実践を通じて理解してもらうことが重要である。 

 

（3）現場視察において、DEWATSはその水質浄化効果は限定的であるものの、暗渠によりコミュ

ニティの生活雑排水を集約的に収集しているため、コミュニティの衛生環境改善に貢献して

いることを確認した。また、各戸が固形物を排水管に投入すると管が詰まり、排水が逆流す

る構造となっていることから、各戸は排水のルールを徹底せざるを得ないなど、衛生教育の

ツールとしても有効であることが確認された。設置の目的を住環境改善とした場合は有効な

構造物であるといえる。 

 

（4）植生浄化については、EU Pond周辺のホン・ケ水路では既にホテイアオイやクウシンサイが

繁茂しており、すなわち植生浄化がなされている状態である。そのため、本事業では既存の

植生浄化の効果を向上させるべく、乾期終了時の植生の刈り取りや、より効果的な植生浄化
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に資するべくEU Pondを活用したごく簡易な植生浄化の実証を試験的に行うことが望ましい。 

 

（5）法規制の運用強化については、検査能力の不足と規制権限を所管する部局間の連携の不足

等が確認された。検査能力の不足から、各工場等での規制に基づく具体的な指導が行われて

いないことをラオス側は主張しているが、今回の調査のなかでは、水質を改善するための技

術的な指導をラオス側で実施する視点が欠けていることが懸念された。現在NREI等で分析技

術を習得すべく、EMSP等による支援が並行して行われているが、十分な処理能力をもつ施設

を当初から建設しているかの審査（DIC所管）や、排水の現地検査や分析結果に基づく処理施

設の改善指導（DONRE・DIC所管）など、汚水処理技術に関する多面的な技術について支援

の必要がある。そのほかに、法規制とは別に、処理施設の設置能力のない小規模な事業者に

ついても、汚水負荷の低減に関する指導を実施できるよう、支援を行う必要がある。 

ラオスでは、まだ排水処理が一般的ではないと感じられ、分析や立入検査等を行うにあた

っては、当面は行政の経験不足が問題となると思われる。過去、一部の企業へは行政の立入

検査が拒否されるといった話もあったため、職員が自信をもって立入検査権を行使できるよ

うになることは、企業指導に最低限必要である。立入検査のほか、排水分析やその結果はど

ういう意味があるのかといった基本的な事項について担当者が学習できるように、国が研修

を行うなどの支援も必要になる。 

河川の水質は、まだ排水の負荷が自然浄化能力より低いため大きな問題となっていないが、

都市部の水路では問題が顕在化してきたところと感じられた。 

また、直接の確認はできなかったが、現在環境負荷の低減のため開発を中断しているとい

う鉱業が再開されたり、工業団地の開発が進むことによる負荷の増加が見込まれた。 

首都ビエンチャンのように人口等が集中していれば下水道という選択肢が将来的に選べる

が、基本的には人口密度が低いため、発生源近傍での処理の必要性は高いと考えられる。 

郊外には、工業団地が建設されていた。工業団地の開発の際はEIA規則等により、計画によ

る環境負荷について商業部局・環境部局とも審査しているとのことであった。開発のなかで、

工業団地ごとに立地企業の出資で排水処理場を設置させ、行政の分析機関で定期的に水質を

測定させる義務を負わせるなど、行政側が経験を積めるような仕組みがあればよいと感じら

れた。 

いずれにせよ、排水処理は現状に対して、家庭にも工場にも負担を強いるという面がある

が、発展に併せて必要となるコストである。現地の経済力に対し処理費用のバランスをとり

ながら、環境改善のために負担が必要であることを根づかせていく必要がある。 

 

（6）環境教育については、SBSが設置された小学校では、SBSに子どもたちが関心をもち、作成

された副読本を現状では使っていないものの、その内容の活動が実施されていることが分か

った。また、CBS設置の地区住民は、トイレの改善が行われたこと、下水が暗渠になり生活環

境が改善されたことなどCBS設置に満足していることがうかがわれた。また、BORDAが配布

した排水に関する諸注意のパンフレットを大事にし、その内容について十分に理解している。

CBS使用料についても、その支払いは当然のことと思っている節もあり、CBS設置のために住

民との事前の協議をBORDAが実施していること（参加型）が、住民の理解を促したといえる。

学校における環境教育の推進については、学校周辺の地域での実施を考えると、雨水ます等
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の設置が進んだ地域では、目に見える形の水環境がなく、バーチャルな活動に限定される。

地域に目に見える形で水環境がないことから水環境問題にリアリティのないことが課題にな

ると思われる。 

また、日本と同様に環境教育が教科になっていない場合、学校教育のなかで環境教育をす

る時間をつくりだすことが困難である。そのためには、首都ビエンチャンの教育内容を把握

し、その学習内容に応じ、かつ学習目標達成に役立つ環境教育プログラムの実施が望ましい。

環境教育は行動を促す教育であることから、首都ビエンチャンの水環境改善につながる活動

の“仕掛け”を、首都ビエンチャンの教師及び行政官が主体的に作成することが望ましい。 

地域においては、まず下水排水路近傍の悪臭に悩まされている住民と水質汚濁の影響を受

けていない住民がいることを踏まえる必要がある。また、市民の水質汚濁や浄化機構、水辺

のもつ価値の理解を促進することが重要である。さらに、水環境保全にかかわる市民を増や

すためには、参加型のアプローチが主体的な行動のポイントとなる。 

首都ビエンチャンでは今後も都市化が進み、湿地が埋め立てられ開発が進むことが考えら

れる。水環境の保全では、水環境の実体験がキーとなる。ビエンチャン郊外だけでなく、市

街中心地においても、学習の場としての湿地環境の保全・新たな創出が重要になると思う。 
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